
（平成２１年９月30日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 248 件

国民年金関係 44 件

厚生年金関係 204 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 109 件

国民年金関係 38 件

厚生年金関係 71 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5595 

                     

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45年９月から 46年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：                       

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ： ① 昭和 45年９月から 46年３月まで                                     

             ② 昭和 50年４月から 52年３月まで 

私の国民年金は、母が加入手続を行い、申立期間①については、母が姉二

人の国民年金保険料と一緒に納付してくれていた。また、申立期間②につい

ては、厚生年金保険加入期間中であったが、母が国民年金保険料を納付した

領収証書を所持しており、この納付した保険料を還付された記憶は無いにも

かかわらず還付されたことになっている。申立期間①の保険料が未納とされ

ていること、申立期間②の保険料が還付とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付している。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 46 年６

月ごろに払い出されているとともに、申立人が所持する領収証書によると、

当該期間直後の46年４月から同年９月までの保険料を同年９月16日に納付

していることが確認でき、いずれもその時点で、当該期間は保険料を過年度

納付することが可能な期間である。 

    また、当該期間は７か月と短期間であり、姉二人の保険料と一緒に納付し

ていたとする申立人の母親及び二人の姉は、当該期間の保険料は納付済みで

あるとともに、姉二人は、いずれも手帳記号番号払出時期から保険料を過年

度納付していることが認められるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

  ２ しかしながら、申立期間②については、申立人の所持する領収証書により、

当該期間の保険料を納付していたことは確認できるものの、申立人は、当該

期間は厚生年金保険に加入している期間であることから、当該期間の保険料

 
 



                                      
               

  

が還付されていることについて不自然さは見られない。 

また、申立人の還付リストには、還付対象期間、還付金額、還付決定日に

ついて明確に記録されており、この記録内容に不合理な点は無く、ほかに申

立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 45年 9月から 46年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5596                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年１月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

                   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月から同年 10月まで 

    私は、平成４年１月に勤務していた会社を退職した後、役所から国民年金

の加入勧奨を受け、国民年金の加入手続を行い、同年１月から同年３月まで

の保険料を金融機関で納付した。申立期間については、平成７年１月に勤務

していた会社を退職後に、保険料の納付書が届き、金融機関で納付したと記

憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成４年１月以降、60 歳に至るまで、申立期間を除き国民年金

加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人が当時居住していた区の国民年金課作成の資料によると、当時、

区において、保険料の納付勧奨を積極的、かつ、きめ細かく行っていたことが

確認できるとともに、申立人は、当時勤務していた会社を退職する際に加入し

ていた健康保険組合から発行してもらった資格喪失証明書を持参して、区役所

で国民健康保険の手続を行ったことは明確に記憶していると説明しているこ

と及び国民健康保険と国民年金の窓口は、区役所内に隣接して所在していたこ

とが確認できることなどから、申立人は、当時、国民年金に係る手続も同時に

行ったものと推認でき、申立人に申立期間の保険料の納付書が届いていたもの

と認められる。 

さらに、申立期間は 10 か月と短期間であり、申立人は、国民年金に加入し

た経緯、加入状況、加入当時の保険料の納付に至った状況及び申立期間当時の

保険料の納付場所、納付金額等について具体的に説明しているなど、申立内容

に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5597                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年８月から 42年１月までの期間及び 48年４月から 51年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

                   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年８月から 42年１月まで 

② 昭和 48年４月から 51年９月まで 

    私は、申立期間①の国民年金保険料については、結婚後に、義母が国民年

金の加入手続をしてくれたので、自宅に来た集金人に納付していた。また、

申立期間②については、他県の市へ転居する前に、当時居住していた市で国

民年金の加入手続を行い、転居先の市で、昭和 47年度の保険料を納付書で

一括納付し、その後も納付書で納付してきた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以降、60 歳に至るまで国民年金保険料をすべて納付し

ており、昭和 56年４月以降は付加保険料を含めて納付し、昭和 63年４月以降

は、基本的に保険料を前納している。 

また、申立期間①については６か月と短期間であり、申立人が説明する保険

料の納付方法、納付金額等は、当時の国民年金制度の納付方法等と一致してい

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

さらに、申立期間②については、当該期間前後の保険料は納付済みであり、

申立人が所持する国民年金手帳によると、転居先の市において、当該期間直前

の昭和 47 年度の保険料を納付書により現年度納付したことを示す市独自の検

認印が押印されていることが確認できることから、申立人は、転居した際に国

民年金に関する諸手続を適切に行っており、申立人に当該申立期間の保険料の

納付書が送付されていたと考えられることから、当該申立期間の保険料は現年

度納付することが可能であったと認められるなど、申立内容に不自然さは見ら



                                      
               

  

れない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5598 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 43年４月から 46年３月まで 

私は、勤務していた会社を退職後、区役所で国民年金の加入手続を行い、そ

のころ、さかのぼって国民年金保険料をまとめて納付したと記憶している。私

が国民年金に加入してからは、私が夫婦二人の保険料を一緒に納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 46 年１月から同年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号は47年11月ごろに払い出されており、また、

申立人が所持する、一緒に保険料を納付していたとする申立人の夫の保険料

の領収証書によると、申立人の手帳記号番号が払い出された後の 48 年１月

から同年３月までの保険料について、同年１月に納付していることが確認で

き、その時点で、当該申立期間は保険料を過年度納付することが可能な期間

であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

２ しかしながら、申立期間のうち昭和 43 年４月から 45年 12月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、さかのぼって保険料を納付し

た期間、納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、上記の手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間の大部分

は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                                      
               

  

昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5599 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年３月まで 

私は、義母から勧められ、区役所出張所で、国民年金の加入手続を行い、

義母と一緒に金融機関で国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60 歳に至るまで国民年金保険料をおおむね納

付している。 

また、申立期間前後の保険料は、現年度納付で納付済みであることが確認で

きることなどを踏まえると、申立期間の保険料が未納となっていることは不自

然である。 

さらに、申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、国民年金に加入に至

った経緯、加入場所及び保険料の納付場所、納付金額等について具体的に記憶

しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5600 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年２月及び同年３月、43 年４月から 44 年３月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年２月及び同年３月 

② 昭和 43年４月から 44年３月まで 

    私の国民年金は、父が加入手続を行い、兄及び次姉の国民年金保険料と一

緒に納付してくれていたと記憶している。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付している。 

２ 申立期間①は２か月と短期間であり、当該期間直後の保険料は納付済みで

ある。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 42 年２月ごろに払い

出されており、加入手続を行いながら保険料を納付しなかったとは考え難い。

さらに、申立人の父親が、申立人の保険料と一緒に納付していたとする申立

人の兄及び次姉の国民年金手帳の記号番号は 42 年４月ごろに兄妹連番で払

い出され、同月からの保険料を納付していることが確認できることを踏まえ

ると、当該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

３ 申立期間②は 12 か月と比較的短期間であり、当該期間前後の保険料は納

付済みである。また、申立人の父親が保険料を一緒に納付していたとする兄

及び次姉は、当該期間の保険料は納付済みであることが確認できるなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

４ その他の事情を含めて、総合的に判断すると、申立人は、昭和 42 年２月

及び同年３月、43年４月から 44年３月までの期間の国民年金保険料を納付

していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5601                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年１月から 62年３月までの国民年金保険料については、付

加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から 62年３月まで 

私は、母から勧められて、昭和 47 年４月ごろ、市役所で夫婦二人の国民

年金の加入手続を行い、付加保険料の納付も申し込んだ。加入して以降、私

が、付加保険料を含めた夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立

期間の付加保険料を含めた国民年金保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する夫婦の昭和 47 年４月１日発行の国民年金手帳によると、

夫婦共に、同月 20 日に付加保険料の納付申出をしていることが確認できると

ともに、申立人は、国民年金加入以降、60 歳に至るまで、申立期間を除き、

国民年金保険料をすべて納付しており、付加保険料もおおむね納付している。 

また、申立人が一緒に保険料を納付していたとする夫は、申立期間のうち

59年１月から同年 12月及び 60年４月から 61年３月までの保険料は、付加保

険料を含めて納付済みであることが確認できるとともに、申立人が所持する夫

婦の領収証書によると、夫婦同一日に付加保険料を含めて納付していることが

確認できる上、申立期間及びその前後の期間を通じて、夫の職業に変更はなく、

申立人の生活状況等に特段の変化は認められないことなどを踏まえると、申立

期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を、付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43年７月から 45年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 45年３月まで 

    父は、私の国民年金の加入手続をし、申立期間の国民年金保険料を納付し

てくれていたはずである。当時同居していた父母、私と一緒に父の仕事を

手伝っていた次兄及び二人の姉は、申立期間の保険料が納付済みである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 43年７月から 45年３月までの期間については、申立

人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付してい

ること、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 45年８月時点では、

当該期間の保険料を過年度納付することが可能であること、申立人の保険料を

納付していたとする父親及び母親は、申立期間を含め保険料をすべて納付済み

であること、当時申立人と同居し、一緒に父親の仕事を手伝っていて父親が保

険料を納付していたとする次兄の申立期間の保険料及び次姉の申立期間のう

ち婚姻するまでの期間の保険料は納付済みであること、また、次姉の手帳記号

番号は 38年 12月に払い出され、資格取得した 37年９月までさかのぼって保

険料が過年度納付されていることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 42年１月から 43年６月までの期間に

ついては、申立人の父親が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は加入手続及び保険料の納付に関

与しておらず、加入手続及び保険料を納付していたとする父親から聴取するこ

とができないため当時の状況が不明確であり、上記の申立人の手帳記号番号が

払い出された時点は第１回特例納付実施期間中であるが、申立人は特例納付を



                                      
               

  

しなくても、60 歳到達時まで保険料を納付すれば年金の受給資格期間を満た

すことができること、当該特例納付実施期間中に手帳記号番号が払い出されて

いる弟の保険料はさかのぼって納付されていないことなど、申立人の父親が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和43年７月から45年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5606 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年７月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年７月から 40年３月まで 

母又は３番目の姉が私の国民年金の加入手続をし、学生の期間の国民年金

保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

しており、申立期間は９か月と短期間である。また、申立人が所持する国民年

金手帳に押されている検認印から、申立期間直後の昭和 40 年度の保険料は昭

和 41年３月 31日に現年度納付されていることが確認でき、この時点で申立期

間の保険料を過年度納付することが可能である上、申立人の保険料を納付して

いたとする３番目の姉は、国民年金制度開始当初から国民年金に加入し、国民

年金加入期間の保険料をすべて納付しているなど申立内容に不自然さは見ら

れない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5607 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年 10 月から 47 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から 47年３月まで 

私の国民年金保険料は、父が家族全員の保険料と一緒に町内の班長に納め

ていたので、申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 43 年 10 月から 47 年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号が 40年３月に払い出されており、当該払出簿

には、申立人が実家の所在する町に転居したことが 43 年 11 月に確認された

旨の記載があること、申立人の保険料を納付していたとする父親及び母親は、

国民年金制度発足当初から当該期間を含め、60 歳に達するまで保険料をすべ

て納付していること、申立人の父親が保険料を納付していたとする申立人の

妻は、当該期間のうち、結婚後の期間の自身の保険料が納付済みであること、

当該期間当時から申立人の実家の近隣に居住していた主婦は、当時、当該地

区では、町内の代表者が各戸から被保険者に該当する人数分の保険料を集金

していたことを具体的に証言していることなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 40年１月から 43年９月までの期間に

ついては、申立人の父親が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、実家に転居する前に居住して

いた市で保険料を納付した記憶はないと説明している上、父親からは当時の納

付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるなど、申

立人の父親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 



                                      
               

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 43 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48年４月から 49年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 49年３月まで 

    私は、会社を退職後、社会保険事務所で厚生年金保険から国民年金への切

替手続をしたことを記憶している。納付すべき国民年金保険料を未納のまま

にすることは考えられない。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 48年４月から 49年３月までの期間については、申立

人は、当該期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、申立人の国民年

金の加入手続が行われた 50 年５月時点において、当該期間の保険料を過年度

納付することが可能であり、当該期間直後の 49年４月から 50年３月までの期

間の保険料はさかのぼって納付していることが確認できるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 47年 10月から 48年３月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が加入手続を行った 50 年５月の時

点では、特例納付による場合を除き、当該期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間であり、申立人は当該期間の保険料を特例納付したことに

ついての記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和48年４月から49年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年 12 月及び２年１月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 12月及び２年１月 

私は、平成元年 12 月に会社を退職後、区役所へ行き、厚生年金保険から

国民年金への切替手続を行った。１、２か月後に納付書が送られてきて国民

年金保険料を納付したはずである。申立期間が国民年金に未加入で保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月と短期間であり、申立人は、20 歳の学生であった昭和 61

年５月に国民年金に任意加入し、62 年４月に厚生年金保険に加入するまでの

期間の国民年金保険料を納付している。また、申立人は、厚生年金保険の被保

険者資格を平成 20 年４月に喪失した際に、同月の厚生年金保険から国民年金

への切替手続及び翌月の国民年金から厚生年金保険への切替手続を適切に行

っており、国民年金の加入期間は１か月であったものの、当該期間の保険料を

納付していることが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5616                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55年４月から 57年３月までの国民年金保険料については、国

民年金保険料を免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 57年３月まで 

私は、事業に失敗したので私の妻が昭和 55 年ごろに申立期間を含め３年

間について免除申請の手続をした。申立期間が免除ではなく未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の免除申請の手続を行った申立人の妻は、免除申請の手続を行った時

期､場所及び申請免除の期間等の記憶が具体的であり、申立人の娘も免除申請

の手続を行った時期に関して申立人の妻と同様の証言をしている上、申立期間

当時の申請免除の制度と合致している。また、免除申請の手続を行ったとする

昭和 55 年３月ごろ申立人は、事業に失敗し収入がほとんど無く、生活が困窮

していたことが推認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認められる。 

 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5617                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から 60年３月までの期間、62年８月及び同年９月の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： ① 昭和 59年４月から 60年３月まで 

              ② 昭和 62年８月及び同年９月 

私の申立期間①の国民年金保険料は、妻が昭和 60年頃、テレビで国民年金

の番組を見て将来が不安になり、区役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続

を行い、その際納付することが可能な限りの保険料をさかのぼって納付した。

申立期間②の保険料は、妻が毎月夫婦二人分の保険料を納付していた。申立

期間の保険料が、未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、12 か月と短期間である上、国民年金手帳記号番号

が払い出された昭和 61 年１月時点では、申立期間は保険料を過年度納付する

ことが可能な期間であり、申立期間の直前の期間の保険料は過年度納付され、

直後の期間の保険料も納付済みである。また、国民年金の加入手続の契機、時

期、さかのぼって納付した期間等の保険料を納付したとする申立人の妻の記憶

は具体的である上、納付したとする金額は、申立期間の保険料額とおおむね一

致している。さらに、申立人の妻は、申立期間の保険料の一部が納付済みとな

っているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、２か月と短期間である上、前後の期間は納付済みで

あり、申立人の保険料を納付していたとする申立人の妻の申立期間の保険料は

納付済みとなっているなど、申立人の申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5618               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 女 

     基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から同年６月まで 

私の国民年金保険料は、昭和 60 年頃、テレビで国民年金の番組を見て将

来が不安になり、区役所で夫と二人分の国民年金の加入手続を行い、その際

納付することが可能な限りの保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保

険料が、未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 59 年１月から申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付

しており、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は３か月と短期間である上、国民年金手帳記号番号が払い出

された昭和 61 年１月時点では、申立期間は過年度納付することが可能な期間

であり、申立期間の前後の期間は過年度納付されている。さらに、国民年金の

加入手続の契機、時期、さかのぼって納付した期間等の申立人の記憶は具体的

である上、納付したとする金額は、申立期間の保険料額とおおむね一致してい

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5619                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年４月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 49年３月まで 

    私は、昭和 49 年６月頃、勤めていた寿司店に来た市役所の職員に、国民

年金に加入するよう勧められて、市役所へ行き加入手続を行った。その際、

職員から保険料を２年間さかのぼって納付できると言われたので、納付する

ことが可能な限りの保険料をさかのぼって近くの金融機関で納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の国民年金保険料をおおむね納付しており、納付意識

は高かったものと考えられる上、厚生年金保険から国民年金への切替手続を適

切に行っている。 

また、申立期間は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 49

年６月時点では、過年度納付が可能な期間であり、申立期間直後の期間の保険

料は納付済みである。 

さらに、申立期間の保険料をさかのぼって納付したこと、納付した期間、納

付方法、納付場所等についての申立人の記憶は具体的である上、申立人が納付

したとする金額は、申立期間の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5620 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続後は、送付されてきた納付書で、国民年金保険

料を必ず納付してきた。 

申立期間の保険料も転居後に金融機関で納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51年 11月に国民年金に加入後は、申立期間を除き国民年金

保険料をすべて納付しており、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は３か月と短期間であり、国民年金の種別変更の手続は適切

になされている上、申立期間の前後の保険料は納付済みとなっている。さらに、

申立人の、保険料の納付方法、納付場所等の記憶は具体的である上、納付した

とする金額は申立期間の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5621 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 42年３月まで 

私の申立期間の国民年金保険料は、母が国民年金への加入手続を行い、そ

の時に母が納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入後は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 42 年６月時点で

は、申立期間は過年度納付が可能な期間であり、申立期間直後の期間の保険料

は納付済みである。さらに、申立人及び申立人の保険料を納付したとする母親

の、保険料をさかのぼって納付した契機やその時期、納付した期間、納付場所

及び納付方法などの記憶は具体的である上、納付したとする金額は申立期間の

保険料額とおおむね一致していることや、申立期間当時同居していた母親も申

立期間の保険料は納付済みとなっていることなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5624 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年 10 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年９月から 60年６月まで 

             ② 昭和 60年 10月 

    私は、雇用主に勧められ、国民年金に加入し、納付書により国民年金保険

料を区役所や郵便局で納付してきた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、申立人は、当該期間の前後の国民年金保険料を納付

しており、当該期間は１か月と短期間である。また、当該期間の前後の保険料

を過年度納付した昭和62年10月及び同年12月時点では、当該期間の保険料を過

年度納付することが可能である上、納付書により保険料を納付したとする方法

は、当時の過年度納付の方法と合致しており、保険料を納付したとする郵便局

は、当時保険料の収納を取り扱っていたことが確認できるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険

料の納付時期、納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である上、当該期間直後の保険料を過年

度納付した昭和62年10月時点では、当該期間は時効により保険料を納付できな

い期間である。また、当該期間中の59年５月に作成された申立人の年度別納付

状況リストには、不在処理されたと記録されており、当時申立人に対して納付

書は送達されていなかったと考えられるなど、申立人が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和60年10月の国民年金保険料については、納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5625 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成２年１月から同年 12 月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成 12年４月まで 

私の妻は、申立期間の大部分の期間は、納付書が届いてもすぐに納付する

ことができず、督促を受けて１年分とか、２年分とかの国民年金保険料をま

とめて納付していたことを憶えている。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成２年１月から同年 12 月までの期間については、申立

人が所持する平成２年分の確定申告書に記載されている国民年金保険料の支

払額は当該期間の保険料額と一致しているなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 63年４月から平成元年 12月までの期

間及び３年１月から 12 年４月までの期間については、申立人の妻が申立人の

当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、保険料を納付していたとする申立人の妻及び申立人は保険料の納付額

の記憶が曖昧
あいまい

である上、当該期間の大部分の保険料を過年度納付したとする区

役所は、当時過年度保険料の収納を取り扱っていないなど、申立人の妻が申立

人の当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成２年１月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5626 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 37年４月から 38年３月までの期間及び 40

年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

             ② 昭和 40年１月から同年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を市の集金人に納付していた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和37年４月から38年３月までの期間及び申立期間②につ

いては、申立人は、当該期間の間の38年４月から39年12月までの国民年金保険

料を３か月毎に現年度納付している上、当該期間直後の保険料を納付している。

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が当該期間当初の37年９月に払い出さ

れており、当該期間の保険料を現年度納付することが可能である。さらに、申

立人の被保険者名簿により、申立人の国民年金手帳が同月に発行されているこ

とが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和36年４月から37年３月までの期間につい

ては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、また、市の集金人に保険料を納付したとする方法は、

申立人が当時居住していた市の納付方法と相違している上、申立人は、過年度

納付した記憶もないと説明しているなど、申立人が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和37年４月から38年３月までの期間及び40年１月から同年３月までの期間の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5630 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57年 10月から 58年 12月までの期間及び

59 年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 10月から 58年 12月まで 

             ② 昭和 59年７月から同年９月まで 

             ③ 平成元年５月 

             ④ 平成元年８月 

             ⑤ 平成２年３月及び同年４月 

             ⑥ 平成２年８月 

             ⑦ 平成２年 10月 

    私達夫婦は、Ａ局長だった妻の父から国民年金保険料は必ず納付するよう

にと厳しく言われ、私が夫婦二人分の保険料を納付していた。信用金庫の

職員に保険料を納付していた後は、口座振替で納付していたはずである。

昭和 57年から平成の初めまでは景気も良く、保険料の納付には何の問題も

なかったため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和36年４月の国民年金発足以降、当該

期間の直前までの期間の国民年金保険料は納付済みであり、申立人は、信用金

庫職員に納付書と現金を渡して納付を依頼していたことを具体的に記憶して

いること、申立期間②については、当該期間は３か月と短期間である上、前後

の期間の国民年金保険料を過年度納付していることが確認できることなど、こ

れらの期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間③、④、⑤、⑥及び⑦については、申立人が当該期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、申立人の普通預金元帳により、残高不足のために保険料が引き落とされて



                                      
               

  

いなかったことが確認できる上、申立人は口座振替不能の通知を受けて納付書

で保険料を納付した記憶はないと説明しているなど、申立人が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和57年10月から58年12月までの期間及び59年７月から同年９月までの期間の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5631 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57年 10月から 58年 12月までの期間及び

59 年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 10月から 58年 12月まで 

             ② 昭和 59年７月から同年９月まで 

             ③ 平成元年５月 

             ④ 平成元年８月 

             ⑤ 平成元年 10月 

             ⑥ 平成２年３月及び同年４月 

             ⑦ 平成２年８月 

             ⑧ 平成２年 10月 

             ⑨ 平成３年１月 

             ⑩ 平成４年２月 

    私達夫婦は、Ａ局長だった父から国民年金保険料は必ず納付するようにと

厳しく言われ、夫が夫婦二人分の保険料を納付していた。信用金庫の職員に

保険料を納付していた後は、口座振替で納付していたはずである。昭和 57

年から平成の初めまでは景気も良く、保険料の納付には何の問題もなかった

ため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、20歳となった昭和38年＊月以降、当該期

間の直前までの期間の国民年金保険料は納付済みであり、申立人の夫は、信用

金庫職員に納付書と現金を渡して納付を依頼していたことを具体的に記憶し

ていること、申立期間②については、当該期間は３か月と短期間である上、前

後の期間の国民年金保険料を過年度納付していることが確認できることなど、

これらの期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 



                                      
               

  

   しかしながら、申立期間③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨及び⑩については、申

立人の夫が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の夫の普通預金元帳により、残高不足のために保

険料が引き落とされていなかったことが確認できる上、申立人の夫は口座振替

不能の通知を受けて納付書で保険料を納付した記憶はないと説明しているな

ど、申立人の夫が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和57年10月から58年12月までの期間及び59年７月から同年９月までの期間の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5632 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年５月から 53年３月までの期間及び 54年４月から 55年３

月までの期間の国民年金保険料については、付加保険料も含めて納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年５月から 53年３月まで 

             ② 昭和 54年４月から 55年３月まで 

    私は、申立期間①については、昭和 52 年５月に転入した区では国民年金

の住所変更手続及び国民年金保険料の納付をしなかったため、53 年２月に

他の区に転居した際に住所変更手続をするとともに、当該期間の保険料を付

加保険料を含めて納付した。 

申立期間②については、当該期間途中の昭和 54年 11月に再転居している

が、転居前後のいずれの区においても、区職員の集金により付加保険料も含

めて保険料を納付していたはずである。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き国民年金保険料をす

べて納付しており、申立期間は11か月及び12か月とそれぞれ短期間である上、

前後の期間の保険料は付加保険料を含めて納付している。また、申立期間①に

ついては、昭和 53 年２月に転居した際に未納となっていた当該期間の保険料

をまとめて納付したとする金額は、当該期間の保険料を納付した場合の保険料

額とおおむね一致すること、申立期間②については、当該期間中の 54 年８月

に 53年７月から同年 12月までの保険料を過年度納付していることが、申立人

の特殊台帳から確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を、付加保険料も含めて納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5633 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和60年４月から61年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和60年４月から61年３月まで 

私は、国民年金と厚生年金保険は違うので、国民年金保険料を納付すると、

それだけ年金が多く受給できると思っていた。申立期間とその直前の半年分

の保険料については、昭和61年12月に11万円を引き出し、納付したはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をおおむね納

付しており、申立期間は12か月と短期間である上、昭和36年４月から59年９月

までの保険料はおおむね納期限内に納付している。また、申立人が所持する預

金通帳では、61年12月23日に11万円が引き出されていることが確認でき、当該

引出額は申立期間直前の半年分及び申立期間の保険料の合計額とおおむね一

致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5634 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和36年４月から40年11月までの国民年金定額

保険料及び49年12月の付加保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和36年４月から49年９月まで 

             ② 昭和49年12月 

    私は、昭和49年に国民年金に加入し、納付済み期間が25年になるように数

万円の国民年金保険料をさかのぼって区役所で納付した。また、加入してか

らは、付加保険料を併せて納付していた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和36年４月から40年11月までの期間については、申立

人は、国民年金に加入以降、国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の

国民年金手帳の記号番号が払い出された49年10月は第２回特例納付実施期間

である上、加入時点では当該期間は強制加入期間として管理されていたことが

手帳記号番号払出簿及び申立人の所持する国民年金手帳から確認できる。また、

申立人は、加入手続時に区役所職員から年金受給資格期間を満たすために、さ

かのぼって保険料を納めるよう促されたこと、１か月でも納付しないと受給資

格を得られないと言われ、特例納付後の期間の保険料については、口座振替の

手続をしたことを具体的に説明しているなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

さらに、申立期間②については、申立人は、昭和49年10月分の付加保険料を

納付していることから、同年同月に付加保険料納付の申出を行ったと考えられ

る上、その後は当該期間を除き付加保険料をすべて納付しているなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和40年12月から49年９月までの期間に

 



                                      
               

  

ついては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、さかのぼって一括納付した保険料は、

受給資格期間を満たすために納付したと説明しているなど、申立人が、当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和36年４月から40年11月までの国民年金保険料及び49年12月の付加保険料を

納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5635 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和37年２月から同年12月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和37年２月から同年12月まで 

私は、国民年金に加入後、昭和38年ごろからは病気で国民年金保険料を納

付することができなくなったが、37年までは区の集金人に納付していた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の直前の期間の国民年金保険料を納付しており、申立期

間は11か月と短期間である。また、申立人は、区の集金人に保険料を納付して

いたと説明しており、申立期間の大半は当時の当該区における保険料徴収方法

と合致すること、さらに、申立期間直後の保険料を納付することができなくな

った時期について、申立人は、姉夫婦の店で同居していて、姉の子が１歳の寒

い季節に体調を崩し、病気療養をすることになったため、保険料を納付するこ

とができなくなったと具体的に説明しているなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5636 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36年５月から 37年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年５月から 37年３月まで 

             ② 昭和 48年 11月 

             ③ 昭和 56年６月 

私が20歳になった時、母が私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料

を納付してくれていた。結婚後は、自分自身で途切れなく保険料を納付して

きた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は当該期間当時、母親から申立人の国民年金

保険料を納付していると言われたことを具体的に記憶しており、申立人及び申

立人の兄の保険料を納付していたとする母親は、当該期間を含め国民年金制度

発足当初から保険料をすべて納付済みである上、当時同居していた兄も、制度

発足当初から保険料をすべて納付済みである。また、申立人の国民年金手帳の

記号番号が払い出された昭和 37 年８月時点では、当該期間は保険料を過年度

納付することが可能な期間であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②及び③については、申立人が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間

②は、平成 13年４月に資格取得日が昭和 48年 12月１日から同年 11月 30日

に記録訂正されたことにより、また、申立期間③は、平成 13 年４月に資格取

得日が昭和 56年７月１日から同年６月 30日に記録訂正されたことにより、そ

れぞれ未加入期間から未納期間に訂正された期間であり、当該記録訂正時点で

は、当該期間の保険料は時効により納付することができない期間であるなど、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見



                                      
               

  

当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和36年５月から37年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から同年６月まで 

           ② 昭和 49年１月から 52年３月まで 

③ 昭和 57年１月から同年３月まで 

私は、結婚後の昭和 42 年に夫と一緒に国民年金への加入手続を行い、二

人分の国民年金保険料を納付してきた。申立期間は、夫の保険料が納付済み

となっているのに、私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金に加入後、申立期間を除き国民年金保険料をおおむね納

付している。申立期間③については、３か月と短期間であり、一緒に保険料を

納付していたとする夫の保険料は納付済みとなっている上、当該期間前後の保

険料は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人は当時の保険料の納付方法で

ある印紙検認についての記憶が無い上、申立人の国民年金手帳の記号番号が払

い出された昭和 52 年９月時点では、当該期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間である。また、申立期間②については、手帳記号番号が払

い出された時点で、当該期間の一部は時効により過年度納付できない期間であ

る。さらに、申立期間①及び②については、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無いなど、申立人が

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 57 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間、37

年 12月から 38年３月までの期間、平成９年１月及び同年２月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

           ② 昭和 37年 12月から 38年３月まで 

③ 昭和 47年１月から同年 12月まで 

④ 平成９年１月及び同年２月 

私の国民年金保険料は、母親が加入手続をして、同居の兄姉、結婚後は元

妻の分も一緒に集金人や金融機関に納付していたはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き保険料をすべて納付している。また、申立期間①

については、申立人は、母親が申立人及び同居の兄姉の国民年金の加入手続及

び保険料の納付を行ったとしており、申立人の昭和 36 年２月に１度目に払い

出された国民年金手帳の記号番号と連番で払い出されている兄姉は当該期間

の保険料は納付済みとなっている。申立期間②については、昭和 37 年度は元

妻の納付時期が特定できないものの、８か月の納付記録があり、昭和 37 年８

月に元妻の手帳記号番号が払い出されていることを考えると元妻が加入時の

37 年８月から保険料を納付していたと推認でき、申立人の２度目の手帳記号

番号は元妻と連番で払い出されていることから元妻の分と一緒に申立人の当

該期間の保険料も母親が納付していたと推認できる。申立期間④については、

申立人は当該期間に母親が保険料を金融機関に納付しに行っていたことを記

憶している上、当該期間は２か月と短期間であり、前後の期間の保険料は現年

度納付で納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 



                                      
               

  

しかしながら、申立期間③については、申立人の母親が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料を

納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明確である上、一緒に保険料を納付してもらっていたとす

る元妻の保険料も未納となっているなど、申立人の母親が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 36年４月から 37年３月までの期間、37年 12月から 38年３月までの期間、

平成９年１月及び同年２月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年４月から 41年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 41年６月まで 

  私は、昭和 41 年７月に納付していなかった国民年金保険料をまとめて納

付し、領収書も所持している。申立期間が未加入で保険料を納付した記録が

無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 36 年４月に国民年金に加入後、申立期間を除き国民年金保

険料をおおむね納付している。また、申立人は、国民年金に任意で再加入した

41 年７月に申立期間を含む 39 年４月から 42 年３月までの保険料を納付して

おり、その際の領収証書を所持している上、領収証書に記載されている金額は

当時の保険料額と一致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   さらに、社会保険庁は、申立期間は保険料を納付できない期間の納付である

として、納付済み保険料を、申立人が国民年金に再加入した昭和 41 年７月か

ら 42 年６月までを前納で納付したこととし、残りの金額を 42 年７月から 43

年３月までに充当し、残額を還付したとしているが、「還付整理簿」及び「還

付・充当・死亡一時金等リスト」に申立人に係る記録が無い上、前納及び充当

処理を行ったはずの42年４月から43年３月までの保険料が印紙検認により収

受されていることが、申立人の所持している国民年金手帳により確認できるな

ど、申立人に係る当時の年金記録が適切に管理されていなかったと推認される。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5644 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年 1月から同年３月までの期間、47年７月から同年９月ま

での期間及び 49 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月から同年３月まで 

           ② 昭和 47年７月から同年９月まで 

         ③ 昭和 49年 1月から同年３月まで 

私の申立期間の国民年金保険料は、妻が、私の分と一緒に納付したはずで

あり、申立期間のうち申立期間①及び②の妻の保険料は納付済みとなってい

るのに、私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金に加入以降、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間の前後の保険料は現年度納付で納付済みとなっているこ

とが申立人に係る特殊台張から確認することができる。 

また、申立期間はいずれも３か月と短期間であり、申立人の保険料を納付し

ていたとする妻も、申立期間①及び②の保険料は納付済みとなっているなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 51年３月まで 

私達夫婦は、昭和 54年及び 55年に、市役所の勧奨により、未納だった国

民年金保険料をすべてさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人夫婦が申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を特例納付したとす

る昭和 54年及び 55年は第３回特例納付が実施されていた期間であり、申立人

は特例納付の案内が市役所から送られてきたことなど特例納付を行った状況

を明確に記憶している上、さかのぼって納付したとする保険料額は申立人夫婦

が国民年金に加入する前の未納の保険料をすべて特例納付した金額及び加入

時に過年度納付で納付した金額の合計とおおむね一致している。また、申立人

は国民年金に加入以降の保険料をすべて納付している上、特例納付をしたとす

る時期は経営していた店舗の経営状況も良好であったとしており、申立内容に

不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 51年３月まで 

私達夫婦は、昭和 54年及び 55年に、市役所の勧奨により、未納だった国

民年金保険料をすべてさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人夫婦が申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を特例納付したとす

る昭和 54年及び 55年は第３回特例納付が実施されていた期間であり、申立人

は特例納付の案内が市役所から送られてきたことなど特例納付を行った状況

を明確に記憶している上、さかのぼって納付したとする保険料額は申立人夫婦

が国民年金に加入する前の未納の保険料をすべて特例納付した金額及び加入

時に過年度納付で納付した金額の合計とおおむね一致している。また、申立人

は国民年金に加入以降の保険料をすべて納付している上、特例納付をしたとす

る時期は経営していた店舗の経営状況も良好であったとしており、申立内容に

不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年４月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 45年３月まで 

私は、昭和 47 年ごろに未納の国民年金保険料を特例納付により一括して

納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 42 年９月に国民年金に加入以降、申立期間を除き国民年金

保険料をすべて納付している。また、申立人が特例納付したとする 47 年ごろ

は第１回特例納付が実施されていた時期である上、申立人に係る年度別納付リ

ストには、時期は不明であるものの、申立人が第１回特例納付により保険料を

納付したことが記録されている。さらに、社会保険庁の記録では申立人の国民

年金加入後の未納期間は申立期間のみであるとともに、申立人に係る特殊台帳

によると納付済みとされている期間の保険料は、すべて現年度納付で納付され

ていることが確認できることを踏まえると、申立人は第１回特例納付で申立期

間の保険料を納付していたと推認できるなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5650                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。

また、申立人の 57年 10月から 58年３月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年１月から同年９月まで 

             ② 昭和 57年 10月から 58年３月まで 

私は、昭和 51年４月から居住していた区で、それまで納付していなかっ

た国民年金保険料をさかのぼって納付した。また、57 年ごろには、付加保

険料を含めて保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

しており、申立期間の前後の保険料は納付済みとなっている上、申立期間はそ

れぞれ９か月、６か月と短期間である。 

また、申立期間①については、申立人が区に転入した時点では、過年度納付

が可能な期間であるとともに、納付書により保険料を納付したとする方法は、

当時の過年度保険料の納付方法に合致する上、納付したとする金融機関では、

過年度保険料の収納を取り扱っており、納付したとする保険料の金額は、当時

の保険料月額とおおむね一致している。 

さらに、申立期間②については、納付書により保険料を納付したとする方法

は、申立人が居住していた区の納付方法と合致しており、納付したとする金融

機関では、保険料の収納を取り扱っている上、当該期間の前後の保険料は、付

加保険料を含めて納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 



                                      
               

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 50 年１月から

同年９月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められる。

また、57 年 10 月から 58 年３月までの国民年金保険料については、付加保険

料を含めて納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5652                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年９月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年９月から 48年３月まで 

私たち夫婦は、昭和 49年２月に、区の職員に勧められて国民年金に加入

し、それまで納付していなかった夫婦二人分の国民年金保険料を特例納付等

によりまとめて納付した。私だけ申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48年４月から 60歳になるまで国民年金保険料をすべて納付

している上、保険料を納付したとする 49 年２月には第２回特例納付が実施さ

れており、申立期間は強制加入期間である。また、納付したとする金額は、申

立期間及び納付済みとされている36年４月から48年３月までの申立人の夫の

保険料を、第２回特例納付及び過年度納付により納付した場合の金額におおむ

ね一致する。さらに、申立人の夫は、申立人と連番で国民年金手帳の記号番号

が払い出されており、申立期間の保険料が第２回特例納付等により納付済みと

なっていることが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年９月から 44年３月まで 

             ② 昭和 45年７月から同年９月まで 

私が昭和42年９月に就職した会社は、国民年金の加入手続を行い、47年10

月に同社を退職するまで国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由     

申立期間②については、申立人は、当該期間を除き、昭和44年４月から60

歳になるまで国民年金保険料をすべて納付しており、当該期間の前後は納付済

みとなっている。また、当該期間は３か月と短期間であるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が勤務していた会社が申立人

の当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、また、申立人及び申立人が勤務していた会社の当時の経

営者は、加入手続の時期及び保険料の納付方法、納付場所、納付額等の納付状

況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の国民年金手帳の記号番号は、当該期

間後の昭和44年６月に払い出されているなど、申立人が勤務していた会社が申

立人の当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和45年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5654               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年１月から同年３月まで 

私は、昭和 52年４月ごろ国民年金の加入手続をし、60歳になるまで国民

年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52年４月から 60歳になるまで、申立期間を除き国民年金保

険料をすべて納付しているとともに、申立期間の前後は納付済みである。また、

申立期間は３か月と短期間であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年２月及び同年３月 

私は、厚生年金保険適用事業所を退職した昭和 59 年に区役所で厚生年金

保険から国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料を金融機関で納付し

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

しており、申立期間後の第３号被保険者から第１号被保険者への切替手続を適

切に行っている上、申立期間は２か月と短期間である。また、申立人の国民年

金手帳の記号番号は最初に就職した会社を退職した後の昭和 57 年１月に払い

出されており、その当時の厚生年金保険から国民年金への切替の際には、遺漏

なく国民年金保険料を納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5663 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55年５月及び同年６月、56年１月から同年３月までの期間の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女  

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 22年生 

    住    所 :  

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年５月及び同年６月 

             ② 昭和 56年１月から同年３月まで      

    私は、昭和 46 年に結婚後、国民年金の加入手続をし、夫婦二人分の国民

年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年４月以降、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年

金保険料をすべて納付しており、申立期間は２か月及び３か月といずれも短

期間である。また、申立人が自身の保険料と一緒に納付していたとする申立

人の夫は、43年３月以降 60歳到達時まで保険料をすべて納付している上、申

立人の所持する領収書から、申立人及びその夫は、納付日の確認できる 46年

４月から 52年３月までの期間の保険料をすべて同一日に納付していることが

確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5664                   

 
第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 
 
第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 
氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 
２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 

私の妻は、私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間当時の手

続は一緒に区役所に行き、年金額の計算等の相談をし、納付書が送付され、

妻が納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 
第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 38 年４月以降、申立期間及び法定免除期間を除き国民年金

加入期間の国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間は１か月と短期間

である。また、申立期間直後の 49年４月の納付記録は、平成 21年５月に未加

入期間から納付済みに訂正されているなど、申立人に係る記録管理が適切に行

われていなかった状況が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5665 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51年１月から 52年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年９月から 44年３月まで 

             ② 昭和 47年４月から同年６月まで 

             ③ 昭和 48年４月から 52年３月まで 

    私の国民年金は、母が加入手続をしてくれ、昭和 52 年に転居するまで母

が国民年金保険料を納付してくれていたが、未納期間があることは聞いて

いたので、転居後の市役所で相談したところ、現在の保険料と未納期間の

保険料を同時に納付するように指導され、２年以上の期間は毎月約２倍の

保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③のうち、昭和 51年１月から 52年３月までの期間については、53

年４月に、転居後の市において申立人に新たに国民年金手帳の記号番号が払い

出されており（当該手帳記号番号は従前の手帳記号番号が確認されたため重複

取消が行われている。）、その時点では、当該期間の国民年金保険料を過年度納

付することが可能であったこと、申立人は、当該市において未納期間の保険料

を納付することの申出を行い、現在の保険料と未納期間の保険料を同時に納付

していた期間は２年以上と説明しており、申立人の納付記録が確認できる当該

期間直後の52年４月から53年３月までの保険料はさかのぼって納付したもの

と考えられることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間①、②及び③のうち昭和 48年４月から 50年 12月

までの期間については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、転居後の市において申立人の手帳

 



                                      
               

  

記号番号が払い出された 53 年４月時点では、当該期間は時効により保険料を

納付することができない期間である上、申立人がさかのぼって納付していたと

説明する期間は第３回特例納付実施期間（53年７月から 55年６月）ではあっ

たものの、納付したとする保険料額は特例納付した場合の保険料額と大きく異

なっているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和51年１月から52年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                                      
               

  

東京国民年金 事案 5666 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54年４月から同年８月までの期間及び 55

年２月から 56 年３月までの期間の国民年金保険料については、免除されてい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から同年 10月まで 

             ② 昭和 54年４月から同年８月まで 

             ③ 昭和 55年２月から 56年３月まで 

申立期間①については、私の夫の親は、夫の国民年金の加入手続をし、婚

姻するまで国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間②及び③につい

ては、昭和52年からデザインの仕事を行っていたが、53年ごろは生活が苦し

く、厚生年金保険に加入するまでの期間は免除の申請をし、会社を退職した

後も免除の申請をしたはずである。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、申立人は、申立期間②直前の昭和 53 年 10

月から 54年３月までの期間及び申立期間③直後の 56年４月から 62年３月ま

での期間は国民年金保険料の免除申請をしており、申立人の妻は、当該期間

当時は、申立人の生活は苦しく、保険料を納付することができなかったので

免除申請をしたと具体的に説明していること、また、前年度が申請免除期間

であった場合、年度当初に納付書と一緒に免除申請の案内通知書が送付され

ていたと考えられ、申立人は、昭和 53年度に免除申請を行っていることから、

54年度及び 55年度についても引き続き免除申請の案内通知書を受け取ってい

たと考えられることなど、申立人の妻の主張に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の両親が申立人の当該期間

 



                                      
               

  

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、申立人は、保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとす

る両親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が

不明確である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 52年４月に

払い出されており、国民年金手帳に、資格取得日は厚生年金保険の資格を喪

失した 51 年 11 月と記載されており、当該期間は未加入期間であったことな

ど、当該期間の保険料を申立人の両親が納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 54年４月から同年８月までの期間及び 55年２月から 56年３月までの期間

の国民年金保険料を免除されていたものと認められる。 

 

 

 



 

東京厚生年金 事案 3959                       

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

料の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められるこ

とから、申立人の平成７年６月から８年２月までの標準報酬月額を 24万円に、

同年３月の標準報酬月額を９万 8,000円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 平成７年６月１日から８年４月 24日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、自分

はＡ社営業担当取締役であったが、同社に勤務した期間のうち、平成７年６

月から８年３月までの標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取

消済資格記録）において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額

は、当初、平成７年６月から８年２月までは 24万円、同年３月は、９万 8,000

円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった平成８年４月 24 日と同日付けで、申立人のみの標準報

酬月額の記録が訂正されて引き下げられており、申立人の標準報酬月額が７年

６月から８年２月までの期間は 24 万円から９万 2,000 円に、８年３月は９万

8,000円から９万 2,000円にさかのぼって訂正されていることが確認できるが、

社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録の訂正処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、商業登記簿では取締役であったが、営業担当であるため社

会保険事務の関係業務には従事しておらず、かつ、遡及
そきゅう

訂正日には既に取締役

を退任しており、申立人が当該訂正処理に関与したとは考え難い。 



 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成７年６月から８年２月

までは 24万円に、同年３月は９万 8,000円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3960                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額で

あったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 32 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 平成６年５月 15日から同年 12月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金の加入状況について照会したところ、Ａ社に営

業部の社員として勤務していた期間のうち平成６年５月から同年 11 月まで

の標準報酬月額が、実際の給与より低い金額に訂正されていたことが判明し

たので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取

消済資格記録）において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額

は、当初、平成６年５月から同年 11月までは 32万円と記録されていた。 

   しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった平成６年 12月 31日以降の８年７月５日付けで、申立人

を含む７名の標準報酬月額の記録がさかのぼって引き下げられており、申立人

の場合、標準報酬月額が６年５月から同年 10月までは８万円、同年 11月は９

万 2,000円にそれぞれ引き下げられていたことが確認できる。 

   しかしながら、社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂

正する合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり 32 万円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 3961                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の厚生年金保険被保険者記

録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 40 年４月１日）及び資格取得日

（41年３月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 40年４月から６月

までは３万 6,000円とし、同年７月から 41 年２月までは４万 2,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月１日から 41年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。私は、昭

和 35 年５月１日同社に入社し、47 年５月 28 日まで、会社を辞めたことは

なく、申立期間を含め継続して勤務していたのは確かなので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 35 年５月１日に

厚生年金保険の資格を取得し、40 年４月１日に資格を喪失後、41 年３月１日

に同社において再度資格を取得しており、40年４月１日から 41年３月１日ま

での申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

しかし、事業主及び複数の同僚の照会回答及び証言により、申立人が昭和

35 年５月１日より 47 年５月 28 日まで申立期間を含めＡ社に継続して勤務し

ていたことが認められる。 

また、事業主は、申立人について、申立期間における勤務形態や勤務内容に

変化はなく、申立期間において、申立人の給与から厚生年金保険料を控除した

か否かは分からないとし、当時、Ａ社では社会保険労務士に社会保険に係る処



 

理を依頼していたこともあり、社会保険事務所と健康保険組合に対し、社会保

険庁に記録されているような届出を行っている理由は不明であると供述して

いる。 

さらに、申立期間当時の社会保険関係手続を依頼していたとする社会保険労

務士については、現在は依頼契約関係が無く、所在も分からないため、この者

から、当時の申立人の勤務の実態や厚生年金保険の取扱状況について確認する

ことができない。 

加えて、申立人と同様、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記

載されている従業員 225人について、申立人と同様に加入記録により複数回勤

務となっている者が 12 人いるが、このうち所在不明等から回答の無い７人を

除く５人について、いったん退職し他社に勤務の後戻った者４人及び病気退職

し再度入社した者１人と理由が明確であり、大部分の従業員に継続勤務の記録

が認められる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事務所

の記録から、40年４月から６月まで３万 6,000円とし,社会保険庁の事業所記

録照会回答票（基本記録）の４月定期昇給の記録に伴う７月の月額変更により、

同年７月から 41年２月まで４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについて、事業主は、申立人の申立期間における厚生年金保険料を社会保険

事務所に納付していないとしており、事業主が社会保険事務所の記録どおりの

資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は申立人

に係る昭和40年４月から41年２月までの厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき厚生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 3968～4020 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月７日 

申立期間に支給のあった賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、当

初、Ａ社は当該賞与について社会保険事務所に届出を行っていなかった。同

社は、平成 19 年度決算時に誤りに気付き、その後社会保険事務所に訂正の

届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録

は厚生年金保険の給付の額に反映されないので、給付されるよう記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出のあった賃金台帳により、申立人は、＜標準賞与額＞（別添一

覧表参照）の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳における当該賞与額

に係る厚生年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所

3968 女 昭和44年生 48 万 5,000 円

3969 女 昭和33年生 47 万 8,000 円

3970 男 昭和50年生 4 万 7,000 円

3971 男 昭和28年生 60 万 5,000 円

3972 男 昭和25年生 81 万 5,000 円

3973 男 昭和23年生 74 万 1,000 円

3974 男 昭和32年生 105 万 円

3975 男 昭和27年生 64 万 円

3976 男 昭和45年生 58 万 6,000 円

3977 男 昭和31年生 85 万 5,000 円

3978 男 昭和45年生 49 万 5,000 円

3979 男 昭和32年生 43 万 6,000 円

3980 男 昭和41年生 49 万 5,000 円

3981 女 昭和50年生 23 万 8,000 円

3982 男 昭和43年生 47 万 3,000 円

3983 女 昭和32年生 25 万 3,000 円

3984 男 昭和41年生 49 万 2,000 円

3985 男 昭和43年生 10 万 円

3986 男 昭和25年生 10 万 円

3987 男 昭和46年生 45 万 7,000 円

3988 男 昭和22年生 27 万 3,000 円

3989 男 昭和51年生 30 万 5,000 円

3990 男 昭和27年生 12 万 3,000 円

3991 男 昭和47年生 33 万 6,000 円

3992 男 昭和55年生 28 万 4,000 円

3993 男 昭和55年生 8 万 1,000 円

3994 男 昭和29年生 45 万 円

3995 男 昭和19年生 37 万 6,000 円

3996 男 昭和39年生 59 万 1,000 円

3997 男 昭和27年生 56 万 4,000 円

3998 女 昭和30年生 41 万 円

3999 男 昭和28年生 71 万 8,000 円

4000 男 昭和27年生 35 万 1,000 円

4001 男 昭和24年生 38 万 1,000 円

4002 男 昭和33年生 19 万 6,000 円

4003 男 昭和40年生 42 万 6,000 円

4004 男 昭和41年生 40 万 3,000 円

4005 女 昭和34年生 32 万 3,000 円

4006 女 昭和29年生 22 万 1,000 円

4007 女 昭和27年生 19 万 5,000 円

4008 男 昭和38年生 24 万 1,000 円

4009 男 昭和36年生 14 万 9,000 円

4010 男 昭和26年生 13 万 1,000 円

4011 男 昭和34年生 16 万 9,000 円

4012 男 昭和47年生 14 万 4,000 円

4013 男 昭和51年生 21 万 8,000 円

4014 男 昭和41年生 21 万 円

4015 男 昭和47年生 19 万 4,000 円

4016 男 昭和36年生 22 万 8,000 円

4017 男 昭和55年生 12 万 5,000 円

4018 男 昭和47年生 8 万 2,000 円

4019 男 昭和45年生 32 万 6,000 円

4020 男 昭和49年生 31 万 3,000 円

標準賞与額



東京厚生年金 事案 4021～4034 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞（別

添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 別添一覧表参照 

    申立期間に支給のあった賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、

Ａ社が当該賞与について、社会保険事務所に届出を行っていなかったた

め、保険料は納付されていない状況にある。 

    Ａ社が誤りに気付き、社会保険事務所に当該賞与支払届出を行ったが、

厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録の訂正は行われたも

のの、厚生年金保険の給付に反映されていないので、厚生年金保険が給

付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された一時金（賞与）明細書及び事業主の供述により、＜

申立期間＞（別添一覧表参照）に同社から賞与の支払を受け、申立期間に

ついて＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記一時金（賞与）明細



書における当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、＜申立期間＞（別

添一覧表参照）は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

平成15年7月10日 128 万 7,000 円

平成15年12月15日 9 万 9,000 円

平成16年12月9日 150 万 円

平成17年7月26日 118 万 3,000 円

平成17年12月5日 150 万 円

平成15年7月10日 145 万 6,000 円

平成15年12月15日 37 万 5,000 円

平成16年12月9日 116 万 6,000 円

平成17年7月26日 89 万 2,000 円

平成17年12月5日 102 万 7,000 円

平成15年7月10日 146 万 5,000 円

平成15年12月15日 9 万 5,000 円

平成16年12月9日 132 万 6,000 円

平成17年7月26日 97 万 5,000 円

平成17年12月5日 130 万 6,000 円

平成15年7月10日 149 万 9,000 円

平成15年12月15日 63 万 2,000 円

平成16年12月9日 143 万 5,000 円

平成17年7月26日 102 万 1,000 円

平成17年12月5日 146 万 1,000 円

平成15年7月10日 109 万 5,000 円

平成15年12月15日 91 万 2,000 円

平成16年12月9日 129 万 4,000 円

平成17年7月26日 97 万 9,000 円

平成17年12月5日 144 万 円

平成15年7月10日 34 万 1,000 円

平成15年12月15日 108 万 5,000 円

平成16年12月9日 105 万 5,000 円

平成17年7月11日 99 万 1,000 円

平成17年12月5日 137 万 7,000 円

平成15年7月10日 13 万 4,000 円

平成15年12月15日 64 万 7,000 円

平成16年12月9日 63 万 4,000 円

平成17年7月11日 69 万 4,000 円

平成17年12月5日 75 万 2,000 円

平成16年12月9日 66 万 円

平成17年7月11日 62 万 6,000 円

平成17年12月5日 81 万 2,000 円

平成16年12月9日 70 万 9,000 円

平成17年7月11日 67 万 2,000 円

平成17年12月5日 86 万 1,000 円

平成16年12月9日 61 万 8,000 円

平成17年7月11日 70 万 3,000 円

平成17年12月5日 76 万 8,000 円

平成17年7月11日 54 万 1,000 円

平成17年12月5日 64 万 円

4032 男 昭和52年生 平成17年12月5日 80 万 円

4033 男 昭和41年生 平成17年12月5日 40 万 円

4034 女 昭和48年生 平成17年12月5日 36 万 8,000 円

昭和37年生

標準賞与額

4021 男 昭和34年生

男 昭和45年生4022

4028 男 昭和53年生

4025

4023 男 昭和39年生

4024 男

男 昭和40年生

4026 女

4030 女 昭和52年生

4031 女 昭和24年生

4029 女 昭和49年生

昭和25年生

4027 女 昭和55年生



 

東京厚生年金 事案 4035 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 24年 12月 13日から 25年２月１日までの

期間及び 27 年６月 29 日から同年７月 31 日までの期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、Ａ社Ｂ工

場における資格喪失日（昭和 24年 12月 13日）に係る記録を昭和 25年２月１

日に訂正し、さらに同社同工場において再度被保険者資格を取得した後の資格

喪失日（昭和 27年６月 29日）に係る記録を 27年７月 31日に訂正し、当該期

間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年 12月 13日から 25年２月１日まで 

② 昭和 27年６月 29日から同年７月 31日まで 

③ 昭和 27年８月 15日から 34年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ工場に勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③の加入記録が無い旨の

回答をもらった。各申立期間、継続して勤務していたはずなので、それぞれ

の申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社本社及び同社Ｂ工場の複数の従業員の供述から、

申立人が、申立期間においても同社Ｂ工場に継続して勤務し（昭和 25 年２月

１日に同社Ｂ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 24年 11月の社会保険事務

所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

申立期間②については、Ａ社Ｂ工場及び親会社のＣ社の複数の従業員の供述

から、申立人が、申立期間においてもＡ社Ｂ工場に継続して勤務し（昭和 27

年７月 31日に同社Ｂ工場からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を



事業主により控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 27 年５月の社会保険事務

所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立期間①及び②の申立人に係る保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、Ａ社は既に解散し、事業主及び役員は既に死亡して

おり、このほかに確認できる関連資料、周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

次に、申立期間③については、申立人は、申立人の記憶していた同僚に当該

事業所における厚生年金保険の加入記録があることから申立期間③もＡ社Ｂ

工場で勤務したとしている。 

しかし、Ａ社Ｂ工場で労務管理を担当していた者は、同工場は申立期間の昭

和 27年に労働争議があり、翌年の 28年にはロックアウトが行われ、同工場が

一時閉鎖されたと同時に申立人の所属部署は閉鎖されたとしている。また、約

200人程度いた従業員は 50人程度となり、そのうち男性従業員は 10人から 15

人程度しか残らず、この中に申立人は含まれていなかったとしている。 

また、複数の従業員及び申立人が記憶していた上記同僚以外の同僚は「申立

人はロックアウトより前に既に同社を退職していた。」としているところ、申

立人も同工場でのロックアウトを記憶していないことから、申立人の申立期間

③における同社での勤務を認めることはできない。 

さらに、申立人のＣ社における勤務を複数の従業員に照会したが、申立期間

③に申立人を記憶している者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間③に係る保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

  



東京厚生年金 事案 4036 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を平成３年１月から同年９月までの期間は 41万円、同年 10月から４

年６月までの期間は 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から４年７月 21日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、平成３年１月から４年６月までの標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

ることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、平成３年１月から同年９月までの期間は 41 万円、同年

10月から４年６月までの期間は 44万円と記録されていたところ、同社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった４年 10月 31日以降の同年 12月 15

日に、申立人を含む９名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されて

おり、申立人の場合、平成３年１月から４年６月まで 20 万円へと訂正されて

いることが確認できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって記

録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、法務局のＡ社に係る閉鎖登記簿謄本により取締役であった

ことが確認できるが、同社の従業員によれば申立人は、営業担当で社会保険事

務担当ではなかった旨を供述していることから、標準報酬月額の減額訂正処理

に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成３年１月から同年９月



までの期間は 41 万円、同年 10 月から４年６月までの期間は 44 万円に訂正す

ることが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 4037 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

ると認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和

60年 12月４日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000円とする必要

がある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 11 月 30 日から同年 12 月４日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ社

の関連会社であったＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い

旨の回答をもらった。申立期間にＢ社への異動はあったが、厚生年金保険料

は控除されていたので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録及び社会保険事務所におけるＡ社の被保険者名簿と申立期

間前後に関連会社に転籍した同僚の被保険者記録から判断して、申立人がＡ社

及び関連会社のＢ社に継続して勤務し（昭和 60年 12月４日にＡ社からＢ社に

転籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 60年 10月の社会保険

事務所の記録から、９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、保険料を納付したかについては不明としているが、申立人の社

会保険事務所の記録における資格喪失日が雇用保険の記録における資格喪失

日と同日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤って同

じ資格喪失日を記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 60 年 11 月 30

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年



11 月の保険料についての納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



東京厚生年金 事案 4038 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 38万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から５年２月 16日まで 

    社会保険事務所に厚生年金の加入状況について照会したところ、Ａ社に勤

務した期間のうち、平成４年１月１日から５年２月 16日までの標準報酬月

額が実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違し

ていることが判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録

に訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、平成４年１月から５年１月までの期間は 38 万円と記録

されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年

２月 16 日以降の同年 12 月 20 日に、申立人を含む９人の標準報酬月額の記録

がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、申立期間について 22 万

円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、このよう

にさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらな

い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 38 万円に訂正することが

必要である。 

 

 



東京厚生年金 事案 4041 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所における資

格喪失日に係る記録を昭和 28 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年１月 17日から同年４月１日まで       

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間には同社Ｄ事業所に勤務していたので、同期間を厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書、Ｂ社が作成した在籍証明書及び雇用保険

の記録により、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 28年１月 17日にＡ社Ｃ

事業所からＤ事業所に異動し、同年４月１日に同社Ｅ事業所へ異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

一方、社会保険事務所の記録によるとＡ社Ｄ事業所は厚生年金保険の適用事

業所となっておらず、また、申立人から提出された給与明細書にはＡ社Ｃ事業

所の事業所名が記載されていることから、申立人は、申立期間において、引き

続き同社Ｃ事業所から給与の支払いを受けていたことが確認できる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 27年 12月１日の社会保険

事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は保険料を納付したか否かについて不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 

  



東京厚生年金 事案 4042 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②のうち、昭和 45年６月 27日から同年８月 28日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 45

年８月 28日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8､000円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年３月 20日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 45年６月 27日から同年８月 31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には昭和 45年３月ごろから同年８月末まで勤務していたので、

申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保

険者名簿には、申立人の同社における資格喪失日が、当初、昭和 45年８月 28

日と記載されていたものが、取消線で消された上、同社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった同年６月 27日と訂正された記録がある。 

なお、上記の厚生年金保険被保険者名簿から申立人のほか 22 名の資格喪失

日についても、昭和 45年８月 28日から同年６月 27日に記録が訂正されてい

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立人の申立期間に係る資格喪失処理について有効な記

録訂正があったとは認められないことから、申立人の資格喪失日を事業主が社

会保険事務所に当初届け出た45年８月28日に訂正することが必要と認められ

る。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 45 年６月の社会保険事務

所の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②のうち、昭和 45年８月 28 日から同年８月 31日までの期



間については、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、記録の訂正を認めることは

できない。 

申立期間①については、Ａ社の元従業員等の供述により、申立人が申立期間

に勤務していたことはうかがわれる。 

しかしながら、申立人が申立期間当時にＡ社に在籍していたとする複数の同

僚についても、社会保険事務所が保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿に

より申立人と同日の 45 年６月１日に被保険者資格を取得していることが確認

できる上、これら以外の従業員についても、入社の後、相当期間（３か月から

６か月程度）経過後に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが調査

結果から認められる。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、商業登記簿

においても確認できないことから、当時の事業主から、申立人の勤務状況や保

険料控除について確認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることができない。 

  



東京厚生年金 事案 4043                           

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立人の標準報酬月額を平成３年７月から同年 11月までは 47万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から同年 12月 26日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

の報酬より低い額に訂正されている。同社では取締役であったが、社会保

険事務担当ではなかったので、訂正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年７

月から同年 11月までは 47万円と記録されていたものが、同社が厚生年金保険

の適用事業所ではなくなった４年１月 16日の後の同年３月６日に、22万円へ

と訂正されていることが確認でき、同社において、申立人を除く厚生年金保険

被保険者 43 名全員の標準報酬月額の記録についても、同社が厚生年金保険の

適用事業所ではなくなった後に遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認でき

る。 

なお、申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役であることが同社の商業登記

簿謄本から確認できるところ、複数の従業員は、申立人は顧客業務等の責任者

として勤務しており、給与及び社会保険事務には関与していないと供述してい

ることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

さらに、当時の経理事務担当者は、代表取締役が代表者印を管理しており、

社会保険に関する決裁は代表取締役が行っていたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う



合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を、平成

３年７月から同年 11月までは 47万円に訂正することが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 4044～4052 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 別添一覧表参照 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が無い。同社は、社会保険事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間の訂正記録は年金の給付に反

映されていないので、年金が給付されるように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、＜申立期

間＞（別添一覧表参照）に、同社から賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

4044 男 昭和41年生 平成15年4月30日 85 万 4,000 円

4045 男 昭和20年生 平成15年4月30日 100 万 円

4046 男 昭和30年生 平成15年4月30日 109 万 円

4047 男 昭和38年生 平成15年8月31日 95 万 4,000 円

4048 男 昭和18年生 平成15年9月9日 104 万 5,000 円

4049 男 昭和29年生 平成15年9月30日 25 万 円

4050 男 昭和20年生 平成15年9月30日 104 万 5,000 円

4051 男 昭和26年生 平成15年9月30日 104 万 5,000 円

4052 男 昭和23年生 平成15年9月30日 104 万 5,000 円

標準賞与額



 

東京厚生年金 事案 4053 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を102万7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成 15年 12月 31日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 15

年 12月 31日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、102万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4054～4059 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 別添一覧表参照 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が無い。同社は、社会保険事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間の訂正記録は年金の給付に反

映されていないので、年金が給付されるように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、＜申立期

間＞（別添一覧表参照）に、同社から賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

4054 男 昭和26年生 平成16年2月29日 65 万 8,000 円

4055 男 昭和19年生 平成16年3月11日 90 万 4,000 円

4056 男 昭和19年生 平成16年1月16日 104 万 1,000 円

4057 男 昭和19年生 平成16年4月30日 103 万 8,000 円

4058 男 昭和28年生 平成16年4月30日 132 万 1,000 円

4059 男 昭和27年生 平成16年5月31日 129 万 4,000 円

標準賞与額



 

東京厚生年金 事案 4060 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を138万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成 16年６月 30日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 16 

年６月 30 日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、138万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4061 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を89万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 53年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成 16年６月 30日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 16 

年６月 30 日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、89万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4062 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を 150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成 16年６月 30日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 16 

年６月 30 日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4063～4066 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 別添一覧表参照 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が無い。同社は、社会保険事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間の訂正記録は年金の給付に反

映されていないので、年金が給付されるように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、＜申立期

間＞（別添一覧表参照）に、同社から賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

4063 男 昭和15年生 平成16年6月30日 72 万 5,000 円

4064 女 昭和19年生 平成16年7月31日 73 万 7,000 円

4065 女 昭和55年生 平成16年7月31日 25 万 4,000 円

4066 男 昭和38年生 平成16年9月30日 109 万 円

標準賞与額



 

東京厚生年金 事案 4067 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、78万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 31日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 16

年 12月 31日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、78万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4068～4076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：    別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 別添一覧表参照 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が無い。同社は、社会保険事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間の訂正記録は年金の給付に反

映されていないので、年金が給付されるように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、＜申立期

間＞（別添一覧表参照）に、同社から賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

4068 男 昭和38年生 平成17年3月31日 144 万 円

4069 男 昭和20年生 平成17年7月31日 94 万 4,000 円

4070 男 昭和20年生 平成17年7月31日 70 万 6,000 円

4071 男 昭和37年生 平成17年7月31日 106 万 6,000 円

4072 男 昭和20年生 平成17年9月30日 54 万 6,000 円

4073 女 昭和20年生 平成17年8月30日 68 万 円

4074 男 昭和20年生 平成17年8月31日 85 万 9,000 円

4075 男 昭和20年生 平成17年10月31日 116 万 3,000 円

4076 男 昭和20年生 平成17年10月31日 120 万 7,000 円

標準賞与額



 

東京厚生年金 事案 4077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、108万 1,000円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 31日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 17

年 12月 31日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、108万 1,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4078 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、99 万 8,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 31日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 17 

年 12月 31日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、99万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4079 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、116万 2,000円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 31日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 17

年 12月 31日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、116万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4080 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、133万 8,000円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 31日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が支給額に見合う額となっていない。同社は、社会保険事務所に対して

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間

の訂正記録は年金の給付に反映されていないので、年金が給付されるように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 17

年 12月 31日に、賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、133万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい



 

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め

ていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4081 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、91 万 9,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：     

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年４月 30日              

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が無い。同社は、社会保険事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間の訂正記録は年金の給付に反

映されていないので、年金が給付されるように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は平成 18 年

４月 30 日に、同社から賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、91万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め



 

ていることから、これを履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4082 

 

第１ 委員会の結論 

申立人に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を、144万 9,000円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年６月 30日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の標準賞与額の

記録が無い。同社は、社会保険事務所に対して訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、申立期間の訂正記録は年金の給付に反

映されていないので、年金が給付されるように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与明細書等により、申立人は、平成 18

年６月 30 日に、同社から賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立期間の標

準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除額及び賞与額

から判断して、144万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

ないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認め



 

ていることから、これを履行していないと認められる。 

 
 

  



 

東京厚生年金 事案 4086 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立人の被保険

者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 37年９月 30日）及び資格取

得日（38 年７月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、37 年９月は

２万 4,000円、同年 10月から 38年６月までは３万 6,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年９月 30日から 38年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、昭和 37年９月 30日から 38年７月１日までの加入

期間が無いとの回答をもらった。申立期間も継続して勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立人は、Ａ社において昭和 36 年８月１日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得し、37 年９月 30 日に資格を喪失後、38

年７月１日に同社において再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録

が無い。 

しかし、Ｂ社から提出された在職証明書及び複数の同僚の供述から、申立人

が申立期間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められ、当該複数の

同僚は、申立人の申立期間における業務内容及び勤務形態に変更は無かった旨

供述しているところ、当該複数の同僚を含む、同僚全員が、いずれも申立期間

において厚生年金保険の記録が継続している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事務所

の記録から判断すると、昭和 37年９月は２万 4,000円、同年 10 月から 38年



 

６月までは３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにも

かかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業

主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 37年９月から 38年６月まで

の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4087 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 56年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 11 月１日から同年 12 月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に支店間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｄ社が保有する申立人に係る人事記録及び辞令から判

断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 56年 11月１日に同社Ｅ支店

から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 56年 12月の社会保険事務

所の記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、健康保険組合の

管理する健康保険の記録及び社会保険事務所の管理する厚生年金保険の記録

では、Ａ社Ｃ支店における申立人の資格取得日はいずれも昭和 56年 12月１日

であり、健康保険組合及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取得日を記

録したとは考え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格取得日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月分の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案 4095 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 51年 12月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 12月 16日から 52年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ｂ社（現在

は、Ｃ社）に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨

の回答をもらった。昭和 51年 12月 16日にＡ社のグループ会社であるＤ社

からＢ社に異動し、継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった人事記録カードによると、申立人は、昭和 51 年 12

月 16 日にＡ社のグループ会社であるＤ社からＢ社に異動し、継続して勤務し

ていたことが確認できる。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、申立期間当時、厚生年金保険の

適用事業所となっていないが、Ａ社及びＣ社は、同社の従業員を、親会社であ

り人事管理を一括して行っていたＡ社において厚生年金保険に加入させてい

たと説明しており、申立人及び申立人が氏名を記憶していた同僚も、同社にお

いて厚生年金保険の加入記録が確認できることから、申立人の申立期間におけ

る被保険者記録についてもＡ社の記録とすることが妥当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 52

年１月の社会保険事務所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ社は、申立人の申立どおりの届出を行っていないことを認めており、納



 

付していたとは認められないことから、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る昭和51年12月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  



 

東京厚生年金 事案 4096                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る事業所における資格喪失日は、平成７年 11月 11

日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の

喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間②に係る標

準報酬月額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年７月から 64年１月７日まで 

② 平成７年１月６日から同年 11月 11日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間①の加入記録、また、Ｂ社に勤務した期間の

一部加入記録及び申立期間②の標準報酬月額が、実際に給与から控除されて

いた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。各申立期

間を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、雇用保険の加入記録により、申立人は、Ｂ社に平成

７年 11月 10日まで勤務していたことが確認できる。 

一方、社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＢ社における厚生年金保

険の被保険者資格喪失日は、当初、平成７年 11月 11日、また、標準報酬月額

については、被保険者資格を取得した同年１月から同年 10月までが 59万円と

記録されていたところ、同年 12 月７日に同社の厚生年金保険の適用事業所で

なくなった（全喪日は平成７年 10月 31日）旨の処理が行われ、同日に、申立

人の資格喪失日がさかのぼって同年 10月 31日に訂正され、かつ、標準報酬月

額は同年１月から９月までが 36万円に減額訂正されている。 

また、平成７年 12 月７日に申立人と同様、資格喪失日の訂正処理が行われ

た者は８名、標準報酬月額が減額された者が６名確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の被保険者資格喪失日及び標準報酬月

額を訂正する旨の処理を行う合理的理由は見当たらず、申立人のＢ社における

資格喪失日は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成７年11月11日に、

標準報酬月額は同年１月から同年 10月までは、59万円とすることが必要であ



 

る。 

申立期間①については、Ａ社における同僚及び従業員の供述から判断すると、

申立人は、申立期間も同社に勤務していたことは推認できるが、申立人の同社

に係る雇用保険の加入記録及び同社が加入していた厚生年金基金の加入記録

では、昭和 64 年１月７日に加入していることが確認でき、社会保険事務所の

記録と一致している。 

また、厚生年金基金から提出のあったＡ社の申立人に係る届出遅延理由書に

は、申立人の入社日は昭和 64年１月７日であると記載されている。 

さらに、Ａ社における同僚及び従業員は、「当時の同社では、３か月程度の

試用期間があり、試用期間経過後に正社員となって厚生年金保険等の社会保険

に加入した。」「自分も入社後３か月程度経過してから厚生年金保険に加入して

いる。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 4097 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額を

36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 11月１日から５年６月 30日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に取締役として勤務した期間

のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなくなっ

た平成５年６月30日以降の同年７月７日付けで申立人の３年11月から５年５

月までの標準報酬月額が 36万円から 13万 4,000円にさかのぼって引き下げら

れていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿から、申立人は、当該訂正処理が行われた日に同社

の取締役であったことが確認できるが、同社の代表取締役は、「申立人は、当

該訂正処理日のころは、Ａ社の関連会社であるＢ社に出向しており、Ｃ県にあ

った工場の工場長として勤務していたため、経営に参画しておらず、当該訂正

処理については、申立人が関与することはなく、申立人に説明もしていないし、

同意も得ていない。」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与

していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該事務処理を行う

合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、36万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4098 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額を

34万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から４年３月 31日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなくなっ

た平成４年３月 31日以降の同年４月 27日付けで、申立人を含む４人の標準報

酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、３年８月か

ら４年２月までの期間について、34 万円から８万円へと訂正されていること

が確認できる。そして、Ａ社の商業登記簿及び役員の供述から判断すると、申

立人は、同社では役員ではなく営業担当の従業員であり、当該減額訂正処理に

関与していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさかの

ぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとお

り、34万円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4099 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額を

26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月 17日から５年２月 28日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなくなっ

た平成５年２月 28 日以降の同年４月７日付けで、ほとんどの従業員の標準報

酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、４年７月か

ら５年１月までの期間について、26 万円から８万円へと訂正されていること

が確認できる。そして、申立人は、Ａ社では、電話営業員として勤務しており、

当該訂正処理については、事業主や経理担当者から説明は無かったと供述して

いる上、同社の商業登記簿により、申立人は同社の役員ではなかったことが確

認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさかの

ぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとお

り、26万円とすることが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4100 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額を

53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から８年３月 31日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなくなっ

た平成８年３月 31 日以降の同年８月６日付けで、申立人を含む３人の標準報

酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、７年 10 月

から８年２月までの期間について、53万円から 11万円へと訂正されているこ

とが確認できる。そして、Ａ社の商業登記簿により、申立人は、同社の役員で

はなかったことが確認できる上、同社の代表取締役及び取締役は、「申立人は、

役員ではなく一般従業員であり、現場監督をしていたので、当該訂正処理に関

与することは無かった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさかの

ぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとお

り、53万円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4103                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 24 年５月１日に、同社Ｃ出張所における資格取得日に係る記録を

同日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年５月 30日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された在職証明書から、申立人は、同

社に昭和 23年４月１日から 56年 10月 31 日まで継続して勤務し（昭和 24年

５月１日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ出張所に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ出張所における

昭和 24 年６月の社会保険事務所の記録から、7,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人が在籍していたため、納付していたのではないかとしているが、

申立期間の資料を保存しておらず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 4104                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人の主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を平成８年10月から９年７月までは53万円、９年８月から10年８月までは26

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 10月１日から 10年９月 11日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、平成８年10月から10年８月までの標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

ることが判明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった平成 10年９月 11日より後の同年９月 21日付けで、申立人を含む 14

名の標準報酬月額の記録が減額訂正されており、申立人の標準報酬月額は、８

年 10月から９年７月までは 53万円が９万 2,000円に、９年８月から 10年８

月までは 26 万円が９万 2,000 円にそれぞれ遡及
そきゅう

して引き下げられていること

が確認できるが、社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂

正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出たとおり、平成８年 10月から９年７月までは 53万円、９

年８月から 10年８月までは 26万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4108 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 29 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年９月１日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には

昭和 29 年９月１日から申立期間を含め継続して勤務しており、また、厚生

年金保険料の給与からの控除を確認できる当時の給与明細書を提出するの

で、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった申立期間に係る昭和 29 年９月分の給与明細書、Ｂ

社から提出のあった人事記録及び雇用保険の加入記録により、申立人が申立期

間もＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険料控

除額から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人について

は、厚生年金保険の記録における資格取得日及び健康保険組合の記録における

資格取得日がいずれも昭和 29年 10月１日となっており、社会保険事務所及び

同組合の双方が誤って同日と記録したとは考え難いことから、事業主が社会保

険事務所に対して、同日を申立人の厚生年金保険の資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4109 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①のうち、昭和 63 年２月の標準報酬月額に係る記録につ

いては 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額（18万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、平成５年３月 25 日から同年４月１日までの期間の厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年３月 25 日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和62年１月10日から63年４月30日まで 

             ②昭和63年９月１日から平成２年10月23日まで 

             ③平成５年３月25日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ｂ社に勤務

した申立期間①及びＣ社（現在は、Ｄ社）に勤務した申立期間②の厚生年金

保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違し

ていることが判明した。また、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間③の加

入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①及び②について、標準報酬月

額を訂正し、申立期間③について、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、申立人は標準報酬月額の相違について申し

立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな



 

る。 

２ 申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録では、申立人に係る

当該期間の標準報酬月額は、昭和 62 年１月から同年９月までの期間は 14

万 2,000円、同年 10 月から 63年３月までの期間は 18万円と記録されてい

る。 

しかし、申立期間①のうち、昭和 63 年２月については、申立人から提出

のあった当該期間に係る給料明細書により、申立人は、その主張する標準報

酬月額（20 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立人に係る標準報酬月額については、給料明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、昭和 63年２月は 20万円とすることが妥当  

である。 

なお、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料の

事業主による納付義務の履行については、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっているほか、申立期間①当時の同社の事業主とは連絡が取れ

ず、当時の給与担当者も既に死亡しているため、保険料を納付したか否か等

について確認できず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

３ 一方、申立期間①のうち、昭和 62年１月から 63年１月までの期間につい

ては、申立人から提出のあった当該期間に係る給料明細書により、申立人が

当該期間において、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記録に見合う

報酬月額を超える月収入（総支給額）を得ていたことは確認できる。 

しかし、上記給料明細書上の厚生年金保険料控除額を基に算定した標準報

酬月額は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記録と一致している。 

また、申立期間①のうち、昭和 63 年３月については、申立人は、「当時、

Ｂ社では、給与の未払いが続いていた。」旨供述しているところ、申立人か

ら提出のあった「認定通知書（未払賃金の立替払事業様式第３号）」及び「昭

和 63 年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」により、申立人は、同社に

係る未払賃金について､労働基準監督署の認定を受け、Ｅ事業団（現在は、

Ｆ法人）から未払賃金の立替払金を受けていることが確認できることから､

当該期間当時、同社からは給与の支給がなかったものと認められる。 

このほか、申立期間①のうち、昭和 62年１月から 63年１月までの期間及

び同年３月において、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①のうち、昭和 62年１月から 63年１月までの期間及び同年３月にお



 

いて、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

４ 申立期間②については、Ｄ社から提出のあった当該期間に係る賃金台帳等

及び申立人から提出のあった当該期間のうち平成２年１月から同年 10 月ま

での 10 か月分の給料支払明細書により、申立期間②のうち一部の期間につ

いて、申立人が、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記録に見合う報

酬月額を超える月収入（総支給額）を得ていたことは確認できる。 

しかし、上記賃金台帳等及び給料支払明細書上の厚生年金保険料控除額を

基に算定した標準報酬月額は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記

録と一致している。 

このほか、申立期間②において、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間②において、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

５ 申立期間③については、申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細

書により、申立人がＡ社に平成５年３月 25 日から継続して勤務し、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険

料控除額及び平成５年４月の社会保険庁のオンライン記録から、30 万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主から

提出のあった厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書により、事業主が社

会保険事務所に対して、平成５年４月１日を申立人の資格取得日として届け

出ていることが確認できることから、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立人に係る申立期間③の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4114         

 

第１ 委員会の結論  

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立人の標準報酬月額を平成３年５月から４年９月までは 50 万円、同

年 10月及び同年 11月は 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年５月１日から４年 12月 21日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、平成３年５月１日から４年 12月 21日までの

標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬

月額と相違していることが判明したので、申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）におい

て、申立人が厚生年金保険の資格を喪失した平成４年 12月 21日以降の５年５

月 11 日付けで、Ａ社において申立人、代表取締役、取締役及び従業員二人の

計５人の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、申立人の標準報

酬月額は、３年５月から４年９月まで 50万円、同年 10月及び同年 11月の 44

万円から 20 万円に訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所にお

いて、このような遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、Ａ社Ｂ支店長は、「同社の社会保険の手続はすべてＣ県本社で行って

いたが、申立人は同社Ｂ支店の営業従業員であった。」としていることから、

申立人は社会保険の手続に関与できる立場ではなかったことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、適正な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年５月から

４年９月までは 50万円、同年 10月及び同年 11月は 44万円とすることが必要

である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4118 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 48 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年２月は５万

6,000円、同年３月は５万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年２月 28日から同年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社

には昭和 48年３月 31日まで継続して勤務しており、厚生年金保険料は申立

期間も控除されていたので、資格喪失日を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人が保有している昭和 46年５月から 48年３月ま

での分の給料支払明細書から、申立人が、Ａ社に昭和 48 年３月 31 日まで継続

して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。したがって、給料支払明細書で確認できる保険料控除額から、昭和

48 年２月は５万 6,000 円、給料支払明細書で確認できる支給額から、同年３

月は５万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



 

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4119 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額を、26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 12月１日から６年５月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与の月額に見

合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同社では、新規事業担

当の取締役であり、社会保険事務手続には関与していなかったので、申立

期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における標準報酬月額

は、当初、申立人が主張する 26 万円と記録されていたところ、同社が厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成６年５月 31 日）の後の同年

６月 28 日に、申立人を含む３人の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正され

ており、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、８万円に訂正処理されてい

ることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、当該訂正処理が行われた平成

６年６月 28 日に同社の取締役であったことが確認できるが、同社の複数の従

業員は、「申立人は、申立期間当時、新規事業担当であり、厚生年金保険関係

事務及び経理に係る職務への関与や影響力はなかった。」と供述していること

から、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、上記のような遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理

由は無く、社会保険事務所において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た 26万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4120 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成６年１月５日に、資格喪失日に係る記録を同年１月 25 日とし、申立期間

の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 1月５日から同年１月 25日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間の

保険料控除が確認できる給与支払明細書があるので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支払明細書並びにＡ社から提出された職員名簿、入社名簿及び退職者名

簿により、申立人が、平成６年１月５日から同年１月 25日まで同社に勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、申立期間のオンライン記録の整理番号に欠番が見当た

らないことから、申立人に係る社会保険庁の記録が失われたことは考えられな

い上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合

には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、い

ずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通

常の事務処理では考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人の申立期

間に係る保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4121 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成 12

年３月１日とされ、同日から同年７月３日までの期間は厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下、「特例

法」という。)に基づき、申立人の同社における資格取得日を同年３月１日と

し、申立期間の標準報酬月額を同年３月は 28万円、同年４月は 34万円、同年

５月は 22万円、同年６月は 36万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年３月１日から同年７月３日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会をしたところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、平成 12 年３月１日から同年７月３日までの期間

が年金給付に反映されない旨の回答をもらった。同社に勤務し、保険料が控

除されていたのは確かなので、当該期間も年金給付に反映するようにしてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、給与明細書及び申立人に係る給与台帳により、申立人

が、Ａ社に平成 12 年３月１日から継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。したがって、上記給与明細書及び給与台帳にお

いて確認できる支給額から、申立期間の標準報酬月額を平成 12 年３月は 28

万円、同年４月は 34万円、同年５月は 22万円、保険料控除額から同年６月は



 

36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続きを誤ったとしており、また、事業主から提出された健康保険・

厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書には、平成 12 年

７月３日に資格取得した旨の記載及び社会保険事務所の受付印があることか

ら、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る同年３月から同年６月までの保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4128 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録は事後訂正の結果、平成６年４

月から７年９月までは 53万円、同年 10月から８年９月までは 56万円、同年

10 月から９年９月までは 59 万円、同年 10 月から 10 年９月までは 56 万円、

同年 10 月から 11 年９月までは 59 万円、同年 10 月から 12 年９月までは 56

万円、同年 10月から 14年９月までは 59万円、同年 10月から同年 12月まで

は 56万円、15年１月から 18年７月までは 47万円とされているところ、当該

額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算

の基礎となる標準報酬月額は訂正前の６年４月から 12 年９月までは９万

2,000円、同年 10月から 18年７月までは９万 8,000円とされているが、申立

人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、６年４月から同年 10月までは 53 万円、同年 11月から８年９月ま

では 47万円、同年 10 月から 15年３月までは 44万円、同年４月は 47万円、

同年５月は 50万円、同年６月及び同年７月は 47万円、同年８月及び同年９月

は 50万円、同年 10月は 47万円、同年 11月は 44万円、同年 12月及び 16年

１月は 47万円、同年２月から同年４月までは 50万円、同年５月から 17年３

月までは 47 万円、同年４月は 50 万円、同年５月は 44 万円、同年６月は 50

万円、同年７月から同年 11 月までは 47 万円、同年 12 月は 50 万円、18 年１

月及び同年２月は 47万円、同年３月及び同年４月は 44万円、同年５月から同

年７月までは 47万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月１日から 18年８月１日まで 

「ねんきん特別便」を契機に、社会保険事務所で厚生年金保険の加入状況

について照会したところ、Ａ社で勤務していた申立期間の標準報酬月額が実

際に控除されていた保険料相当額の標準報酬月額と相違していることが判

明した。申立期間の保険料控除額が確認できる給与支払明細書を提出するの



 

で、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録によれば、申立人の標準報酬月額については、

当初、平成６年４月から 12年９月までは９万 2,000円、同年 10 月から 18年

７月までは９万 8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時

効により消滅した後の 20年９月 18日に６年４月から７年９月までは 53万円

に、同年 10月から８年９月までは 56万円、同年 10月から９年９月までは 59

万円、同年 10月から 10年９月までは 56万円、同年 10月から 11 年９月まで

は 59万円、同年 10月から 12年９月までは 56万円、同年 10月から 14年９月

までは 59万円、同年 10月から同年 12月までは 56万円、15年１月から 18年

７月までは 47万円に記録が訂正されたところ、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わ

れないとされている。このことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額

は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されていた標準報酬月額と

なっている。 

   しかしながら、申立人から提出された給与明細書により、申立人が申立期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが確認できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支払明細書において確

認できる保険料控除額又は支給額の報酬月額から、平成６年４月から同年 10

月までは 53 万円、同年 11 月から８年９月までは 47 万円、同年 10 月から 15

年３月までは 44万円、同年４月は 47万円、同年５月は 50万円、同年６月及

び同年７月は 47万円、同年８月及び同年９月は 50万円、同年 10月は 47万円、

同年 11月は 44万円、同年 12月及び 16年１月は 47万円、同年２月から同年

４月までは 50 万円、同年５月から 17 年３月までは 47 万円、同年４月は 50

万円、同年５月は 44 万円、同年６月は 50 万円、同年７月から同年 11月まで

は 47 万円、同年 12 月は 50 万円、18 年１月及び同年２月は 47 万円、同年３

月及び同年４月は 44万円、同年５月から同年７月までは 47万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の申立期間に係る報酬月額の届出を社会保険事務所に対

して誤って提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料については、過少な

納付であったことを認めていることから、これを履行してないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4129 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年６月１日から８年２月 29日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。

同社では、営業の取締役で勤務したが、社会保険関係の事務手続に関与す

る立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成７年６月から８年１月までは 59 万円と記録さ

れていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった８年３

月 25 日以降の同年４月３日に、申立人及び代表取締役の二人の標準報酬月額

の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合には、７年６月から

８年１月までの標準報酬月額が 19 万円に訂正されていることが確認できる。

社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

なお、申立人は、Ａ社の登記簿謄本により、申立期間において、同社の取締

役であったことが確認できるものの、事業主及び従業員の供述により、申立人

は営業担当の取締役であり、社会保険の事務手続に関与する立場にはなかった

ことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

ては、有効な記録訂正があったとは認められないことから、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た 59万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4130 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 37 年４月１日に、また、同社本社における資格取得日に係る記録

を同年４月１日に訂正し、同年３月の標準報酬月額を２万 4,000円、同年４月

から同年６月までの期間に係る標準報酬月額を２万 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年３月１日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、  

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の記録が無いとの回答があった。同社

Ｂ工場から同社本社への人事異動はあったが、申立期間も継続して勤務して

いたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社本社及び同社Ｂ工場の複数の同僚や上司の供述から判断すると、申立人

が、申立期間においても同社に継続して勤務し（昭和 37 年４月１日に、同社

Ｂ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事務所

の記録から昭和 37 年３月は２万 4,000 円、同年４月から同年６月までの期間

は２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社を吸収合併したＣ社では、確認できる資料が無く、不明としており、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事



 

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、行ったとは認められない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4131 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から５年 11 月 30 日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。

同社ではソフトウェア開発担当の取締役であり、厚生年金保険事務には関

与していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年４月から５年 10月までは 53万円と記録さ

れていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年

12月 31日以降の７年３月６日に、申立人と代表取締役の２名の標準報酬月額

の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合には、標準報酬月額

が３年４月から５年 10 月までは８万円に訂正されていることが確認できる。

社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

なお、申立人は、Ａ社の登記簿謄本により、申立期間において、同社の取締

役であったことが確認できるものの、他の役員２名の供述により、ソフトウェ

ア開発の責任者として勤務しており、社会保険の事務手続に関与する立場には

なかったことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

ては、有効な記録訂正があったとは認められないことから、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た 53万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 4132 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月１日から同年 11月 30日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、平成８年３月１日か

ら同年 11月 30日までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している

ことが判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成８年３月から同年 10月までは 50万円と記録さ

れていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年 11 月

30日以降の同年 12月３日に、申立人を含む２名の標準報酬月額の記録がさか

のぼって減額訂正されており、申立人の場合には、同年３月から同年 10 月ま

で標準報酬月額が 20万円に訂正されていることが確認できる。 

   また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間を含む平成９年 10 月

31日まで同社の取締役であったことが確認できるが、同社の複数の従業員は、

「申立人は、申立期間当時、営業担当役員であり、厚生年金保険関係事務及び

経理に係る職務への関与や影響力はなかった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所においてこのようにさかのぼ

って記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の申

立期間における標準報酬月額については、有効な記録訂正があったとは認めら

れないことから、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 50 万円に訂正する

ことが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4133 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資

格取得日に係る記録を昭和 41年１月 24日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を２万 6,000円とする必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月 24 日から同年７月 24 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に支店間の異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、健康保険組合の記録、Ｂ社が保有する申立人に係る社

員台帳及び人事カードから判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭

和 41 年１月 24 日に同社本店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年７月の社会保険事務

所の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 4134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資

格取得日に係る記録を昭和 44年７月 24日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を４万 2,000円とする必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月 24 日から同年８月２日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に支店間の異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、健康保険組合の記録、Ｂ社が保有する申立人に係る社

員台帳及び同社発行の在職証明書から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して

勤務し（昭和 44 年７月 24 日に同社Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44 年８月の社会保険事務

所の記録から、４万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 4135 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店の資格取

得日に係る記録を昭和 39年８月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２

万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年８月 26日から同年９月 26日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保有する申立人に係る社員台帳及び同僚の供述から判断すると、申立

人がＡ社に継続して勤務し(昭和 39 年８月 26 日に同社本店から同社Ｃ支店に

異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年９月の社会保険事務

所の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほか確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 4136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資

格取得日に係る記録を昭和 36年７月 31日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を３万 6,000円とする必要がある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月 31 日から同年８月７日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に支店間の異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保有する申立人に係る社員台帳から判断す

ると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 36年７月 31日に同社Ｄ支店か

ら同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年８月の社会保険事務

所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 4137 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本店の資格取得

日に係る記録を昭和 39年８月 22日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年８月 22日から同年９月２日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保有する申立人に係る社員台帳から判断す

ると、申立人がＡ社に継続して勤務し(昭和 39 年８月 22 日に同社Ｃ支店から

同社本店に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年９月の社会保険事務

所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほか確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 4138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資

格取得日に係る記録を昭和 51年４月 1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を９万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 51年４月１日から同年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社

には、昭和 51 年４月１日から勤務しているので申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、健康保険組合の記録、Ｂ社が保有している申立人に係る社

員台帳及び事業主の供述から判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社Ｃ

支店に勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが推認できる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 51 年５月の社会保険事務

所の記録から９万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人と同様に

昭和 51年４月 1日でＡ社Ｃ支店に採用された従業員３名全員についても、同

社同支店における資格取得日が同年５月１日とされていることから、事業主が

同年５月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年４月の保険料の納入告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人の Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 36年４月 12日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月６日から同年４月 12日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 27年４月１日から 59年７月 22日まで継続して勤務していた

ので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保有している申立人に係る社員台帳の記録

から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し(昭和 36 年４月 12 日に同社

Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年２月の社会保険事務

所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほか確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 4140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店の資格取

得日に係る記録を昭和 23 年３月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

600円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年３月 20日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保有している申立人に係る社員台帳から判断すると、申立人がＡ社に

継続して勤務し(昭和 23年３月 20日に同社Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動)、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年４月の社会保険事務

所の記録から、600円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほか確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 



 

東京厚生年金 事案 4141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資格取得日は、昭和 48 年３月

31 日であると認められることから、同社Ｃ支店における資格取得日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、７万 2,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、給与から厚生年金保険料は控除されていたので、

申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、健康保険組合の記録及びＢ社が保有している申立人に

係る社員台帳により、申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務していたこと

が確認できる。 

一方、Ｂ社厚生年金基金の申立人に係る加入員台帳には、申立人のＡ社Ｃ支

店における資格取得日は、昭和 48 年３月 31 日であることが確認でき、また、

Ｂ社は、申立期間当時、厚生年金保険並びに厚生年金基金の資格取得及び喪失

に係る届出は、複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 48年３月 31日に申立

人がＡ社Ｃ支店において被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が社会保

険事務所に対して行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、７万

2,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資格喪失日は、昭和 52 年 11

月 22 日であると認められることから、同社Ｃ支店における資格喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、19 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月５日から同年 11月 22日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、給与から厚生年金保険料は控除されていたので、

申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保有している申立人に係る社員台帳により、

申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務していたことが認められる。 

一方、Ｂ社企業年金基金から提出された申立人の申立期間に係る厚生年金基

金加入員資格喪失届により、申立人のＡ社Ｃ支店の資格喪失日は昭和 52年 11

月 22 日であり、同社本社に係る資格取得届により、同日において、同社本社

の資格を取得していることが確認できる。また、Ｂ社は、申立期間当時、厚生

年金保険及び厚生年金基金への届出書は、複写式の様式を使用していたとして

いる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 52 年 11 月 22 日に申

立人がＡ社Ｃ支店において被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会

保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、昭和52年10月の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、

19万円とすることが妥当である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4143 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃセンターにおける資格喪失日は、昭和 47

年２月３日であると認められることから、同社Ｃセンターにおける資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、７万 2,000円とすることが妥当

である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月 29日から同年２月３日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、健康保険組合の記録及びＢ社が保有している申立人に

係る社員台帳により、申立人は、申立期間も継続してＢ社に勤務していたこと

が認められる。 

一方、Ｂ社厚生年金基金の申立人に係る加入員台帳には、申立人のＡ社Ｃセ

ンターにおける資格喪失日は、昭和 47 年２月３日であることが確認でき、ま

た、Ｂ社は、申立期間当時、厚生年金保険並びに厚生年金基金の資格取得及び

喪失に係る届出は、複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 47 年２月３日に申立

人がＡ社Ｃセンターにおいて被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社

会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、７万

2,000円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店における資格取得日は、昭和 56 年３月

26 日であると認められることから、同社Ｃ支店における資格取得日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年３月 26日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金基金の資料からも明らかなので、申立期

間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保有している申立人に係る社員台帳により、

申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務していたことが認められる。 

一方、Ｂ社企業年金基金から提出された申立人の申立期間に係る加入員資格

取得届により、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日は、昭和 56年３月 26

日であることが確認できる。また、同社は、申立期間当時、厚生年金保険並び

に厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、複写式の様式を用いて行っ

ていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 56年３月 26日に申立

人がＡ社Ｃ支店において被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

なお、昭和 56年３月の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、

26万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4145 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本店における資格喪失日は、昭和 52 年 11

月 17 日であると認められることから、同社本店における資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

  なお、申立期間の標準報酬月額については、24 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月 17日から同年 11月 17日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、健康保険組合の記録及びＢ社が保有している申立人に

係る社員台帳により、申立人は、申立期間も継続してＡ社に勤務していたこと

が認められる。 

一方、Ｂ社厚生年金基金の申立人に係る加入員台帳には、Ａ社本店における

資格喪失日は昭和 52 年 11月 17日と記載されている。また、同社は、申立期

間当時、厚生年金保険並びに厚生年金基金の資格取得及び喪失に係る届出は、

複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 52年 11 月 17日に申

立人がＡ社本店において被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

なお、昭和52年10月の標準報酬月額については、厚生年金基金の記録から、

24万円とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4150 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 21年８月 16日から 22年１月 11日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年１月 11

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 300円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：① 昭和 21年８月 16日から 22年１月 11日まで 

② 昭和 23年２月１日から 24年１月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間①

のＡ社、申立期間②のＢ社に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回

答をもらった。申立期間①については、昭和 20 年５月から一度も辞めるこ

となくＡ社に勤務していた。また、Ｂ社にも１年ではなく２年間はいたので、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人はＡ社から関連会社であるＢ社に転籍した後

も継続して勤務していたと供述している。また、申立期間当時に申立人と同

様に転籍した 22 名の従業員のうち大半が継続して厚生年金保険被保険者と

なっている。 

これらを総合的に判断すると、申立人が、申立期間にＡ社及びＢ社に継続

して勤務し（昭和 22 年１月 11日にＡ社からＢ社に転籍、その後 23年１月

31 日まで勤務）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除され

ていたことが推認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21 年６月の社会保険事

務所の記録から 300円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立期間①について、保険料を納付したか否かについて不明として

おり、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 



 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②について申立人は、申立期間にＢ社に勤務していたと申し立て

ている。 

しかし、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主

も死亡していることから、申立人の勤務の実態及び当時の同社の厚生年金保

険の取扱い等について確認することはできない。 

また、申立人は２名の上司、同僚を記憶しているが、いずれも死亡または

連絡先不明であることから、申立人の申立期間における勤務の実態や当時の

厚生年金保険の加入状況が照会できない。 

さらに、社会保険事務所のＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間当時に厚生年金保険に加入し、連絡が取れた 19 名の従業員に、申

立人の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況を照会したところ、そのうち

17 名は、申立人のことを記憶しておらず、残りの２名は、申立人のことは

知っているものの同社に申立期間においても勤務していたか否かを記憶し

ていないほか、申立人の厚生年金保険の加入状況及び同社における当時の厚

生年金保険の取扱いについては不明としている。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4151 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 62年８月３日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 34万円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年７月 30日から同年８月３日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 62年８月２日まで勤務し、このことは、退職時に会社から配

布された源泉徴収票で確認できるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

源泉徴収票及び雇用保険の記録並びに預金通帳に記帳された給与振込額から判

断すると、申立人は、Ａ社に昭和 62 年８月２日まで勤務し（雇用保険の記録は昭

和 62 年８月１日を離職日としている。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 62 年６月の社会保険事務所の

記録から、34万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は資格喪失届等の資料を破棄したことから不明としており、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申

立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行っ

たとは認められない。  



 

東京厚生年金 事案 4152 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月１日から５年３月 31日まで 

社会保険事務所の戸別訪問を受け、Ａ社に取締役工場長として勤務した期

間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際の給料より低い金額に訂正されて

いることが判明した。社会保険の事務には関与していなかったので、正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間の標準報

酬月額は、当初、平成４年９月から５年２月までの期間において 53 万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（５年

３月 31日）以降の同年４月 21日に、４年９月から５年２月までの期間につい

て標準報酬月額の記録を 15 万円に遡及
そきゅう

して減額訂正する処理が行われている

ことが確認できる。 

また、申立人はＡ社の登記簿謄本により申立期間当時役員であったことが確

認できる。しかし、当時の複数の役員は、「社会保険の届出等は事業主が行っ

たと思う。」と供述しているほか、そのうちの１名は「申立人は工場長であり、

役員であったとしても、私と同じように経営に関与できる立場ではなかった。」

と供述している。 

これらのことから、申立人は、社会保険関係の手続にはかかわっておらず、

当該標準報酬月額の遡及訂正処理には関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

ては、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正すること

が必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4153 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年５月１日から４年２月１日まで 

社会保険事務所から、厚生年金保険の記録について標準報酬月額の引下げ

の訂正の可能性の確認があり、Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。同社では、申立期間中は営業担当の取締役であ

ったが、社会保険の事務には関与していなかったので、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において

当初 53 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった日である平成５年３月 31 日より後の同年４月６日に遡及
そきゅう

して

訂正され、平成３年５月から４年１月までの期間について８万円に引き下げら

れていることが確認できる。 

また、Ａ社の代表取締役及び従業員の供述から、申立人は営業担当の役員で

あり、社会保険関係の手続に関与できる立場ではなかったことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のような記録

訂正を行う合理的な理由は見当たらないことから、標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た、53 万円に訂正することが必要であ

る。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

申立期間における標準賞与額に係る記録を平成 15 年９月 25 日は７万円、16

年９月 30日は７万 5,000円及び 17年９月 15日は７万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 15年９月 25日 

② 平成 16年９月 30日 

③ 平成 17年９月 15日 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務中の申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は、既

に社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納

付できず、申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付されるよう

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賞与明細書及び厚生年金保険被保険者賞与支払届により、申

立人は、申立期間に同社から賞与を支給され、申立期間①及び③については７

万円、申立期間②については７万 5,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書及び賞与支払届に

おける当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、平成 15年９月 25日は７

万円、16年９月 30日は７万 5,000円及び 17年９月 15日は７万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4155 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間における標準賞与額に係る記録を平成 15年９月 25日は 37万円、16年９

月 30日は 33万円、17年９月 15日は 56万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 平成 15年９月 25日 

② 平成 16年９月 30日 

③ 平成 17年９月 15日 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務中の申立期間の標準賞与額の記録が無いことが判明した。同社は、既

に社会保険事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納

付できず、各申立期間の記録は給付に反映されていないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賞与明細書及び厚生年金保険被保険者賞与支払届により、申

立人は、申立期間に同社から賞与を支給され申立期間①については 37 万円、

申立期間②については 33万円、申立期間③については 56万円の標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書及び賞与支払届に

おける当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、平成 15 年９月 25 日は

37万円、16年９月 30日は 33万円、17年９月 15日は 56万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 54年 10月 30日、資格喪失日に係る記録を同年 11月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月 30日から同年 11月１日まで 

Ａ社は、自分が入社した日を資格取得日として届け出ず、誤って手続をし

てしまった。申立期間についても厚生年金保険料は控除されていたので、

当該期間について年金給付額に反映されるよう社会保険庁の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 54 年 10 月 30 日に同社本社で採用され、同年 11 月

１日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 11月の社会保険事

務所の記録から 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の取

得及び喪失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 54 年 10 月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年２月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 12月の社会保険事

務所の記録から 20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年１月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年２月の社会保険事

務所の記録から 12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 56年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 56年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 56 年２月の社会保険事

務所の記録から 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

56 年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年２月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 12月の社会保険事

務所の記録から 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年１月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4162 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年２月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 12月の社会保険事

務所の記録から 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年１月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4163 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年２月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 12月の社会保険事

務所の記録から 22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年１月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4164 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 31日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年６月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年４月の社会保険事

務所の記録から 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年５月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4165 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年２月の社会保険事

務所の記録から 32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4166 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 54年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月 31日から同年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 54年 11月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54 年９月の社会保険事

務所の記録から 32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

54年 10月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4167 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年２月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 12月の社会保険事

務所の記録から 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年１月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4168 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 54年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月 31日から同年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 54年 11月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54 年９月の社会保険事

務所の記録から 19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

54年 10月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4169 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 56年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 38万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 56年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 56 年２月の社会保険事

務所の記録から 38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

56 年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年２月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年 12月の社会保険事

務所の記録から 32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年１月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4171 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 48 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 5,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年７月 28日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 48年８月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年６月の社会保険事

務所の記録から４万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

48 年７月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年２月の社会保険事

務所の記録から 17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4173 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務しており、そ

の間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年２月の社会保険事

務所の記録から 16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4174 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 47 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年７月 16日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。グループ会社間の異動はあったものの、同社には継続して勤務して

おり、その間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 47年８月１日に同社Ｂ工場から同社グループ会社の

Ｃ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47 年６月の社会保険事

務所の記録から８万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

47 年７月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4175 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 55年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答をもら

った。グループ会社間の異動はあったものの、同社には継続して勤務して

おり、その間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（昭和 55年４月１日に同社Ｂ工場から同社グループ会社の

Ｃ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年２月の社会保険事

務所の記録から 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年３月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4176 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 31日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ｂ社のグ

ループ会社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い

旨の回答をもらった。グループ会社間の異動はあったものの、同社には継

続して勤務しており、その間、厚生年金保険料は控除されていたので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ｂ社及

び同社グループ会社に継続して勤務し（昭和 55年６月１日に同社グループ

会社のＡ社から同社Ｃ工場に復帰）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年４月の社会保険事

務所の記録から 19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年５月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4177 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 55 年４月１日に、同社Ｃ工場における資格喪失日に係る

記録を 56年２月１日に訂正し、55年３月の標準報酬月額を 22 万円、56年１

月の標準報酬月額を 34万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年３月 31日から同年４月１日まで 

② 昭和 56年１月 23日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間①及び②について加入記録が無い旨の回

答をもらった。工場間の異動はあったものの、同社には継続して勤務して

おり、その間、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間①及び②

について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（①昭和 55年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動、

②昭和 56 年２月１日に同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立期間①及

び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 55 年２月の社会保険

事務所の記録から 22万円とし、申立期間②の標準報酬月額については、同

年 12月の社会保険事務所の記録から 34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和



 

55年３月及び 56年１月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4178 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 31日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ｂ社のグ

ループ会社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無い

旨の回答をもらった。グループ会社間の異動はあったものの、同社には継

続して勤務しており、その間、厚生年金保険料は控除されていたので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ｂ社及

び同社グループ会社に継続して勤務し（昭和 55年６月１日に同社グループ

会社のＡ社から同社Ｃ工場に復帰）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年４月の社会保険事

務所の記録から 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年５月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4179 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 31日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ｂ社及び

同社グループ会社に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録

が無い旨の回答をもらった。工場間又はグループ会社間の異動はあったも

のの、同社には継続して勤務しており、その間、厚生年金保険料は控除さ

れていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、Ｂ社及

び同社グループ会社に継続して勤務し（昭和 55年７月１日に同社グループ

会社のＡ社から同社Ｃ工場に復帰）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年４月の社会保険事

務所の記録から 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55 年５月及び同年６月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 4180 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 55年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から同年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、申立期間

が、未加入となっている旨の回答をもらった。申立期間についてもＡ社に

継続して勤務していたので、当該期間について、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業所から提出された厚生年金加入履歴及び保険料

控除を行った証明並びに事業主の供述から判断すると、申立人は、昭和 55

年 10月１日にＡ社に採用され、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55年 11月の社会保険事

務所の記録から 12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付していなかっ

たとしていることから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の取

得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

55年 10月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4181 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 30万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月１日から同年 12月 29日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同社で

は営業担当の取締役であり、社会保険事務手続に関与できる立場ではなかっ

たので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年２月から同年 11月までの期間は 30万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

同年 12月 29日以降の４年４月６日に、申立人を含む３人の標準報酬月額の記

録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、３年２月から同年 11

月までの期間について 10 万 4,000 円へと訂正されていることが確認できる。

社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

一方、申立人は、Ａ社の登記簿謄本によると、同社の取締役であったことが

確認できるが、同社の元従業員は、「申立人は、倉庫で運転手の手配等の業務

を行っていた。社会保険事務手続は事業主親子のみで行っており、他の従業員

は当該手続には関わっていない。」と供述していることから、申立人が当該訂

正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年２月から

同年 11月までの期間は 30万円に訂正することが必要である。 

 



 

東京厚生年金 事案 4182 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記

録を平成 12年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 59万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11年 12月 31日から 12年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、申立期間

が、未加入となっている旨の回答をもらった。昭和 53 年７月から平成 14

年３月までＡ事業所及び関連する事業所に継続して勤務していたので、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出のあった在籍証明書及び給与台帳並びに事業主の供述に

より、申立人は、Ａ事業所及び関連する事業所に継続して勤務し（平成 12

年１月１日にＡ事業所からＢ事業所に出向し、13年４月１日に復帰）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 11年 11月の社会保険庁

のオンライン記録から 59万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立てどおりの届出を行っておらず、保険料も納付して

いなかったとしていることから、事業主が平成 11年 12月 31日を資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12月の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案 4183 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成４年 10月から５年９月までの期間は 36万円、同年 10月は

53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から５年 11月 30日まで 

社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されてい

た保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成４年 10 月から５年９月までの期間は 36

万円、同年 10 月は 53 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった同年 11 月 30 日以降の６年１月 28 日に、

申立人を含む６人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されてお

り、申立人の場合、４年 10月から５年９月までの期間について 13万 4,000

円、同年 10 月について 18 万円へと訂正されていることが確認できる。社

会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成４年 10月か

ら５年９月までの期間は 36万円、同年 10月は 53万円に訂正することが必

要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4184 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 32万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から同年４月１日まで 

社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されてい

た保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成３年３月は 32万円と記録されていたとこ

ろ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年 10 月 26 日

以降の４年 12月 10日に、申立人を含む 39人の標準報酬月額の記録がさか

のぼって減額訂正されており、申立人の場合、３年３月について８万円へ

と訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、このよう

にさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たら

ない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 32万円に訂正す

ることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4185 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年６月１日から同年 11月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同

社では企画部長として不動産業に従事しており、社会保険事務手続に関与

できる立場では無かったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成６年６月から同年 10 月までの期間は 53

万円と記録されていたところ、申立人が同社の取締役を辞任（７年１月７

日）した以降の７年２月６日に、申立人を含む４人の標準報酬月額の記録

がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、定時決定された部分

を越え、６年６月から同年 10 月までの期間について 30 万円へと訂正され

ていることが確認できる。 

一方、社会保険事務所が保管する当該事業所の滞納処分票によると、標準

報酬月額が減額された当時の平成６年５月分から保険料滞納による差し押

さえがあったことが確認できる。 

また、申立人はＡ社の登記簿謄本から取締役であったことが確認できるが、

同社の代表取締役及び当時の複数の従業員は、申立人は企画部長として不

動産の企画、販売に従事しており、厚生年金保険の事務や経理に係る職務

への関与は無く、経営側のことを知り得る立場になかった旨の供述をして

いることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人及び他の３人の被保険者の厚生年金

保険被保険者報酬月額算定基礎届を８か月分もさかのぼって提出するとは



 

通常考え難く、社会保険事務所が行った標準報酬月額の遡及訂正処理につ

いては、当時の保険料滞納額を減額するために行ったものと認められ、こ

れは事実と異なる処理であることが明らかであり、合理的な理由は無いこ

とから、有効な記録訂正があったとは認められない。したがって、申立人

の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た 53万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4186 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年６月 21日から同年 10月 31日まで 

社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されてい

た保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成７年６月から同年９月までの期間は 59万

円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった同年 10月 31日以降の同年 12月７日に、申立人を含む９人の標準

報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、同年

６月から同年９月までの期間について 30万円へと訂正されていることが確

認できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正

するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 59万円に訂正す

ることが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4187 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成５年４月から同年９月までの期間は 47万円、同年 10月及び

同年 11月は 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から同年 12月 31日まで 

社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されてい

た保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成５年４月から同年９月までの期間は 47万

円、同年 10月及び同年 11月は 50万円と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年 12 月 31 日以降の６年１

月 18日に、申立人を含む９人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂

正されており、申立人の場合、５年４月から同年 11月までの期間について

19 万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、

このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は

見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成５年４月か

ら同年９月までの期間は 47 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 50 万円に訂

正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4191 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（平成 13年 11月１日）及び資格取得日（平成 13年

12月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年 11月１日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に平成 12 年５月１日から現在まで継続して勤務しているが、申立期間の加

入記録が無い旨の回答をもらった。同社では給与から厚生年金保険料を控除

されていたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在籍証明書及び回答書並びに申立人から提出された平

成 13年 11月分及び同年 12月分の給料支払明細書により、申立人は、同社に

継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 13年 11月の給与支払明細

書の保険料控除額及び同年 10月の社会保険事務所の記録から、22万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日を平成13年11月１日、

取得日を同年 12 月１日とする届出を社会保険事務所に対して誤って提出して

いたこと、また、申立期間に係る申立人の厚生年金保険料についても、納付し

ていないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4192 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成４年４月から５年 10月までの期間については 53万円、同年

11月から６年２月までの期間については 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から６年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低い

金額に訂正されていることが判明した。申立期間当時、同社では取締役であ

ったが、社会保険の事務には関与していなかったので、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）におい

て、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、平成４年４月か

ら５年 10月までの期間については 53万円、同年 11月から６年２月までの期

間については 44 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日（平成６年３月 31日）以降の同年４月 22日付けで、申立人を

含む３名の従業員の標準報酬月額に係る記録がさかのぼって訂正されており、

申立人の標準報酬月額は４年４月から５年10月までの期間については53万円

から 30万円に、同年 11月から６年２月までの期間については 44万円から 28

万円に減額訂正する処理が行われていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から取締役であったことが確認でき

るが、同社における他の取締役二人は、申立人は営業担当の役員であったが、

遡及
そきゅう

訂正時は担当の無い役員として勤務しており、社会保険関係の業務には従

事していなかったと供述していることから、申立人が当該標準報酬月額の減額

訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさかの



 

ぼって訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、

平成４年４月から５年 10月までの期間については 53万円、同年 11月から６

年２月までの期間については 44万円とすることが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4193 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和20年12月６日に、資格喪失日に係る記録を21年11月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 20年 12月から 21年３月のまでの期間については

100 円、同年４月から同年 10 月までの期間については 540 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年 12月６日から 21年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 13年３月４日から 21 年 10月 31日までの期間のうち、

申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間に異動はしたが、

継続して同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和20年12月６日に同社Ｂ工場から同社本社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 20年 11月の社会保険事務

所の記録及び同僚の記録から、20 年 12 月から 21 年３月までの期間について

は 100円、同年４月から同年 10月までの期間については 540円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から、申立人に係るＡ社本社の被保険者資格取得届が提出された場合には、

その後被保険者資格喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機

会においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務

処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に



 

係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

20 年 12 月から 21 年 10 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4199   

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年１月１日から４年３月 16日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、平成３年１月から４年３月までの標準報酬月額が、

実際の給料より低い金額に訂正されていることが判明したので、正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から４年２月までは 53 万円と記録さ

れていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった４年３

月 16 日以降の同年５月８日に、申立人を含むＡ社役員７名の標準報酬月額の

記録が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、申立人の場合、３年１月から４年２月ま

で 11 万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、

このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当

たらない。 

また、申立人は、平成２年２月 17日から４年３月 20日まで、Ａ社の取締役

として勤めていたことが同社の商業登記簿から確認できる。しかし、当時の同

社代表取締役が「社会保険料の滞納額が増大したので、役員の標準報酬月額を

さかのぼって減額したが、申立人には説明はしていない。」旨、他の代表取締

役が「申立人は技術関係を担当しており、社会保険の担当ではなかった。」旨

それぞれ供述していること、また、申立人は平成４年３月 20 日に退任してお

り、上記標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正された同年５月８日には役員

ではないことや、当該事業所において申立人の雇用保険の加入記録が認められ

ること等から、申立人が自身等の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理に関与していた



 

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円とすることが必要

である。 

  



 

東京厚生年金 事案 4200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 25 年４月１日に訂正し、同社Ｃ支店における資

格喪失日に係る記録を 29年 11月１日に訂正し、同社Ｄ出張所における資格喪

失日に係る記録を 35 年７月 20 日に訂正し、25 年４月から同年６月までの期

間に係る標準報酬月額を 5,000円とし、29年 10月の標準報酬月額を１万 4,000

円とし、35年６月の標準報酬月額を 2万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年４月１日から同年７月 10日まで 

             ② 昭和 29年 10月 29日から同年 11月１日まで 

             ③ 昭和 35年６月 21日から同年７月 20日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③について、厚生年金保険の加

入記録が無いとの回答をもらった。昭和 25 年４月１日に同社に入社し、継

続して勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社の在職期間証明書、退職者カード、回答書及び

同僚等の供述により、申立人がＡ社Ｃ支店に昭和 25 年４月１日から継続し

て勤務していたことは確認できる。 

また、事業主からの回答によると、申立人は営業職の正社員であり、正社

員は入社時に厚生年金保険に加入させていたので、厚生年金保険の被保険者

であったとしている。 

さらに、申立人と同様に４月１日付けで入社した他の正社員の従業員は、

社会保険事務所のＡ社Ｃ支店における被保険者名簿において、同日に被保険

者資格を取得していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険



 

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 25 年７月の社会保険

事務所の記録から、5,000円とすることが妥当である。 

２ 申立期間②については、Ｂ社の在職期間証明書、退職者カード、回答文書、

雇用保険の加入記録及び当時の従業員の回答により、申立人がＡ社Ｃ支店に

昭和 29年 10月 29日から同年 11月 1日までの期間も継続して勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、昭和 29 年９月の社会保険

事務所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当である。 

３ 申立期間③については、Ｂ社の在職期間証明書、退職者カード、回答文書、

雇用保険の加入記録及び当時の従業員の回答により、申立人がＡ社Ｄ出張所

に昭和 35年６月 21日から同年７月 20日までの期間も継続して勤務し、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、昭和 35 年５月の社会保険

事務所の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

４ なお、申立期間①、②及び③については、事業主が申立人に係る保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、事業主は社会保険事務所からの

納付告知書により被保険者分の合計額を納付しているので、社会保険事務所

に記録が無ければ保険料を納付していないと思われると回答していること

から、これを履行していないと認められる。 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され、

かつ、事業主は申立人が昭和 26年８月 15日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められるところか

ら、申立期間について厚生年金保険者の資格取得日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年８月 15日から 27年５月 22日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ 

社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回

答をもらった。昭和 26年８月 15日に同社に入社し、継続して勤務していた

ことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の発行した在職証明、人事記録、健康保険の加入記録及び同僚の回答に

より、申立人がＡ社に昭和26年８月15日から勤務していたことは確認できる。 

また、事業主は申立人が正規従業員であり、同じ従業員同士で処遇が違うと

いうことはありえず、したがって、当然社会保険への加入は行われ、保険料の

控除、納付も行っていたと思われると回答している。 

さらに、Ａ社は、当時、政府管掌健康保険に加入しており、社会保険事務所

の当該事業所の被保険者名簿において、申立人の前後各 100名の厚生年金保険

の記号及び番号欄を調査したところ、申立人及び申立人と同頁に記載されてい

る社員の計２名の厚生年金保険の記号及び番号欄が空白となっていたが、厚生

年金保険を適用除外とする理由の記載は無い。このことについて当該事業所を

所管していた社会保険事務所に確認したところ、当該欄の空白の理由は分から

ないと回答している。 

しかし、同一の事業所において、健康保険にのみ加入する者並びに健康保険

及び厚生年金保険に加入する者が混在することは制度上考え難いことから、申

立人は、Ａ社において健康保険にのみではなく、厚生年金保険にも加入してい



 

たと考えることが自然である。 

これらを総合的に判断すると、事業主が、申立人について、昭和 26 年８月

15 日に厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行

ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 26 年８月の社会保険事務

所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社における

資格取得日に係る記録を昭和 39年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 11月１日から 40年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答

をもらった。昭和 32 年４月１日に同社に入社し、継続して勤務していたこ

とは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ｂ社の発行した在職証明書、社員名簿、回答書及び雇用

保険の記録により、申立人が同社に昭和 32 年４月１日から勤務していたこと

が確認できる。 

また、事業主は、関係する資料に関しては提出することはできないが、申立

人を昭和 32 年４月１日から退職日まで継続して雇用しており、上記申立期間

の２か月間のみ保険料を控除していないということは考えられないと供述し

ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 40 年１月の社会保険事務

所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間については、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。    



 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4206      

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立期間のうち、昭和 56年１月１日から昭和 57年２月 1日までの期間に

ついては、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同年

２月１日であるとともに、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額

は申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間

に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するとともに、

当該期間の標準報酬月額の記録を 41万円に訂正することが必要である。 

  ２ 申立期間のうち、昭和 57年８月 31日から 58年１月 10日までの期間につ

いては、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同年１

月 10 日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。     

なお、昭和 57年８月から同年 12月までの期間に係る標準報酬月額は、36

万円とすることが必要である。    

また、申立期間のうち、昭和 58年１月 10日から同年４月 22日までの期

間については、申立人のＣ社における厚生年金保険被保険者資格取得日は同

年１月 10日、資格喪失日は同年４月 22日であると認められることから、当

該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。   

なお、昭和 58 年１月から同年３月までの期間に係る標準報酬月額は、32

万円とすることが必要である。 

 さらに、申立期間のうち、昭和 58年４月 22日から同年５月２日までの期

間については、申立人は当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＣ社における資格喪失

日を同年５月２日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 32 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。   

  ３ 申立期間のうち、昭和 58年５月２日から同年 11月 11日までの期間につ

いては、申立人のＤ協会における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同年

11月 11日であるとともに、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月

額は申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期

間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するととも

に、当該期間の標準報酬月額の記録を 32万円に訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等   

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：         

生 年 月 日 ： 昭和６年生      



 

住 所 ：     

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年１月１日から 57年２月 1日まで 

             ② 昭和 57年８月 31日から 58年５月２日まで 

             ③ 昭和 58年５月２日から同年 11月 11日まで 

    昭和 53年２月 25日から 58年 11 月 10日までＡ社に運転手として継続し

て勤務していたにもかかわらず、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社、

Ｂ社及びＤ協会の３事業所において厚生年金保険に加入したことになって

いる上、標準報酬月額が実際の報酬と相違している期間及び厚生年金保険に

未加入となっている期間がある。厚生年金保険の記録を正しい記録に訂正し

てほしい。    

                   

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、社会保険事務所の記録では、当初、申立人に係る

申立期間の標準報酬月額は 41 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 56年 12月 31日）の後の 57年２

月 22日付けで、申立人を含む 106名について、56年１月に遡及
そきゅう

して標準報

酬月額が９万 8,000円に減額処理されている。   

一方、社会保険事務所の記録では、昭和 57年２月 22日付けで、申立人を

含む 153名のＡ社における資格喪失日が、厚生年金保険の適用でなくなった

56 年 12 月 31 日と記録されているが、その後の 57 年１月８日及び１月 14

日に各１名が、同社において被保険者資格を取得し、取り消された記録があ

る上、雇用保険の記録では、申立人のＡ社における離職日は同年１月 31 日

となっていることから、申立人の資格喪失日は事実に基づくものとは考えが

たい。           

また、上記の減額処理が行われた当時、申立人並びに申立人の上司及び同

僚は、申立人は企業グループ内の別会社の社長付きの運転手であったと供述

している上、商業登記簿により、申立人がＡ社の役員ではなかったことが確

認できる。     

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人のＡ社に

おける厚生年金保険の資格喪失日を昭和 56 年 12月 31日とするとともに、

申立期間①に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合理的理由は無

く、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったことは認められ

ないことから、申立人の資格喪失日は 57 年２月１日であったと認められ、

申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

41万円とすることが必要である。 

  ２ 申立期間②のうち、昭和 57年８月 31日から 58年１月 10日までの期間に

ついては、社会保険事務所の記録では、当初、当該期間の標準報酬月額は

36 万円と記録されていたところ、同年１月 11 日付けで、申立人を含む 28



 

名について、57年８月 31日に遡及
そきゅう

して、Ｂ社における資格喪失日が処理さ

れている。     

一方、雇用保険の記録では、申立人のＢ社における離職日は昭和 58 年１

月 31日となっていることから、申立人は同年１月 31日までＢ社に勤務して

いたと認められ、申立人の資格喪失日は事実に基づくものとは考え難い。    

また、上記の資格喪失処理が行われた当時、申立人並びに申立人の上司及

び同僚は、申立人は企業グループ内の別会社の社長付きの運転手であったと

供述している上、商業登記簿により、申立人がＢ社の役員ではなかったこと

が確認できる。      

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人のＢ社に

おける厚生年金保険の資格喪失日を57年８月31日と処理する合理的理由は

無く、有効な記録訂正があったことは認められないことから、申立人の資格

喪失日は 58年１月 10日であったものと認められる。 

なお、昭和 57年８月から同年 12月までの期間に係る標準報酬月額は、社

会保険事務所の記録から 36万円とすることが妥当である。 

また、申立期間②のうち、昭和 58年１月 10 日から同年４月 22日までの

期間については、社会保険事務所の記録では、当初、申立人のＣ社における

厚生年金保険被保険者資格取得日は同年１月 10 日と記録されていたところ、

Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（57 年 11 月 30 日）の後

の 58年４月 22日付けで、申立人を含む 22 名の資格取得日が取り消されて

いる。 

一方、申立人の上司及び同僚は、申立人は、当該期間も継続して勤務して

いたと供述していることから、申立人のＣ社における資格取得の取消しは事

実に基づくものとは考え難い。      

また、上記の資格取得の取消処理が行われた当時、申立人並びに申立人の

上司及び同僚は、申立人は企業グループ内の別会社の社長付きの運転手であ

り、Ｃ社の役員ではなかったと供述している。   

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の資格取

得日を取り消す合理的理由は無く、有効な記録訂正があったことは認められ

ないことから、申立人のＣ社における資格取得日は昭和 58年１月 10日、資

格喪失日は同年４月 22日であったものと認められる。    

なお、昭和 58 年１月から同年３月までの期間に係る標準報酬月額は、社

会保険事務所の記録から 32万円とすることが妥当である。   

さらに、申立期間②のうち、昭和 58年４月 22日から同年５月２日までの

期間については、申立人の上司及び同僚が、当該期間も従前どおり、申立人

は継続して勤務していたと供述していることから、申立人は当該期間にＣ社

に継続して勤務していたと認められる。       

また、当該期間の後の期間は、同一グループ会社のＤ協会で被保険者資格

を取得していることが確認できることから、申立人は継続して同一の企業グ

ループの会社に勤務していたものと認められる。  



 

一方、社会保険事務所の記録によると、Ｃ社は当該期間において厚生年金

保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、同社は、法人事業所である

こと並びに申立人の上司及び同僚の供述により、当該期間も適用事業所の要

件を満たしていたものと考えられる。     

これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 58 年４月の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、昭和 58 年４月の標準報酬月額は、同年３月の社会保険事務所の記

録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明であるとしているが、事業主は、適用事業所でありな

がら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、事業主は、58 年４月に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。  

  ３ 申立期間③については、社会保険事務所の記録では、当初、申立人のＤ協

会における資格喪失日は昭和 58年 11月 11 日、申立期間の標準報酬月額は

32 万円と記録されていたところ、Ｄ協会が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（58年６月 30日）の後の 58年 12月９日付けで、申立人を含む

４名について、資格喪失日を同年６月 30 日と遡及
そきゅう

して処理（うち、申立人

を含む２名は訂正処理）されるとともに、同年５月から同年 10 月までの期

間に係る標準報酬月額が遡及
そきゅう

して９万 8,000円に減額処理されている。 

一方、雇用保険の記録では、申立人のＤ協会における離職日は、昭和 58

年 11月 10日となっており、申立人の当初の厚生年金保険被保険者記録と一

致していることから、申立人は申立期間にＤ協会に勤務していたことが認め

られ、申立人の資格喪失日の記録訂正は事実に基づくものとは考え難い。           

また、上記の減額処理が行われた当時、申立人並びに申立人の上司及び同

僚は、申立人は企業グループ内の別会社の社長付きの運転手であり、Ｄ協会

の役員ではなかったと供述している。     

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の資格喪

失日及び申立期間③に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合理的

理由は無く、申立期間の資格喪失日及び標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったことは認められないことから、申立人の資格喪失日は、昭和 58 年

11月 11日、申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た 32万円とすることが必要である。 

 

 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4207      

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立期間のうち、昭和 56年１月１日から昭和 57年２月 1日までの期間に

ついては、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同年

２月１日であるとともに、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額

は申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間

に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するとともに、

当該期間の標準報酬月額の記録を 41万円に訂正することが必要である。 

  ２ 申立期間のうち、昭和 57年８月 31日から 58年１月 10日までの期間につ

いては、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同年１

月 10 日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。       

なお、昭和 57年８月及び９月に係る標準報酬月額は 38万、同年 10月か

ら同年 12月までの期間に係る標準報酬月額は、44万円とすることが必要で

ある。       

また、申立期間のうち、昭和 58年１月 10日から同年４月 22日までの期

間については、申立人のＣ社における厚生年金保険被保険者資格取得日は同

年１月 10日、資格喪失日は同年４月 22日であると認められることから、当

該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。    

なお、昭和 58 年１月から同年３月までの期間に係る標準報酬月額は、36

万円とすることが必要である。        

 さらに、申立期間のうち、昭和 58年４月 22日から同年５月２日までの期

間については、申立人は当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＣ社における資格喪失

日を同年５月２日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 36 万円とすること

が必要である。                  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。   

  ３ 申立期間のうち、昭和 58年５月２日から同年 10月 21日までの期間につ

いては、申立人のＤ協会における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同年

10月 21日であるとともに、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月

額は申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期

間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するととも

に、当該期間の標準報酬月額の記録を 36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等   

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男           

基礎年金番号 ：  



 

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年１月１日から 57年２月 1日まで 

             ② 昭和 57年８月 31日から 58年５月２日まで 

             ③ 昭和 58年５月２日から同年 10月 21日まで 

    昭和 51年７月 13日から 58年 10 月 20日までＥ社に運転手として継続し

て勤務していたにもかかわらず、社会保険庁のオンライン記録では、Ｅ社、

Ａ社、Ｂ社及びＤ協会の４事業所において厚生年金保険に加入したことにな

っている上、標準報酬月額が実際の報酬と相違している期間及び厚生年金保

険に未加入となっている期間がある。厚生年金保険の記録を正しい記録に訂

正してほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、社会保険事務所の記録では、当初、申立人に係る

申立期間の標準報酬月額は 41 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 56年 12月 31日）の後の 57年２

月 22日付けで、申立人を含む 106名について、56年１月に遡及
そきゅう

して標準報

酬月額が９万 8,000円に減額処理されている。   

一方、社会保険事務所の記録では、昭和 57年２月 22日付けで、申立人を

含む 153名のＡ社における資格喪失日が、厚生年金保険の適用でなくなった

56 年 12 月 31 日と記録されているが、その後の 57 年１月８日及び１月 14

日に各１名が、同社において被保険者資格を取得し、取り消された記録があ

る上、雇用保険の記録では、申立人のＡ社における離職日は同年１月 31 日

となっていることから、申立人の資格喪失日は事実に基づくものとは考えが

たい。           

また、上記の減額処理が行われた当時、申立人並びに申立人の上司及び同

僚は、申立人はグループ会社のオーナー付きの運転手であったと供述してい

る上、商業登記簿により、申立人がＡ社の役員ではなかったことが確認でき

る。     

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人のＡ社に

おける厚生年金保険の資格喪失日を昭和 56 年 12月 31日とするとともに、

申立期間①に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合理的理由は無

く、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったことは認められ

ないことから、申立人の資格喪失日は 57 年２月１日であったと認められ、

申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

41万円とすることが必要である。 

  ２ 申立期間②のうち、昭和 57年８月 31日から 58年１月 10日までの期間に

ついては、社会保険事務所の記録では、当初、57 年８月及び同年９月は 38



 

万円、同年 10月から同年 12月までは 44万円と記録されていたところ、58

年１月 11日付けで、申立人を含む 28名について、57年８月 31日に遡及
そきゅう

し

て、Ｂ社における資格喪失日が処理されている。               

一方、雇用保険の記録では、申立人のＢ社における離職日は昭和 58 年１

月 31日となっていることから、申立人は同年１月 31日までＢ社に勤務して

いたと認められ、申立人の資格喪失日は事実に基づくものとは考え難い。    

また、上記の資格喪失処理が行われた当時、申立人並びに申立人の上司及

び同僚は、申立人はグループ会社のオーナー付きの運転手であり、Ｂ社の役

員ではなかったと供述している。      

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人のＢ社に

おける厚生年金保険の資格喪失日を57年８月31日と処理する合理的理由は

無く、有効な記録訂正があったことは認められないことから、申立人の資格

喪失日は 58年１月 10日であったものと認められる。      

なお、標準報酬月額については、昭和 57年８月及び９月は 38万円、同年

10月から同年 12月までの期間は 44万円とすることが妥当である。   

また、申立期間②のうち、昭和 58年１月 10 日から同年４月 22日までの

期間については、社会保険事務所の記録では、当初、申立人のＣ社における

厚生年金保険被保険者資格取得日は同年１月 10 日と記録されていたところ、

Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（57 年 11 月 30 日）の後

の 58年４月 22日付けで、申立人を含む 22 名の資格取得日が取り消されて

いる。 

一方、申立人の上司及び同僚は、申立人は、当該期間も継続して勤務して

いたと供述していることから、申立人のＣ社における資格取得の取消しは事

実に基づくものとは考え難い。      

また、上記の資格取得の取消処理が行われた当時、申立人並びに申立人の

上司及び同僚は、申立人はグループ会社のオーナー付きの運転手であり、Ｃ

社の役員ではなかったと供述している。     

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の資格取

得日を取り消す合理的理由は無く、有効な記録訂正があったことは認められ

ないことから、申立人のＣ社における資格取得日は昭和 58年１月 10日、資

格喪失日は同年４月 22日であったものと認められる。    

なお、昭和 58 年１月から同年３月までの期間に係る標準報酬月額は、社

会保険事務所の記録から 36万円とすることが妥当である。   

さらに、申立期間②のうち、昭和 58年４月 22日から同年５月２日までの

期間については、雇用保険の記録では、申立人のＣ社における離職日は 58

年５月１日となっている上、申立人の上司及び同僚が、当該期間も従前どお

り、申立人は継続して勤務していたと供述していることから、申立人は当該

期間にＣ社に継続して勤務していたと認められる。       

また、当該期間の後の期間は、同一グループ会社のＤ協会で被保険者資格

を取得していることが確認できることから、申立人は継続して同一の企業グ



 

ループの会社に勤務していたものと認められる。  

一方、社会保険事務所の記録によると、Ｃ社は当該期間において厚生年金

保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、同社は、法人事業所である

こと並びに申立人の上司及び同僚の供述により、当該期間も適用事業所の要

件を満たしていたものと考えられる。     

これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 58 年４月の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、昭和 58 年４月の標準報酬月額は、同年３月の社会保険事務所の記

録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明であるとしているが、事業主は、適用事業所でありな

がら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、事業主は、58 年４月に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。  

  ３ 申立期間③については、社会保険事務所の記録では、当初、申立人のＤ協

会における資格喪失日は昭和 58年 10月 21 日、申立期間の標準報酬月額は

36 万円と記録されていたところ、Ｄ協会が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（58年６月 30日）の後の 58年 12月９日付けで、申立人を含む

４名について、資格喪失日を同年６月 30 日と遡及
そきゅう

して処理（うち、申立人

を含む２名は訂正処理）されるとともに、同年５月から同年 10 月までの期

間に係る標準報酬月額が遡及
そきゅう

して９万 8,000円に減額処理されている。 

一方、雇用保険の記録では、申立人のＤ協会における離職日は、昭和 58

年 10月 20日となっており、申立人の当初の厚生年金保険被保険者記録と一

致していることから、申立人は申立期間にＤ協会に勤務していたことが認め

られ、申立人の資格喪失日の記録訂正は事実に基づくものとは考え難い。           

また、上記の減額処理が行われた当時、申立人並びに申立人の上司及び同

僚は、申立人はグループ会社のオーナー付きの運転手であり、Ｄ協会の役員

ではなかったと供述している。       

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の資格喪

失日及び申立期間③に係る標準報酬月額を遡及して減額処理を行う合理的

理由は無く、申立期間の資格喪失日及び標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったことは認められないことから、申立人の資格喪失日は、昭和 58 年

10月 21日、申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た 36万円とすることが必要である。 

 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4208     

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 39年９月 30日から同年 10月 24日までの期間につい

ては、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年 10月 24日であると認められ

ることから、当該期間に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 39年 10月 24日から同年 11月１日までの期間

については、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

を同年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万円とすることが必

要である。        

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。     

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女    

    基礎年金番号 ：        

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生          

    住    所 ：        

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年９月 30日から同年 11月 1日まで 

             ② 昭和 53年８月３日から同年 10月２日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（後に

Ｂ社）に勤務した期間のうちの申立期間①及びＣ社（後にＤ社）に勤務した

期間のうちの申立期間②の加入記録が無かった。これらの２つの期間におい

ても、それぞれの会社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。        

   

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、複数の同僚の供述から、申立人が、申立期間にお

いてもＡ社に継続して勤務していたことが認められる。   

また、申立期間①のうち、昭和 39年９月 30日から同年 10月 24日までの

期間については、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった日（昭和 39年９月 30日）の後の同年 10月 24日付けで同

年の算定が完了した旨の記録があり、申立人の場合は、１万円と記録されて

いることから、同年 10月 24日以降に、同年９月 30日にさかのぼって同社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなったとする処理がなされたと考えら

れる。        



 

さらに、当時の経理担当者は、Ａ社は厚生年金保険料を滞納していたと供

述していることから、上記の処理は当時の保険料滞納額を減額するために行

ったものと認められ、事実に基づいたものとは考え難い。        

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が昭和 39

年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなったと処理する合理的理

由は無いことから、申立人の資格喪失日は社会保険事務所の処理日である同

年 10月 24日であると認められる。    

一方、申立期間①のうち、昭和 39年 10月 24日から同年 11月１日までの

期間については、申立人は同年 11 月１日に、Ａ社が住所を移転し名称を変

更したＢ社において厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認

できる。        

また、社会保険事務所の記録では、申立人を含む 14 名が、Ａ社が適用事

業所でなくなった日（昭和 39年９月 30日）に被保険者資格を喪失し、Ｂ社

が適用事業所となった日に被保険者資格を取得しているが、申立人及び複数

の同僚が、これらの従業員が申立期間①のうち、昭和 39年 10月 24日から

同年 11 月１日までの期間においても継続して勤務していたと供述している

ことから、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所でなくなった日以後、Ｂ社と

して適用事業所となるまでの間も、厚生年金保険法の定める適用事業所の要

件を満たしていたと考えられる。          

    これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 39年 10月の保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。  

    また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年８月の社会保険事

務所の記録から、１万円とすることが妥当である。  

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主の

所在が不明でこれを確認できないものの、事業主は、申立期間①において適

用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと

認められることから、事業主は、申立人の昭和 39年 10月に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②については、複数の同僚の供述から、申立人が、申立期間にお

いてもＣ社に勤務していたことは認められる。 

 しかし、社会保険事務所の記録によると、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっている上、事業主とは連絡が取れず、申立人の勤務状況、

保険料控除等を確認することができない。         

 また、申立人は、上司、同僚等を記憶していないと供述しており、申立人

の勤務状況、保険料控除等を確認することができない。    

さらに、社会保険事務所のＣ社に係る被保険者名簿から申立期間当時厚生

年金保険の被保険者であったことが確認できる複数の従業員のうち、８名と

連絡が取れたものの、２名は、申立人が申立期間②に勤務していたことは記

憶しているが、申立期間の保険料控除等については分からないと供述し、６

名は、申立人を記憶していないと供述している。 



 

加えて、申立人は、入社当初は警備業務を担当していたが、２か月又は３

か月後に事務職になったと供述しており、社会保険事務所の記録でも、昭和

53年８月３日に資格喪失した時の標準報酬月額が、同年 10月２日に再び資

格取得した時の標準報酬月額より３等級低いものとなっていることから、申

立人の資格喪失は、職種変更に伴うものであったと考えられる。   

このほか、申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 4209    

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 44万円に訂正することが必要である。       

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男       

基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生          

住    所 ：     

                       

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年 10月 31日まで     

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

の標準報酬月額が実際の給与又は給与から控除されていた保険料に見合う

標準報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正

してほしい。              

                      

第３ 委員会の判断の理由     

社会保険庁のオンライン記録では、当初、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は 44 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成５年 10月 31日）の後の同年 12月８日付けで、平成４年

４月１日に遡及
そきゅう

（他の２名は、３年 11 月１日に遡及
そきゅう

）して標準報酬月額が８

万円に減額処理されていることが確認できる。      

また、上記減額処理が行われた当時、申立人は、商業登記簿により、Ａ社の

取締役であったことが確認できるものの、申立人は、社会保険事務手続に関与

したことは無く、上記減額処理についても承知していないことを供述している

上、同社の代表取締役及び経理担当の取締役はいずれも、上記減額処理につい

ては、代表取締役及び経理担当の取締役の二人で社会保険事務所に行き、関係

書類に押印したことを供述していることから、申立人が上記減額処理に関与し

ていなかったと認められる。   

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成４年４月から

５年９月までの期間に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合理的理

由は無く、当該期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た 44万円とすることが必要である。      



 

東京厚生年金 事案 4211 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 20万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年６月１日から同年 11月 30日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同

社では、取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与する立場ではな

かったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった平成８年 11 月 30 日の後の同年 12 月５

日付けで、同年６月から同年 10月までの期間は 20万円が９万 8,000円にさか

のぼって訂正処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は、昭和 45年７月 27日に取締役に就

任し、当該訂正処理が行われた平成８年 12 月５日時点で引き続き取締役であ

ることが確認できるが、他の取締役は、「申立期間当時、同社において経理担

当役員はおらず、代表取締役が社会保険事務及び経理を担当しており、申立人

はまったく関与していなかった」旨供述していることから、申立人が当該訂正

処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出たとおり、平成８年６月から同年 10 月までは 20

万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 4212 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を平成３年６月から同年９月までの期間については 24 万円に、同年

10月から４年１月までの期間については 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年６月１日から４年２月 11日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同社では、厚生

年金保険関係事務に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年３月２日の後の同年７月 30 日

付けで、３年６月から同年９月までの期間は 24万円が８万円に、同年 10月か

ら４年１月までの期間は 26 万円が８万円に、それぞれさかのぼって訂正処理

されていることが確認できる。 

また、Ａ社の登記簿謄本から、申立人が同社の取締役等の役員であったこと

は確認できない上、当時の代表取締役は、「申立人は、一般事務を担当し、厚

生年金保険関係事務には関与していなかった」旨供述していることから、申立

人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年６月から同年９月までは 24 万

円に、同年 10月から４年１月までは 26万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 4213 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ事業所における申立人の厚生年金保険被保険

者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 53 年３月１日）及び資格取

得日（55年 12月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、53年３月か

ら同年９月までは７万 2,000 円、同年 10 月から 55 年９月までは８万 6,000

円、同年 10月及び同年 11月は９万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年３月１日から 55年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ事

業所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同事業所には、昭和 52年７月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金

保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所のオンライン記録では、Ａ事業所において昭和

52年７月18日に厚生年金保険の資格を取得し、53年３月１日に資格を喪失後、

55年 12月１日に同事業所において再度資格を取得しており、53年３月１日か

ら 55年 12月１日までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかしながら、Ａ事業所から提出された人事記録から、申立人は、申立期間

において同事業所に継続して勤務していたことが認められる上、当該人事記録

では、申立人が申立期間において勤務条件や雇用関係等の変更があったことが

見当たらず、同事業所の担当者は、「人事記録を見る限り、申立人がいったん

厚生年金保険の資格を喪失する理由は見当たらない」旨供述していることから、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて



 

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53 年３月から同年９月ま

では、申立人のＡ事業所における同年２月の社会保険庁のオンライン記録から

７万 2,000円、同年 10月から 55年９月までは、同事業所が保管する人事記録

における申立人の日給額により算出した 53年 10月及び 54年 10月の定時算定

額から８万 6,000円、55年 10月及び同年 11月は、同年 10月の当該定時算定

額から９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪

失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記

録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格

の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 53年３月から 55年 11月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4222 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 63 年 10 月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年９月 27日から同年 10月２日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立

期間も同社で継続して勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主及び複数の従業員の供述から、申立人は、申立期間も含め同社

に継続して勤務（昭和 63 年 10 月 2 日に同社から、親会社であるＢ社に異動）

していたことが推認できる。 

また、申立期間当時のＡ社の事業主の、「申立期間のころの従業員の社会保

険料は、当月に支払う給与から控除する方式を採っていた。」旨の供述と、当

該事業主から提出された昭和 63 年９月分給料計算表から、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 63 年８月

の社会保険庁のオンライン記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社の事業主は納付したと、また、同社の事業を継承したＣ社は不明であるとそ

れぞれ供述しているが、申立人の雇用保険記録では、Ａ社に係る離職日が厚生

年金保険の資格喪失日の前日である昭和 63年９月 26日となっており、社会保

険庁の被保険者記録と一致していることから、社会保険事務所と公共職業安定

所の双方が誤って記録したとは考え難く、事業主が同日を資格喪失日として届



 

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 63 年９月の保険料の納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 4223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）における

資格取得日に係る記録を昭和 32 年９月 21 日に、資格喪失日に係る記録を 35

年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32年９月は１万円、35年１

月は１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務につ

いて、昭和 32 年９月分は履行したか否かについて明らかでないと認められ、

35年１月は履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年９月 21日から同年 10月１日まで 

      ② 昭和 35年１月 29日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②について加入記録が無い旨の

回答をもらった。昭和 32 年４月に同社に入社し、申立期間において異動は

あったが、45年 12月に退職するまで同社に継続して勤務していたので、申

立期間①及び②について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社の社員カードから、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 32 年８月 27 日に同社本社から同社Ｂ工場に異動、35 年１月 28

日に同社Ｂ工場から同社Ｄ営業所に異動）、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 32年 10月の社会保険事

務所の記録から１万円、申立期間②の標準報酬月額については、34年 12月の

社会保険事務所の記録から１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としている。 

このことについて、申立期間①については、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

次に、申立期間②については、Ａ社の社員カードには、同社Ｂ工場から同社

Ｄ営業所への申立人の異動日付は昭和 35年１月 28日と記録されているが、社

会保険事務所の記録では、同社Ｄ営業所が厚生年金保険の適用事業所となった

のは同年２月１日であることから、申立人は当該期間において、同社Ｂ工場に

て厚生年金保険の被保険者であったと認めるのが相当である。しかしながら、

事業主が同社Ｂ工場における資格喪失日を同年１月 29 日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る 35 年１月の保険料の納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京国民年金 事案 5588                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年 11月から 49年９月までの期間、51年７月から同年９月

までの期間及び53年５月から55年１月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 11月から 49年９月まで 

             ② 昭和 51年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和 53年５月から 55年１月まで 

私は、昭和 47 年 10 月に婚姻し、居住していた市で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していた。申立期間が未加入とされ、保険料

が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況、保険料

の納付頻度及び納付額の記憶が曖昧
あいまい

であり、国民年金手帳を受け取ったかどう

かについても憶えていない上、申立期間①及び②直後の厚生年金保険加入に伴

う国民年金資格喪失手続を行っていないと説明している。また、納付書により

保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた市の昭和 50 年３

月までの納付方法と相違しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 55 年２月

に国民年金に任意加入しており、当該時点では、制度上、申立期間の保険料を

さかのぼって納付できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年２月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月から 49年３月まで 

    私の母は、私が20歳になった昭和45年に私の国民年金の加入手続を行い、

市役所で申立期間の私の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母

親から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不

明確である。また、申立人と連番で国民年金手帳の記号番号が払い出され、

申立人と同居していたとする申立人の二人の弟は、申立期間のうち 20歳到達

時から昭和 49年３月までの保険料が未納となっているなど、申立人の母親が

申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 51年３月時点では、申

立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容およびこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



東京国民年金 事案 5590            

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 10 月から 42 年 10 月までの期間及び 47 年 10 月から 50

年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 10月から 42年 10月まで 

             ② 昭和 47年 10月から 50年１月まで 

    私は、会社を辞めた昭和 40年 10月ごろ国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付していた。申立期間が未加入とされ、保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付頻度及び納付額等の記

憶が曖昧
あいまい

である上、納付書により保険料を納付したとする方法は、申立人が申

立期間①当時居住していた区の納付方法と相違するなど、申立人が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 51 年８月時点

では、申立期間の大部分は時効により大半が保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 5591 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年３月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 50年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 40 年当時住み込みで働いていた商店の経営者で

あった義父は、私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年金保険料を納付

してくれていた。43年に経営者の子と婚姻した後の 45年ごろからは、私が

家族の分と一緒に保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の義父及び申立人が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年

金の加入手続及び申立期間当初の保険料の納付に関与しておらず、保険料の納

付をしていたとする義父から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、加入手続の状況及び当時の保険料の納付額等の納付状況が不明確である。

また、申立人は、自身で納付したとする保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である上、

現在所持している昭和49年11月以後に交付されていた表紙がオレンジ色の国

民年金手帳のほかに国民年金手帳を所持していたかどうかわからないと説明

している。さらに、申立人の義父は、申立期間の一部が未納となっているなど、

申立人の義父及び申立人が申立人の申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年１月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5592 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年 10 月から 51年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 51年４月まで 

私は、昭和 41年５月に会社を退職後、国民年金の加入手続を行い、43年

２月に転居するまで国民年金保険料を納付していた。転居後は、妻が私の保

険料を妻の分と一緒に納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人及び申

立人の妻は、国民年金の加入手続及び保険料の納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である上、

申立人の妻は申立期間の保険料が未納となっているなど、申立人及び申立人の

妻が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和63年10月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年３月から 51年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月から 51年９月まで 

私は、昭和 53 年ごろ国民年金の加入手続を行い、それまで未納だった国

民年金保険料をすべて特例納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、特例納付を相談した区役所から送

付されてきた納付書により納付したが、特例納付した対象期間や納付額を憶

えていないと説明している。また、第３回特例納付により納付済みとされて

いる申立期間以前の 107か月と昭和 51年 10月から 60歳到達の平成５年１月

までの納付済月数 196 か月とを合わせると 303 か月となり、老齢年金の受給

資格を満たすことから、受給資格期間を満たすために必要な納付月数を考慮

して、第３回特例納付により納付したものと考えられるなど、申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



東京国民年金 事案 5594 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年１月から 40年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 40年 12月まで 

    私の父は、私が 20歳になった昭和 39年１月から、私の国民年金保険料を

納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父親か

ら当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であ

る。また、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出され、申立人と同

居し、父親が保険料を納付していたとする申立人の兄は、申立期間の保険料が

未納となっているなど、申立人の父親が申立人の申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



東京国民年金 事案 5602 

                                              

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年３月から 45年 12月までの期間及び 46年３月から 47年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から 45年 12月まで 

             ② 昭和 46年３月から 47年３月まで    

    私の国民年金は、母が加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれた

ものと思う。母の性格からして、保険料の納付を中断するとは考えられな

い。また、納付するなら、私が 20歳になった時に加入して、保険料を納付

するはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時の納

付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるなど、申

立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 47 年１月ごろに払い出され

ており、その時点では、申立期間①の大半は時効により保険料を納付できない

期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

さらに、申立人の特殊台帳によると、納付済みと記録されている昭和 46 年

１月及び同年２月の保険料は、申立人が厚生年金保険加入期間中である 48 年

２月及び同年３月の保険料を同年２月に重複納付したことから、同年３月に保

険料の充当処理をしたものであることが確認できる。 

 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5603 

                                

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年４月から 61年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 61年 12月まで 

私は、昭和 52 年３月に会社を退職して自営業を始めたので、区役所で国

民年金の加入手続をした。加入して以降、転居する都度、転居先の市役所等

で国民年金の諸手続を行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人には、昭和 52 年６月ごろに一つ目の国民年金の手帳記号番号が払い

出され、申立人が説明する市へ転居するまでの間である、52年３月から 56年

３月までの国民年金保険料は納付済みであることが確認できるものの、申立人

が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、申立人は、転居に伴って国民年金の住所変更等の諸手続をした時

期及びその状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人の戸籍の附票による

と、申立人は、62 年８月に他県の市へ転居していることが確認できるととも

に、申立人の転居先の市の国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人には、

同年９月ごろに二つ目の手帳記号番号が払い出されていることが確認できる

が、申立人は、転居した時期及び転居先の市における国民年金の加入手続等に

関する記憶も曖昧
あいまい

である。さらに、申立人は、さかのぼって保険料を納付した

記憶は不明確であると供述するなど、申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、上記の二つ目の手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の

大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、上記二つの手帳記号番

号以外の別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5604 

                                

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年１月から 50年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から 50年 11月まで 

    私は、夫が死亡した後、夫が勤務していた職場の職員から、「国民年金に

任意で加入できるから、加入した方が良い。」と勧められ、国民年金の任意

加入手続を行い、金融機関で国民年金保険料を納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金に加入した時期、加入場

所等の加入状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人が所持する年金手

帳及び申立人のオンライン記録によると、申立人は、昭和 50 年 12 月３日に

国民年金に任意加入していることが確認でき、制度上、任意加入者の納付義

務は任意加入した月から発生することから、申立期間の保険料をさかのぼっ

て納付することはできないなど、申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、上記の任意加入した昭和 50

年 12月ごろに払い出されており、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



東京国民年金 事案 5610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年 11 月から 57年５月までの期間及び 57年９月から 60年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年 11月から 57年５月まで 

             ② 昭和 57年９月から 60年６月まで 

    私は、昭和 55 年３月に海外旅行から帰国した時に、区役所から、今なら

過去の未納分の国民年金保険料を納付できますとの通知をもらい、特例納付

で 40 万円弱を銀行で２回に分けて納付した。その後は母親に頼んで保険料

を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申

立人は、昭和 55 年３月ごろに特例納付したとしているものの、国民年金の加

入手続に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の国民年金手帳の記号番号は当該

期間後の 62 年８月に払い出されていることが確認でき、当該払出時点は特例

納付実施期間外であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間②については、申立人は、保険料の納付に直接関与しておら

ず、申立人の保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取す

ることができないため、当時の状況が不明確である上、申立人の手帳記号番号

払出時点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間で

あり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らないなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5611 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年８月から 58年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年８月から 58年３月まで 

私は、市役所の年金課から、申立期間の国民年金保険料が未納である旨の

督促状が送られてきたため、郵便局から現金書留で保険料を送付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は、督促状を受け取った時期等に関する記憶が

曖昧
あいまい

である。また、申立人は、自営する飲食店に督促状が届き、現金書留によ

り保険料を送付したとしているが、通常、督促状は住民票上の住所地に送付さ

れるものであり、申立期間の保険料に係る督促状は、保険料納付の時効との関

係から昭和58年５月から60年４月までの期間に発行されたと考えられるもの

の、当該期間は申立人が飲食店住所への住民票の異動手続をしていなかった期

間である上、申立人の住民登録があった市では、通常、現金書留で送付されて

きた保険料の収納はできないと説明しているなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5612 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年 12 月から 52年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 12月から 52年 12月まで 

    私は、21歳か 22歳のころに、国民年金納付組合長をしていた父から、20

歳までさかのぼって国民年金保険料をまとめて納付すればつながると言わ

れたことを憶えているので、父が加入手続を行い、申立期間の保険料を納付

してくれていたと思っている。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 55 年２月時点

では、特例納付による場合を除き、申立期間は時効により保険料を納付するこ

とができない期間であり、申立人は父親から申立期間の保険料を特例納付でさ

かのぼって納付したことを聞いた記憶は無いと説明している上、申立期間当時、

同居していたとする弟も、20 歳から学生の期間は国民年金に未加入であり、

妹も 20 歳からは保険料を納付していないなど、申立人の父親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持する年金手帳以外に手帳を所持していた記憶は

無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5613 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年５月から 53年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年５月から 53年 12月まで 

    私は、結婚後、母から国民年金の加入を勧められ、昭和 45 年５月ごろに

区役所出張所で加入手続を行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間

が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入当初から、保険料を納付書によ

り、信用金庫支店において納付していたと説明しているが、申立人が加入当初

に納付したとする保険料額は、当時の保険料額と異なる上、申立期間当初、申

立人が居住していた地域における保険料の納付方法は集金人による印紙検認

方式であり、当該信用金庫支店も申立期間当初は開設されていなかった。 

また、申立人が所持する国民年金手帳により、申立人は申立期間直後の昭和

54 年１月に任意加入していることが確認でき、申立期間については未加入期

間であったことから、保険料を納付することはできないなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持する国民年金手帳以外に手帳を所持していた記

憶は無いと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5614 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成４年９月までの期間及び６年４月から９年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から平成４年９月まで 

② 平成６年４月から９年１月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、亡くなった妻が夫婦二人分を一緒に納

付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の亡妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付に関与してお

らず、保険料を納付していたとする亡妻から当時の納付状況等を聴取すること

ができないため、当時の状況が不明確である。また、申立人及び亡妻の国民年

金手帳の記号番号は連番で払い出され、当該二人の国民年金加入期間における

保険料は、免除期間を除き、すべて未納となっており、保険料を納付した記録

が全く認められないなど、申立人の亡妻が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 5615 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成５年３月までの期間及び６年４月から９年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から平成５年３月まで 

② 平成６年４月から９年１月まで 

    私の妻は、申立期間の国民年金保険料は、私の分と一緒に定期的に納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の夫が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人から当時の納付状況等を聴取することが

できないため、当時の状況が不明確である上、申立人及び申立人の夫の国民年

金手帳の記号番号は連番で払い出され、当該二人の国民年金加入期間における

保険料は、免除期間を除き、すべて未納となっており、保険料を納付した記録

が全く認められないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 5622                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年 10 月から 42年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 10月から 42年７月まで 

    私は、昭和 37年 10月にそれまで勤めていた会社を退職後すぐに妻が市役

所で国民年金の加入手続をして、国民年金保険料も毎月妻が市役所で納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の妻の、国民年金の加入手続を行

った時期や申立期間の保険料の納付方法等に関する記憶は曖昧
あいまい

であるなど、申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 41 年１月時点で

は、申立期間の過半は時効により保険料が納付できない期間である上、申立人

の妻は、申立人の保険料をさかのぼって納付した記憶が無いほか、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



東京国民年金 事案 5623                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60年８月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年８月から 61年３月まで 

私は、会社を退職後の昭和 60 年 11 月に国民健康保険の加入手続を行い、

同時に国民年金の加入手続も行った。国民健康保険の保険料が納付済みであ

るのに、国民年金の保険料が未納であるはずがない。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の、保険料を納付したとする時期、

納付金額の記憶が曖昧
あいまい

である上、一緒に保険料を納付したとする申立人の妻も

申立期間は国民年金に未加入であり保険料は納付されていないなど、申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、国民健康保険の資格取得日である昭和 60 年８月１日が国

民年金に加入した日であると主張しているが、申立人の国民年金手帳等により

国民年金手帳記号番号は 62年５月に払い出され、さかのぼって 61年４月１日

が資格取得日とされており、申立期間は国民年金の未加入期間であったことが

確認でき、その時点で制度上申立期間の保険料をさかのぼって納付することは

できず、申立人は、国民年金の加入手続を 60年 11月に一度行った記憶はある

が、別の時期に加入手続を行ったことは無いとしているなど、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5627 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年９月から 48年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月から 48年８月まで 

    私は、夫が厚生年金保険第４種被保険者資格を喪失した昭和 45 年に夫の

国民年金の加入手続を区役所で行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、国民年金の加入手続及び保険料

の納付をしたとする申立人の妻は、加入手続の状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、

申立人の国民年金手帳を交付されたことがないと説明している上、納付書によ

り保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の申立期間当

初の納付方法と相違しており、保険料を納付したとする金融機関では申立期間

当初保険料の収納を取り扱っていなかったことが確認できる。また、申立人の

妻が所持する申立人の昭和 45年分から 48年分の確定申告書には、国民年金保

険料の支払額が明記されていない上、記載されている 46年分及び 47年分の社

会保険料控除額は申立人の国民健康保険料相当額とおおむね一致し、48 年分

の社会保険料控除額は、申立人の国民健康保険料相当額及び納付済みとされて

いる48年９月から同年12月までの保険料相当額の合計とおおむね一致するな

ど、申立人の妻が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

48 年８月時点では、厚生年金保険の老齢給付受給資格期間を満たしているた



め、当該時点で国民年金に任意加入しており、制度上申立期間の保険料をさか

のぼって納付できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5628 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年３月から 57年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から 57年３月まで 

    私は、結婚後夫と一緒に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入時期及び保険料の納

付額の記憶が曖昧
あいまい

である上、昭和 49年 11月以後に交付されるようになった表

紙がオレンジ色の国民年金手帳以外の国民年金手帳を所持していたかどうか

憶えていないと説明しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 58 年２月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 5629 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年４月から 47年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 47年２月まで 

    私の父は、昭和 45年４月ごろに市役所で私の国民年金の加入手続を行い、

自宅に来る町会の集金担当者に私の国民年金保険料を納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続に関与しておらず、加入手続をしたとされる父親から当時の加入手続の状況

等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であり、父親が町会の

集金担当者に保険料を納付していたところを見ていたとする申立人は、保険料

の納付頻度、納付額等の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人の父親が申立人の申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52年 10月時点

では、申立期間の保険料は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 5637      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年９月から平成７年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年９月から平成７年８月まで 

    母は、私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付したはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料

の納付をしていたとする母親から、当時の状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明確であるなど、申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の基礎年金番号は、平成９年１月時点で加入していた厚生年金

保険の記号番号であり、当該基礎年金番号で国民年金に加入した９年９月時点

では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない。さら

に、オンライン記録から、申立期間後の７年９月から８年５月までの保険料を

９年 10月 15日に過年度納付していることが確認でき、この時点で申立期間の

保険料は時効により納付することができない。加えて、申立人が申立期間当時、

居住していた市及び所轄社会保険事務所において、申立人の国民年金手帳の記

号番号が払い出された記録は無く、手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5638     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年１月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から平成２年３月まで 

    私は、未納になっていた期間の国民年金保険料の納付を督促され、一括で

は納付できなかったので、分割して保険料を納付した。その後も、毎年まと

まった金額が請求され、分割して納付していた。申立期間が未加入で保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金に加入した時期、加入場所、

及び納付方法等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間当時に国民年金手帳を所持していた記憶について

も曖昧
あいまい

であり、居住していた区及び所轄社会保険事務所において、申立人に国

民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録も無いなど、手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5639（事案 1670の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの期間、57年７月から同年 12月

までの期間及び 59 年４月から平成元年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和36年４月から39年３月まで 

             ② 昭和57年７月から同年12月まで 

             ③ 昭和59年４月から平成元年３月まで 

私は、国民年金制度発足時に友人から国民年金制度について聞いたことを

きっかけに区役所で国民年金の加入手続をし、その後、会社を退職した後に

再加入手続をしており、毎月区役所に現金と国民年金手帳を持って行き、国

民年金保険料を納めていた。厚生年金保険を辞めて国民年金に加入したとき、

年金は 25 年納めないともらえないと聞いたため、保険料を納めないはずが

ない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①

については、申立人は、国民年金制度発足当時に区役所で国民年金の加入手続

を行い、毎月保険料を納付していたと説明しているが、申立人が加入手続をし

たとする区に転居したのは昭和 42 年４月であることから、当該期間の保険料

を現年度納付することはできない上、申立人には印紙検認方式に関する記憶が

無いこと、また、申立期間②及び③については、申立人の元妻も当該期間の自

身の保険料が未納となっていることなど、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づ

き、平成 20年 11月６日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

申立人は、資料として新たに銀行預金通帳（平成９年から 11 年当時の取引



記録の写）及び昭和 41年１月 10日付けＡ国外務部長官発行の感謝状（写）を

提出したが、これらの資料に保険料納付を示す記載は見当たらず、その他に委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



東京国民年金 事案 5640 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から同年 10月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から同年 10月まで 

    私は、昭和36年４月に加入手続をし、集金人に毎月国民年金保険料を納付

していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人が当時納付していたとする金額は当時の

保険料額と異なるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和40年４月時点で

は、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である上、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 5648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 61年３月まで 

  私は、国民年金加入後、国民年金の受給資格を得るための納付月数が不足

しているため、さかのぼって国民年金保険料を納付すれば、年金をもらえる

という案内が来たので、夫と二人分の保険料約 120万円を金融機関から納付

した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立人は昭和 60年ごろに保険料約 120万円を

夫の分と合わせてさかのぼって納付したと主張しているが、申立人夫婦の国民

年金手帳の記号番号が払い出された 63 年ごろは特例納付の実施期間が終了し

ている期間であるとともに、納付したとする金額は手帳記号番号が払い出され

た時点でさかのぼって納付することができる期間の保険料額と大きく相異す

るなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 63 年７月時点では、申

立期間は時効により保険料を納付することができない期間である上、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年４月から 46 年３月までの期間、55 年１月から同年３月

までの期間、58年４月から同年６月までの期間及び 58年 10月から同年 12月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から 46年３月まで 

           ② 昭和 55年１月から同年３月まで 

           ③ 昭和 58年４月から同年６月まで 

           ④ 昭和 58年 10月から同年 12月まで 

  私の国民年金保険料は、結婚前は母が納付してきており、同じ仕事をして

いた２歳年下の弟の保険料は 20 歳から納付済みとなっている。また、結婚

後は妻が保険料を納付しており申立期間の妻の保険料は納付済みとなって

いる。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の母親及び妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間①については、申立人

は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付して

いたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明確である上、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

47 年１月時点では、当該期間の大部分は時効により保険料を納付することが

できない。また、申立期間②、③及び④については、申立人は妻が夫婦二人分

の保険料を一緒に納付していたと主張しているが、確認できる保険料納付日か

ら必ずしも夫婦で同日に保険料を納付していたことはうかがえない上、妻の国

民年金加入期間内にも申立人は保険料が納付されているにもかかわらず、妻の

保険料は未納となっている期間もあることから、当該期間の保険料を妻が一緒

に納付していたと推認することはできず、申立人の母親及び妻が申立期間の保



険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5651 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年９月から 55年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月から 55年５月まで 

    私は、厚生年金保険適用事業所を退職後、国民年金に加入し、国民年金保

険料を継続して納付していた。申立期間が、国民年金に未加入及び保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の

保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人は昭和 55 年６月に国民年金に任意加入して国民年金手帳の記

号番号が払い出されており、申立期間のうち、45年９月から 47年４月までの

期間及び 52年４月から 55年５月までの期間については、未加入期間であるこ

とから保険料を納付することができない上、47年５月から 52年３月までの未

納期間については、国民年金に任意加入した 55 年６月は第３回特例納付実施

期間であるが、申立人はさかのぼって保険料を納付した記憶は無く、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5655 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年７月から 54 年３月までの期間、54 年４月から 57 年 11

月までの期間、63 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年７月から 54年３月まで 

② 昭和 54年４月から 57年 11月まで 

③ 昭和 63年１月及び同年２月 

私は、昭和 51 年７月ごろに国民年金に加入し、申立期間①及び②の国民

年金保険料を納付していた。また、63 年１月には、国民年金第１号被保険

者への切替手続を行い、申立期間③の保険料を納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間①及び②当時国民年金手帳

を所持していたことがないと説明している上、納付したとする保険料の金額

は、申立期間当時の保険料額と大きく相違する。また、申立人が一緒に保険

料を納付したとする申立人の夫は、申立期間③の保険料が未納となっている

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 58 年２月時

点では、申立期間①、及び②の一部は時効により保険料を納付できない期間で

あり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5657                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年 12 月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 51年３月まで 

    私の国民年金は、厚生年金保険適用事業所を退職した直後に、義兄が加入

手続を行い、第３号被保険者制度が実施されるまでの期間、国民年金保険料

の納付を行ってくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の義兄が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時に国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする義

兄から、当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確である。また、社会保険庁の記録では、申立人は、申立期間直後の昭和 51

年４月に任意加入したものとされており、申立期間については未加入期間であ

ったことから、保険料を納付することができないなど、義兄が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が当時居住していた区及び所轄社会保険事務所において、申

立期間当時に申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録も無

いなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年８月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 52年３月まで            

私は、両親が国民年金に加入していたので、20歳になるとすぐに市役所に

出向き、国民年金の加入手続を行った。それ以降は、両親の国民年金保険料

と一緒に自分の保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、20歳になった昭和44年＊月ごろに国

民年金の加入手続を行い、それ以降、現年度納付をしたとしているが、申立人

の国民年金手帳の記号番号は54年７月に払い出されている上、申立人は、申立

期間当時の納付方法及び納付金額についての記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和54年７月時点は、第３回特

例納付の実施期間中であるが、申立人は、20歳までさかのぼって保険料を納付

した記憶は無く、申立期間の保険料を特例納付したとは考えられず、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5659 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

    私は、昭和 36年 10月にカメラ店を開業した直後に店に来た役所の職員に

勧められ、国民年金に夫婦で加入し、その後は店に来る集金人に国民年金保

険料を納付していた。さかのぼって納付すると満額の年金がもらえますよと

言われ、保険料をさかのぼって納付した記憶がある。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及びその妻はさかのぼって

保険料を納付した時期、納付方法など、納付状況に関する記憶が不明確である

上、申立人の国民年金手帳の記号番号は妻と連番で昭和 42 年７月ごろに払い

出されており、申立人の妻も申立人と同様、申立期間直後である 42 年４月か

ら保険料の納付を開始しているなど、申立人及び妻が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    また、申立人の手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の大半は時

効により保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5660 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年６月から 55年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年６月から 55年２月まで 

私は、18 歳で社会保険に加入していない会社に入社し、23 歳で独立開業

して 30 歳の時に廃業した。その間の国民年金保険料については、父が母と

私を含め３人分を納付していたと言っていた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の納付

状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人の父親が再開５年年金の加入手続をしたのは昭和 49 年３月で

あることから、それまで父親が自身と母親、申立人の３人分の保険料を納付し

ていたとは考えられないこと、保険料の納付済み期間は、父親が 50 年５月ま

で、母親が 51年 11月までであることなど、父親が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年９月時

点は特例納付ができる時期ではあったものの、申立人は、父親からさかのぼっ

て納付したと聞いた記憶が無く、現在所持するオレンジ色の手帳の前に手帳を

所持していたことはないと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5661                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年２月から同年５月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月から同年５月まで 

私の父は、私が大学生だった平成６年２月ごろに私の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申

立期間当時の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父

親は、加入手続の時期についての記憶が曖昧
あいまい

であるなど、父親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成８年６月ごろの

時点では、６年４月以前は時効により保険料を納付することができない期間で

あり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5662  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年２月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 17年生 

    住    所 :   

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月から 40年３月まで 

私の国民年金保険料は、元義父が、自身と元義母、元夫に私を含めた４人

分を一緒に納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の元義父が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人自身は申立期間の保険料の納

付に関与しておらず、保険料を納付していたとする元義父から当時の納付状況

等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人の元夫は、申立期間のうち、昭和 37 年４月までは厚生年金保

険に加入し、その後の 37年５月から 40年３月までの期間は国民年金に未加入

となっていること、元義弟及び元義妹のうち 20 歳時に被用者年金に加入して

いなかった３人については、20歳からは国民年金に加入していないことなど、

元義父が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 40 年３月時

点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができない期間で

あり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5667 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年３月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から 44年３月まで 

私は、昭和 42 年に勤めていた会社の人に厚生年金保険の資格を喪失した

ら国民年金に加入した方がいいよと言われ、母も国民年金に加入していたこ

ともあり、私が区役所で加入手続を行い、保険料は母が納付してくれていた

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入時期に関

する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明確である

など、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が居住していた区及び所轄社会保険事務所において、申立人

に係る国民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録もない上、申立人は、

申立期間当時に国民年金手帳を受領し、所持した記憶がないと説明するなど、

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



東京国民年金 事案 5668 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年 10 月から 47年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 47年９月まで              

    私は、私と妻の国民年金の加入手続及び国民年金保険料納付をし、未納期

間の保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人の妻は保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

り、申立人から申立期間の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明確である。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号が連番で払

い出された昭和 49年８月は第２回特例納付の実施期間であり、申立人夫婦は、

50 年２月 12 日時点の附則 18 条納付者リストにより、連番の整理番号をもっ

てそれぞれ 43 年４月から同年９月までの期間の保険料を第２回特例納付によ

り納付していることが確認できるとともに、上記手帳記号番号の払出時点から

みて、47 年 10 月から 49 年３月までの期間の保険料を過年度納付しているこ

とが確認できるが、上記手帳記号番号払出時点において、申立人は、申立期間

の保険料をも特例納付をしなければ年金の受給資格を満たさない状況ではな

かったなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 5669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年 10 月から 47年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 47年９月まで              

    夫は、私と自身の国民年金の加入手続及び国民年金保険料納付をしてくれ、

未納期間の保険料をさかのぼって納付したことを記憶している。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料額に関する記憶が曖昧
あいまい

で

あり、申立人の夫から申立期間の納付状況等を聴取することができないため、

当時の状況が不明確である。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号が連

番で払い出された昭和 49 年８月は第２回特例納付の実施期間であり、申立人

夫婦は、50 年２月 12 日時点の附則 18 条納付者リストにより、連番の整理番

号をもってそれぞれ 43 年４月から同年９月までの期間の保険料を第２回特例

納付により納付していることが確認できるとともに、上記手帳記号番号の払出

時点からみて、47 年 10 月から 49 年３月までの期間の保険料を過年度納付し

ていることが確認できるが、上記手帳記号番号払出時点において、申立人は、

申立期間の保険料をも特例納付をしなければ年金の受給資格を満たさない状

況ではなかったなど、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

東京厚生年金 事案 3949  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年４月１日から 32年 11月 30日まで 

60 歳の時に、社会保険事務所で年金受給の手続を行ったところ、申立期

間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間後の厚生年金保険被保険者期間については、脱退手当金

を受給したが、申立期間の脱退手当金は、兄弟等の助言により受給していな

い上、退職直後に実家に戻ったため社会保険事務所で請求手続を行えないの

で、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に対しては、申立期間後に再加入した厚生年金保険被保険者期間につ

いても脱退手当金が支給されているが、その際、仮に申立期間の脱退手当金が

支給されていなければ、当該申立期間も併せて請求手続がとられるべきところ、

申立人は申立期間後の厚生年金保険被保険者期間のみ手続したと主張してい

ることを踏まえると、申立期間については既に脱退手当金が支給されているも

のとして、請求手続が行われたものと考えるのが自然である。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和33年１月18日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前

であり、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申

立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3950            

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年５月１日から 46年４月１日まで 

             ② 昭和 46年５月１日から 50年６月１日まで 

10 年以上前に、社会保険事務所で年金記録の確認を行ったところ、申立

期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、退職時に脱退手当金の説明を受けたことはなく、脱退手当金の請

求手続を行ったことや受給したことも無いので、脱退手当金の支給記録を取

り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 50年 11月 19日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3951               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 11月１日から 38年４月１日まで 

60 歳の時に、社会保険事務所で年金の裁定請求手続を行ったところ、申

立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の請求

書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の

表示をすることとされており、申立人が現在も所持している厚生年金保険被保

険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、申立人の意思に基づか

ないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金

は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約１か月後の昭和 38年５月 10日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3952                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月 17日から 44年６月１日まで 

58 歳ごろ、社会保険事務所から通知が届き、年金記録の確認を行ったと

ころ、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間の事業所の工場長から「年金は将来とても大切なので、

このままにしておくように。」と言われたことをよく覚えており、脱退手当

金は受け取っていないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約５か月後の昭和 44年 10月 30日に支給決定されているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3953                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年５月 31日から 37年 11月１日まで 

平成 19年 12月に、社会保険事務所で年金記録の確認を行ったところ、申

立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、それまで脱退手当金の制度について知らず、脱退手当金の請求手

続を行ったことや、受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 37年 11

月１日の前後２年以内に資格喪失した者 26 名の脱退手当金の支給記録を確認

したところ、20 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日か

ら９か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決定の記録

がある者の一人は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしている

ことを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能

性が高いものと考えられる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されたと

する昭和 38年２月 22 日の直前の同年１月 10日に、脱退手当金の算定のため

に必要となる標準報酬月額等を社会保険庁から当該脱退手当金の裁定庁へ回

答したことが記録されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤

りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



 

 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3954                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年１月５日から 35年６月１日まで 

             ② 昭和 35年６月１日から 45年３月 21日まで 

ねんきん特別便が届き、申立期間について脱退手当金の支給記録があるこ

とを知った。 

しかし、脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る最終事業所

における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 45年６月 19

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間

と申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給した

ために番号が異なっているものと考えるのが自然である上、申立人から聴取し

ても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3955                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年３月 15日から 41年５月 20日まで              

社会保険事務所へ年金の受給資格について相談に行ったところ、申立期間

について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、会社から脱退手当金の説明を受けたことは無く、脱退手当金の請

求手続を行ったことや、受け取った覚えは無いので、脱退手当金の支給記録

を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約７か月後の昭和 41年 12月 20日に支給決定されているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3956                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 11月１日から 42年９月 21日まで              

以前、社会保険事務所で申立期間について脱退手当金が支給されている旨

の説明を受けたが、当時の同僚と話をしたところ、すべての同僚が脱退手当

金を受給していないことを知った。 

脱退手当金を受け取った覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を取り消

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約３か月後の昭和 42年 12月 27日に支給決定されているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3957                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月 10日から 36年８月１日まで              

平成 16 年８月に、社会保険事務所で年金記録の確認を行ったところ、申

立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

退職する際に事業所から脱退手当金の説明を受けたが、周囲の忠告により

脱退手当金を受給しなかったので、脱退手当金の支給記録を取り消してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 36 年８

月１日の前後１年以内に資格喪失した者 23 名の脱退手当金の支給記録を確認

したところ、全員に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち 22 名が資格

喪失日から２か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決

定の記録がある者のうち２名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供

述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求が

なされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金

は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約２か月後の昭和 36年９月 21日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3958                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年３月 13日から 44年３月１日まで              

平成 20 年５月に、社会保険事務所から申立期間について脱退手当金の支

給記録がある旨の通知を受けた。 

しかし、申立期間以前に勤務していた事業所では脱退手当金を受け取った

覚えはあるが、申立期間については受け取った記憶は無いので、脱退手当金

の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁の記録上、申立期間と合算して脱退手当金が支給され

たこととなっている申立期間以前の被保険者期間の脱退手当金を申立期間以

前に受給したと主張しているが、旧厚生年金保険法第 72 条では、脱退手当金

の請求から支給決定までの間に被保険者の資格を再取得していたことが判明

した場合には、脱退手当金の受給権が消滅することから、その支給を取り消す

扱いとなっており、申立人は、当該脱退手当金を受給したとする事業所を退職

直後に別の事業所に勤務し、厚生年金保険の被保険者となっていることを踏ま

えると、申立人の主張は不自然である。 

また、申立期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は、オンライン記録上、申立期間後に申立期間と申立人が受給

を認めている期間を基礎として脱退手当金が支給されており、当該脱退手当金

の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約３か月後の昭和 44年５月 22日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人は申立期間と重複する昭和 43年７月から 44年３月までの期



 

間の国民年金保険料を過年度納付しており、その時点で申立期間を厚生年金保

険被保険者期間として認識していたものとは考え難い上、申立人から聴取して

も、申立期間を含む脱退手当金を受給したことを疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3962                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として､その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年５月から 13年９月まで 

ねんきん特別便をきっかけに、標準報酬を調べたところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間について、正規の額を納めてもらってなかったことが

分かった。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった申立期間に係る給与明細書上の保険料控除額を基

に算定した標準報酬月額は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額と一致し

ている。このため、事業主は、申立期間の申立人の給与において、社会保険事

務所の記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していたも

のと認められる。  

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料控除につ

いて、確認できる関連資料等は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間については、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3963                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女    

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 42年３月 23日から 43年１月 20日まで 

                          ②昭和 43年 12月８日から 45年９月１日まで 

             ③昭和 45年 11月２日から 46年６月 20日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間①、②及び③について加入記録が無い旨の回答があ

った。申立期間を含め昭和 42年３月 23日から 46年６月 20日まで継続して

同社に勤務していたので、申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社が昭和 62 年４月 1 日にＢ局長に対し届け出た在職証明書に

より、申立期間を含む 42年３月 23日から 46年６月 20日まで継続して勤務し

ていたと申し立てている。 

しかし、Ａ社の事業主は、上記の在職証明書について、申立人が開業申請の

ため必要な日数について申立人の要請により勤務日数を記載したもので、この

ような証明は本業界の慣習であるとしており、申立人に係る実際の申立期間に

おける在籍の有無、勤務の実態及び厚生年金保険の取扱いについては、当時の

従業員台帳及び会計記録を既に廃棄処分しており不明であると回答している。 

一方、Ａ社に係る申立人の雇用保険の記録では、申立人が昭和 42年３月 23

日に資格取得し、45年 11月２日に離職との記録が確認できる。 

また、当時、複写式の届出用紙を用いていたＣ厚生年金基金の記録と社会保

険庁のオンライン記録が一致しており、社会保険事務所が申立人の厚生年金保

険の記録を誤って記載したものとは通常考え難い。 

さらに、同事業主は、この業界では従業員の出入りは激しい上、同社では、

昭和 42年から 46年当時の従業員の勤務形態について、正社員、短時間労働者



 

及び臨時雇用があり、正社員のみ厚生年金保険に加入させていたが、正社員で

も本人の意思で加入していない場合があったと供述している。 

加えて、Ａ社の元事業主、担当役員及び事務取扱者は死亡しており、これら

の者から申立人の勤務実態や厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、従業員 18 人

に対し照会したところ、回答のあった 14人のうち 11人は申立人を記憶してお

らず、記憶していると回答した３人も、申立人の実際の勤務の期間や厚生年金

保険の取扱いについては不明であった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3964                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡）    

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から６年３月 31日まで 

    社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保

険の標準報酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標準報

酬月額と相違していることが判明した。同社では、代表取締役として勤務し

ていたので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

(注)申立ては、死亡した申立人の姉が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、申立人が代表取締役を務めていたＡ社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成６年３月 31 日）後の同年

４月 26 日付けで、申立人を含む二人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き

下げられており、申立人の標準報酬月額については、４年４月から６年２月ま

で 53万円から８万円にさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社における当時の社会保険事務担当者（申立人の姉）は、「平成

４年ごろから同社の経営環境が悪化し、厚生年金保険料の滞納があり（約 750

万円）、社会保険事務所から厚生年金保険の滞納保険料の納付を促す電話や郵

便を受け、申立期間には厚生年金保険の滞納保険料の納付に関し、申立人と自

分の二人で社会保険事務所に出向き、厚生年金保険の滞納保険料の整理につき

相談した結果、代表取締役である申立人と自分の標準報酬月額を調整して整理

することになった。」と供述している。 

このことから、Ａ社における代表取締役であった申立人が関与せずに社会保

険事務所において標準報酬月額の改定処理がなされたとは考え難く、申立人は、

自身の標準報酬月額の減額に同意していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、



 

自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該減額処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3965                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男    

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年 10月１日から 14年２月 28日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報

酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。同社では、代表取締役として勤務していたので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、申立人が代表取締役を務めていたＡ社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成 14年２月 28日）後の同年

３月７日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、12 年 10 月から同年 12 月

までは 56万円から９万 8,000円に、13年１月から 14年１月までは 24万円か

ら９万 8,000円にさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社における社会保険事務を担当し取締役であった申立人の妻は、

「申立期間当時、同社の経営環境が悪化し、厚生年金保険料の滞納があったた

め、平成 14 年３月７日に自分が社会保険事務所に厚生年金保険の滞納保険料

の整理につき出向き、相談した結果、代表取締役の標準報酬月額を調整して整

理することになった。」また、「Ａ社の代表印は代表取締役である申立人と自分

の二人で管理し、社会保険事務所での手続は代表取締役の了承のもとで行って

おり、代表取締役はすべて知っていた。」と供述している。 

これらのことから、Ａ社における代表取締役であった申立人は、自身の標準

報酬月額の減額に同意していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該減額処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3966                    

                       

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年６月２日から 32年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回

答をもらった。同社には昭和 30 年６月２日から勤務していたので、申立期

間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述により、申立人は、申立期間もＡ

社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｂ社では、Ａ社当時の申立人の勤務の状況について確認できる資料

を保有していないことから、申立人の勤務の実態や同社における当時の厚生年

金保険の取扱いについて確認することができない。  

また、Ｂ社では、Ａ社当時は、従業員について、採用後に試用期間を設けて

おり、この間は、厚生年金保険には加入させていなかったとしている。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の従業員

に照会したところ、申立人と同じ業務に従事していた複数の従業員が、「同社

では入社後に試用期間があったように思う。」と供述しており、これらのうち

具体的な回答のあった４人の従業員について、入社したとする日から前記被保

険者名簿における厚生年金保険の被保険者資格取得日までの期間を見ると、最

短の者の16か月から最長の者の42か月まで試用期間があることが確認できる。

このことから、同社では、申立期間当時、採用した従業員について、技能習熟

度により入社してから相当期間経過後に、厚生年金保険に加入させるという取

扱いであったことがうかがわれる。 

さらに、申立人と同時期に同じ食事付き社員寮に入居していた同僚は、入社



 

してから２年間は申立人と同じく整備士見習として勤務していたとし、給与は

明細も無く、現金の入った給与袋で支給されていたため、自分も含め、厚生年

金保険料を給与から控除されていたか否かは不明としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料や周辺事情も

無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 3967                                            

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

また、申立期間②について、申立人が厚生年金保険の被保険者として、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： ① 平成 11年 10月１日から 13年 11月１日まで 

           ② 平成 13年 12月１日から 14年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を確認したところ、代表取締役

としてＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実際

の給与より低い金額に訂正されていることが判明し、また、申立期間②につ

いては、当該期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。しかし、申立期間

①については実際の給与はもっと多いので、標準報酬月額を正しい金額に訂

正してほしい。また、同社には平成 13 年 12月１日から勤務していたので、

申立期間②も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険庁

の記録により、厚生年金の適用事業所でなくなった日（平成 13年 11月１日）

後の同年 12 月３日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、11 年 10 月から

12 年９月までが 50 万円から９万 2,000 円に、同年 10 月から 13 年 10 月まで

が 50 万円から９万 8,000 円にそれぞれさかのぼって訂正されていることが確

認できる。 

また、申立人の提出した「給料明細書」から申立期間の一部ではあるが、給

与月額49万6,000円に見合う社会保険料が控除されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、申立期間について社会保険料の滞納はあったが、さかの

ぼっての記録訂正に係る届出を行ったことは無く、社会保険事務所の職員にも

相談したことは無い上、誰が記録訂正に係る届出を行ったかは不明と主張して



 

いる。 

一方、社会保険事務所が保有する滞納処分票では、申立期間当時、Ａ社は厚

生年金保険料を滞納し、社会保険事務所の呼出しに申立人が複数回出向き相談

していることが記録され、平成 13年 10月２日には、申立人が社会保険事務所

を訪問し、同年 10 月末でＡ社の厚生年金保険適用事業所についてやめたい旨

説明し、さらに、同年 11 月１日には、申立人が全喪届を提出していることが

確認できる。 

また、同年 12 月３日付けでさかのぼって記録が訂正された日の翌日の同年

12 月４日には、国民健康保険組合の職員が、申立人から預かってきたとして

被保険者報酬月額算定基礎届及び被保険者報酬月額変更届を社会保険事務所

に持参している記録が確認できる。 

これらのことから、Ａ社の代表取締役であった申立人が関与せずに、社会保

険事務所において標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考え難く、申立人は、

自身の標準報酬月額の減額に同意していたものと考えるのが自然である。 

申立期間②について、申立人は、平成 13年 12月１日から、代表取締役とし

てＡ社に勤務していたと申し立てているところ、自らの申立期間の保険料を給

与から控除されていたことが確認できる給与明細書等は既に破棄していると

回答しており、同社から、申立人の勤務の実態や給与からの厚生年金保険料の

控除については確認することができない。 

また、社会保険事務所の記録により、Ａ社は平成 13年 11月１日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなっており、14 年３月１日に再び厚生年金保

険の適用事業所になっていることから、代表取締役である申立人が、当該期間

に厚生年金保険料を自ら控除したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間①について、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報酬月額の

減額処理に同意しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張すること

は信義則上許されず、申立期間①について、厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。また、申立期間②について、申立人が、

申立期間②に係る厚生年金保険料を、事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4039 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年６月 28日から 10年７月１日まで 

                      ② 平成 10年４月８日から同年８月 11日まで 

             ③ 平成 15年４月 10日から同年８月 11日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうちの申立期間①、Ｃ社に勤務した申立期間②

及び③の加入記録が無い旨の回答をもらった。両社には、各申立期間に勤務

しており、厚生年金保険に加入できる 65歳又は 70歳まで被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険及び同社加入の健康保険組合の加入記録

から、申立期間のうち平成９年６月 28日から 10年４月７日まではＡ社に勤

務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社の後継会社であるＢ社が保有する厚生年金保険加入状況を記

録した資料には、申立人の被保険者資格喪失日は社会保険事務所の記録と同

じ平成９年６月 28日と記録されている。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、申立人の特別支給の老齢厚生年

金は、Ａ社において厚生年金保険の被保険者となっている間は、全額支給停

止となっていたが、資格喪失した翌月の平成９年７月から支給停止が解除さ

れ、全額支給されていることが確認できる。このことについては、申立人が

申立期間①において厚生年金保険に加入していれば、当該年金を受給するこ

とはできないことから考えて、同社は申立人の申立期間①に係る厚生年金保

険の加入手続を行っていなかったものと推察される。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に



 

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

２ 申立期間②については、Ｃ社のグループ会社であるＤ社から提出された在

籍証明書及び同社加入の健康保険組合の加入記録から、申立人が平成 10 年

４月８日から 13年 12月 31日までＣ社に勤務していたことは認められる。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ｃ社が厚生年金保険の適用事

業所となったのは平成 11年４月１日であり、申立期間②の全期間において、

同社は適用事業所となっていない。 

また、Ｄ社が保有するＣ社の賃金台帳では、申立期間②に係る健康保険料

は控除されているが、厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ 申立期間③については、Ｄ社から提出された在籍証明書及び同社加入の健

康保険組合の加入記録から、申立人が同社に平成 15年４月 10日から 16年

３月 31日までＣ社に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ｄ社が保有するＣ社の賃金台帳では、申立期間③に係る健康保険

料は控除されているが、厚生年金保険料は控除されていないことが確認でき

る。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

４ 申立人は、厚生年金保険の制度上当時 65歳又は 70歳までは被保険者にな

ることができることから、申立てを認めてほしいとしているが、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、あっせんの対象となる事案は、事業主が厚生年金保険被保

険者の負担すべき保険料を控除していた事実があることが要件とされてお

り、申立期間②及び③については、賃金台帳から厚生年金保険料の控除が行

われていないことが明らかであるため、特例法に基づくあっせんを認めるこ

とはできない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



 

東京厚生年金 事案 4040 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年６月 30日から同年８月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。平成 11

年６月 30 日付けで同社に異動し、健康保険組合には加入していたので、65

歳となった同年＊月＊日までの期間を厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在籍証明書及び同社が加入していた健康保険組合の加

入記録から、申立人が申立期間について同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社から提出された賃金台帳では、申立人の給与から健康保険料は

控除されているが、厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

また、申立人は、厚生年金保険の制度上当時 65 歳までは被保険者になるこ

とができ、事業所の手続誤りで被保険者となっておらず、申立てを認めてほし

いとしているが、Ａ社に照会したところ、理由は不明であるが、申立人につい

ては健康保険には加入させていたが、厚生年金保険には加入させておらず、厚

生年金保険料の控除は行わなかったと回答している。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき、あっせんの対象となる事案は、事業主が厚

生年金保険被保険者の負担すべき保険料を控除していた事実があることが要

件とされており、申立期間については、賃金台帳から厚生年金保険料の控除が

行われていないことが明らかであるため、特例法に基づくあっせんを認めるこ

とはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ



 

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4083 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月 24日から同年３月 20日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、平成元年３月 20 日まで勤務したので、申立期間も厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された日記の記載内容及びＡ社の臨時雇用員の供述から、申

立人が申立期間に同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人から提出された平成元年の確定申告書に記載されてい

る社会保険料の控除額は、Ａ社における２か月分の社会保険料額におおむね一

致しており、申立期間当時、同社では厚生年金保険料の控除を翌月控除方式で

行っていたとしていることから、確定申告書記載の社会保険料額は昭和 63 年

12月及び平成元年１月の社会保険料であったものと認められる。 

また、Ａ社では、厚生年金保険の資格喪失手続を顧問社会保険労務士が行っ

ており、同社会保険労務士事務所が保管している申立人に係る記録と社会保険

庁のオンライン記録は一致している。 

さらに、申立人から提出された国民年金保険料の領収書により、申立人が平

成元年３月に発行された国民年金保険料納付書によって同年２月及び同年３

月に係る保険料を現年度納付していることが確認できる。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を、事業主により給与から控除さ

れていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4084                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年８月１日から 38年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には、昭和 35 年８月１日から勤務していたので、申立期間も厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の供述から、申立人が申立期間に、同社に勤務していたことは

うかがえる。 

しかしながら、Ａ社では、申立期間当時の資料を保存しておらず、また、当

時の給与担当者は既に死亡しているため、申立人の厚生年金保険の加入状況や

保険料の控除等について確認することができないとしている。 

また、社会保険庁のオンライン記録により、申立人より前にＡ社に就職し、

申立人と同一の業務に従事していたとする従業員２名についても、申立人と同

じ昭和 38 年９月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確

認できる。加えて、両名は、厚生年金保険に加入する以前は保険料を控除され

てなかったと供述している。 

なお、申立人が、申立期間当時、給与から控除されていたと主張する厚生年

金保険料額は、申立人が供述している初任給の額に相当する厚生年金保険料額

とは大きく相違している。 

このほか、申立人に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4085                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年７月６日から同年 12月 16日 

Ａ社に勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務し

ていた同僚には、厚生年金保険の加入記録があるので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員等の供述から、勤務期間の特定はできないものの、申立人が

同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、申立期間当

時の事業主も死亡しており、また、事務担当者は連絡先が不明であることから、

申立人の厚生年金保険に関する加入手続及び保険料控除について聴取するこ

とができない。 

また、申立期間の後に取締役となった者は「新規採用してもすぐに辞める社

員が多いため、採用と同時に厚生年金保険に加入させず、試用期間を経過の後、

長期間の勤務が見込めると判断できた段階で、従業員を厚生年金保険に加入さ

せていた。」と供述している。 

さらに、別の元取締役は「入社後、半年程度は厚生年金保険に加入させてお

らず、入社当初から厚生年金保険に加入させた者はいないと記憶している。」

と供述している。 

加えて、昭和 57 年９月ごろに入社したとする申立人の同僚についても、昭

和 58 年２月１日に厚生年金保険に加入していることが、Ａ社の厚生年金保険

被保険者名簿から確認できることから、同社では、入社後の相当期間は、従業

員を厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたと考えられる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断



 

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4088 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月 30日から 40年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社で勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無いという回答をもらった。申立

期間も同社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の当時の役員及び同僚の供述から、申立人が、昭和 39年４月 30日から

40年３月 31日までの期間においても、同社に継続して勤務していたことは推

認できる。 

   しかし、Ａ社は既に解散しており、同社の代表者及び経理担当者は死亡して

いることから、同社及びこれらの者から、厚生年金保険料の控除の有無につ

いて確認することができない。 

   一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 36 年２月１日に厚生年金

保険の適用事業所となり、39 年４月 30 日に適用事業所でなくなった後、40

年４月１日に再度適用事業所となっており、申立期間においては、適用事業

所でないことが確認できる。 

   また、上記の役員及び同僚は、「Ａ社は、社会保険から脱退した後も社長の

自宅近くで事業を継続していた。段々と経営状態が良くなり、従業員も増え

てきたため、再度社会保険に加入した。未加入の間は、同社では保険料を控

除していなかった。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く周辺事情も見当たらな

い。 



 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4089 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める 

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年６月１日から 41年７月 29日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

から独立して設立されたＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が

無い旨の回答をもらった。申立期間も同社に勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の複数の役員及び同僚の供述から、申立人が同社に昭和 40 年６月１日

から勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社の商業登記簿謄本によると、同社が設立登記されたのは、

昭和 41年５月 25日であるところ、社会保険事務所の記録では、同社は、同年

７月 29 日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間においては、

適用事業所でないことが確認できる。 

また、申立期間当時、厚生年金保険法において、厚生年金保険の強制適用事

業所となる要件は、常時５人以上の従業員を使用することとされていたところ、

社会保険事務所のＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、同社が昭和 41

年７月 29 日に任意包括適用事業所となった旨の記載があり、同日に被保険者

資格を取得した３人の記録がある。 

さらに、Ａ社は、「昭和 41年５月にＢ社として会社を設立したが、その前身

は、従業員数５人未満の個人事業所であった。」と回答していることから判断

して、Ｂ社は、申立期間において、強制適用事業所となる要件を満たしておら

ず、厚生年金保険の適用事業所でなかったと認められる。 

当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき記録訂正が認められるかを判断しているところであるが、厚生年



 

金保険の適用事業所としての要件を満たしていない事業所においては記録訂

正の対象とすることはできないこととされている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は申立期間において、厚生年金保険の被保険者として認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 4090 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年４月１日から 32年 10月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務していたこと

は確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の複数の従業員の供述から、期間は明らかでないが、申立人が、Ａ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社で社会保険事務手続及び経理事務を担当していた役員は、申立期間

当時、同社では、入社後相当期間を経てから厚生年金保険に加入させており、厚生

年金保険に加入させる前に給与から当該保険料を控除することはなかった旨供述し

ている。 

また、申立人が記憶している複数の同僚及び社会保険事務所のＡ社に係る厚生年

金保険被保険者名簿から申立期間当時に被保険者であったことが確認できる複数の

従業員に照会し、当該同僚等が同社に入社したとする時期を確認し、これと当該被

保険者名簿における資格取得日とを比較したところ、入社から資格取得日までの期

間が２年ないし４年 10か月程度あることが確認でき、当該複数の従業員のうちの３

人は、社会保険に加入する前に給与から保険料は控除されていなかった旨供述して

いる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4091                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年３月３日から 10年３月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に確認したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給与額に見合う標準報酬月額と

なっていないことが判明した。当時の給与振込額が確認できる預金通帳の写

しを提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務した平成９年３月３日から 10年３月 31日までの期間

に係る標準報酬月額が、同社より受け取った給与額に見合う標準報酬月額と比

べて低額であると申し立てている。 

しかし、Ａ社は既に解散しており、また、同社の代表者へ照会をしたが、回

答を得られず、同社及び当該代表者から、申立人の申立期間に係る給与額や厚

生年金保険料の控除額を確認することができない。 

また、申立人は、「１か月の給料の額は、手当等をすべて含めて 35万円くら

いだった。多い月で４万円くらいの交通費を立替払して、給料で精算してい

た。」と供述していることから、１か月分の給料と交通費の立替払との合算額

を 39 万円として、当該額から、所得税、雇用保険料並びに社会保険庁の記録

どおりの標準報酬月額に基づいて試算した厚生年金保険料及び健康保険料を

差し引くなどして試算した金額は、申立人から提出された預金通帳の写しによ

り確認できる平成９年12月及び10年３月の給与振込額とおおむね一致してい

る。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

が遡及
そきゅう

して訂正された痕跡は認められず、ほかの従業員の標準報酬月額にも、



 

不自然な記録訂正はうかがえない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年９月 23日から 43年５月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答があった。昭和 40年

７月１日から平成７年８月 31日まで、一度も退職していないので、申立期

間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の代表者及び複数の同僚の供述により、申立人が、日雇労働者として、

申立期間においても継続して同社に勤務していたことは推認できる。 

   一方、社会保険事務所の記録では、申立人は、Ａ社において昭和 40 年７月

１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年９月 23日に資格を喪失後、

43 年５月１日に同社において再度厚生年金保険の被保険者資格を取得してお

り、40年９月から 43年４月までの被保険者記録が無い。 

   そして、申立人が昭和 40 年９月 23 日に資格を喪失していることについて、

Ａ社の代表者は、「建設業許可申請の際、社会保険に加入している従業員の数

を申請書に記載しなければならなかったので、日雇労働者を含めた全従業員

を加入させてしまった。しかし、顧問の社会保険労務士から、日雇労働者ま

で社会保険に加入させる必要はないと言われたので、日雇労働者については

資格を喪失させた。」と供述しており、また、申立人が 43 年５月１日に再度

資格を取得していることについては、「３年ごとの建設業許可の更新のとき、

申立人を含む数人を、正社員にして社会保険に加入させた。」と供述している。 

   また、申立人が、Ａ社で日雇労働者として勤務していたことを記憶している

複数の同僚のうちの一人は、自分は昭和 39年４月から同社で勤務していたと

回答しているところ、社会保険事務所の記録では、当該同僚は、36 年４月か



 

ら 43年４月までの期間において、国民年金の被保険者としてその保険料を納

付し、同年５月１日に同社における厚生年金保険の被保険者資格を取得して

いることが確認できる。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間当時厚生年金保険に加入していたことが確認できる複数の従業員に照会し

たところ、そのうちの一人は、「日雇労働者は、給与の手取額が減るので、社

会保険に加入したがらない者もいた。」と供述している。 

加えて、公共職業安定所の記録では、申立人は、昭和 43 年５月１日に雇用

保険の被保険者資格を取得しており、日雇労働者としてＡ社で勤務した期間を

含む同日以前の期間における雇用保険の加入記録が無い。 

これらのことから判断すると、申立期間当時、Ａ社では、原則として日雇労

働者については社会保険等に加入させず、申立人の昭和 40 年７月１日から同

年９月 23日までの期間に係る厚生年金保険の加入記録については、事業主が、

建設業許可申請の関係上、例外的に加入させたものと認められる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 32年４月１日から 35年６月１日まで 

             ②昭和 35年９月２日から 41年９月５日まで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間①及び②について、厚生年金保険に加入していた事実がない旨の回答で

あった。申立期間①についてはＡ社に、申立期間②についてはＢ社に、それ

ぞれ勤務した事実があるので、申立期間①及び②について、厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の元代表取締役及び二人の従業員の供述から、申

立人が、申立期間①において同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は昭和 36 年５月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間①において、同社は厚生年金保

険の適用事業所ではない。 

また、上記の元代表取締役は、「申立期間①においては、Ａ社は個人経営の

会社だったので、厚生年金保険には加入していなかった。昭和 36 年５月ごろ

に会社を法人とし、厚生年金保険の加入手続をしたと思う。厚生年金保険に加

入していない時期に、従業員の給与から保険料を引くことはしていない。」と

供述している。 

申立期間②について、申立人は、昭和35年９月２日から41年９月５日まで、

Ｂ社又はＣ社という名称の事業所に勤務していたと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所において、Ｂ社及びＣ社は、厚生年金保険の適用事

業所としての記録が無く、当該事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記の

記録も無い。 



 

さらに、申立人は、申立期間②に勤務していた事業所の名称について、「Ｄ

社」、「Ｅ社」又は「Ｆ社」という名称であったかもしれないと供述していると

ころ、これらの名称及びその類似の名称の事業所は、社会保険事務所において、

適用事業所としての記録は無く、これらの事業所の所在地を管轄する法務局に

商業登記の記録も無い。 

加えて、申立人は、当該事業所における事業主及び同僚の氏名を記憶してい

ないため、これらの者から、申立期間②における申立人の勤務の状況等につい

て確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4094       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年９月１日から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には

昭和 36 年９月１日から勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 36年 10月 21日から同年 11月１日までの期間につい

ては、雇用保険の加入記録により、申立人がＡ社に勤務していたことは認めら

れる。 

しかしながら、Ａ社を吸収合併したＣ社は、申立期間当時のＡ社の従業員に

関する資料を保有していないことから、申立人の申立期間における勤務の状況

や厚生年金保険料の控除について確認することができないとしている。 

また、申立人は、昭和 36 年４月にＢ社に入社し、同年９月１日に、同社を

吸収合併したＡ社に継続して勤務していたと申し立てているところ、社会保険

事務所の記録から、Ｂ社は、同年９月１日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なり、同日付で、Ａ社は、適用事業所となっていることが確認できる。そこで、

Ａ社において、昭和 36年９月１日に被保険者資格を取得した従業員 93人につ

いて調査した結果、87 人がＢ社から異動し、４人は同業他社を退職し、Ａ社

に入社していることが確認できる。 

一方、昭和 36年 11月１日に被保険者資格を取得している申立人を含むＡ社

の 13人の従業員のうち 11人に、Ｂ社での被保険者記録が無い。なお、残りの

一人は同社を 35年７月 20日に資格喪失している。 

これらのことから、Ａ社では、同社が適用事業所となった旨の届出を行った



 

際に、Ｂ社及び同業他社で既に厚生年金保険に加入していた者についてのみ、

資格を取得させ、その後、それ以外の者の加入手続を行ったと考えられる。そ

して、申立人にはＢ社における厚生年金保険の加入記録が無い。 

さらに、申立人が昭和 36 年４月に一緒にＢ社に入社したと記憶している同

僚も、申立人と同様に同社においては厚生年金保険の加入記録が無く、同年

11月１日にＡ社で被保険者資格を取得している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4101 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月１日から９年５月 30日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控

除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。

このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、平成９年５月 30 日に厚生年金保険の

適用事業所ではなくなっており、同年６月２日付けで申立人の標準報酬月額の記録

が、７年２月から８年 11月までの期間について、59万円から９万 2,000 円に、８

年 12月から９年４月までの期間について、30万円から９万 2,000円に、それぞれ

さかのぼって訂正されたことが社会保険庁のオンライン記録により確認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管していたＡ社の厚生保険特別会計債権消滅不納欠

損決議書から、同社は、社会保険料を滞納していたことが確認できる。 

また、Ａ社の従業員は、「社長から会社の経営が厳しいので国民年金に切り替え

てほしいと言われた。」と供述している上、申立人及び経理担当役員であった申立

人の妻も平成９年５月から国民年金の保険料を納付していることが確認できる。 

これらのことから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所にお

いて標準報酬月額の改定処理がなされたことは考え難く、申立人は、標準報酬月額

の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自らの

標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと主張する

ことは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4102 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10月１日から 10年６月 30日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控

除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。

このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、平成 10年６月 30日に厚生年金保険の

適用事業所ではなくなっており、同年７月 13 日付けで申立人の標準報酬月額の記

録が、９年 10月から 10年５月までの期間について、50万円から９万 8,000円にさ

かのぼって訂正されたことが社会保険庁のオンライン記録により確認できる。なお、

申立人は、標準報酬月額を引き下げる手続を行った記憶は無いとしている。 

しかし、社会保険事務所が保管していた申立期間当時の滞納処分票から、Ａ社は、

申立期間当時、厚生年金保険料を含む社会保険料を滞納していたことが確認できる。 

さらに、当該滞納処分票の記録から、申立人が複数回にわたり滞納保険料の処理

について社会保険事務所と協議を行った旨の記載が確認できる。 

このことから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所において

標準報酬月額の改定処理がなされたことは考え難く、申立人は、標準報酬月額の減

額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自らの

標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと主張する

ことは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4105                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年８月から 41年５月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、和食

店Ａに勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同店に

勤務したのは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、和食店Ａの会社名を記憶していないため、事業所名検索を行った

が、Ａを含む事業所名に係る社会保険事務所の被保険者名簿には、申立人及び

同僚の加入記録は見当たらない。 

また、申立人が記憶していた店舗の所在していた地域を管轄する法務局にお

いて、商業登記簿を請求したが、該当無しとの回答であった。 

さらに、申立人は、申立期間を含む昭和 40 年８月から 59年 10月まで国民

年金に加入し、その保険料を昭和 40年８月から 51年３月まで納付している記

録がある。 

なお、申立人が厚生年金保険に加入していたとする別の同僚は、申立期間当

時、国民年金に加入しており、厚生年金保険には未加入であったことが確認で

きる。 

このほか、申立てに係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4106                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 41年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務した

ことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、Ａ社は、申立期間当時、厚生年金保険の適用事

業所とはなっておらず、同社に係る商業登記簿謄本から、昭和 44 年 11 月 24

日に同社が設立されていることが確認できる。 

また、申立人は、昭和 39年 10月から 41 年３月までの期間については、当

初、国民年金の記録では、保険料が未納となっていたが、東京国民年金事案

4047 をもって、申立人がその保険料を納付していたものと認められ、納付記

録が訂正されている。 

このほか、申立てに係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4107 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年１月１日から３年 11月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する

標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい標準報酬月額に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった平成３年 11月 30日より後の同年 12月 25日付けで、申立人の標準報

酬月額は、２年１月から３年 10月までの期間、53万円が８万円に遡及
そきゅう

して引

き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、同社の代表取

締役であったことが確認できるが、申立人は、申立期間において、代表者印は

経理部長が管理しており、社会保険事務所への標準報酬月額変更届、算定基礎

届は経理部長が行っていたと供述している。 

また、申立人は、平成３年ごろＡ社の経営環境が悪化し、同年 11 月に同社

の従業員を全員解雇したとしている。 

さらに、Ｂ行Ｃ支店のＡ社当座預金取引内容一覧表によると、申立期間のう

ち３年８月の社会保険料の引き落としがないことが確認できる。 

このため、代表取締役であった申立人が知らずに、社会保険事務所において

標準報酬月額の訂正処理が行われたことは考え難く、申立人は、標準報酬月額

の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの

標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと主張



 

することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4110 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年８月 31日から 12年 11月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（申立

期間中に同社から商号変更したＢ社、Ｃ社及びＤ社を含む。以下同じ。）に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社

には申立期間も継続して勤務しており、厚生年金保険料の給与からの控除を

確認できる当時の給与明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に係る閉鎖事項全部

証明書から判断すると、申立期間のうち一部の期間において、申立人が代表取

締役として同社に勤務していたことが認められる。 

一方、申立人は、その保管する給与明細書により、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていた旨主張している。 

しかし、申立人から提出のあった上記給与明細書を見ると、「市町村民税」

を事業主により給与から控除（特別徴収）されていることが認められるところ、

申立人が申立期間当時に居住していた市では、Ａ社について「当市において課

税が確認できない。」旨回答している。 

また、同市から提出のあった「Ｅ税（普通徴収）徴収簿」により、申立人が

申立期間当時、市民税を普通徴収（徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付

することによって地方税を徴収すること）されていることが認められる。 

これらのこと等から、上記給与明細書が申立期間に係るものであるとは考え

難い。 

さらに、申立人は、社会保険庁のオンライン記録では、平成８年８月 31 日



 

にＡ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認でき

るところ、申立人が居住している市の記録において、同日から申立期間を含め、

国民健康保険に加入していることが確認できる。この国民健康保険の加入手続

について、同市では、他の健康保険に加入していないこと（他の健康保険から

移行した場合は、当該健康保険を脱退したこと）を確認した上で加入させてい

るとしていることから、申立人が申立期間に同社の政府管掌健康保険及び厚生

年金保険に加入していたとは考え難い。 

加えて、上記閉鎖事項全部証明書によれば、Ａ社から商号変更したＢ社は、

平成 10年 10月 14日に株主総会の決議により解散し、11年 12月 15日に会社

継続及び商号変更によりＣ社となり、12 年 10 月 20 日にＤ社に商号変更して

いることが確認できるところ、Ｃ社及びＤ社については、社会保険庁のオンラ

イン記録では、いずれも厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認できな

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4111 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 39年４月 26日から 40年２月１日まで 

             ②昭和 40年４月 26日から 41年４月 1日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ店に勤務

した期間のうち、申立期間①及び②について加入記録が無い旨の回答をもら

った。同店には昭和 38 年１月４日から 44年７月末日まで継続して勤務して

おり、その間、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたはず

であるので、申立期間①及び②について厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の複数の従業員の供述から判断すると、申立人が申立期間①及び②当時、

Ａ店に勤務していたことは推認することができる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、昭和 39年４月 26日から 40 年２月１

日までの申立期間①及び同年４月26日から41年４月１日までの申立期間②に

おいて、Ａ店は厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ店は既に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、当時の同社の事業主のうち１人は既に死亡しているため供述

が得られず、その他の事業主は、いずれも申立期間①及び②当時の従業員に係

る資料を保存していないため、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料の給与からの控除について確認することができないと回答している。 

さらに、社会保険事務所のＡ店に係る厚生年金保険被保険者名簿から昭和

37 年ないし 44 年に厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員は、

いずれも申立人と同様に、申立期間①及び②において厚生年金保険の加入記録

が無い。 



 

加えて、上記従業員のうち１人は、昭和 39 年４月 26日から 40年２月１日

までの期間及び同年４月26日から41年４月１日までの期間に厚生年金保険料

の給与からの控除は無かった旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4112 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年８月８日から 35年７月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務していた当

時、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたはずであるので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた複数の同僚の供述から判断すると、申立人が申立期間

当時、Ａ社に勤務していたことは推認することができる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 37 年７月１日であることが確認できることから、申立期間は厚

生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、当時の同社の事業主は連絡先等が不明であるため供述が得ら

れず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除等について確

認することができない。 

さらに、申立人が記憶していた同僚のうち、照会を行い連絡の取れた複数の

同僚については、社会保険事務所の記録では、いずれもＡ社が厚生年金保険の

適用事業所となった昭和 37 年７月１日以前に同社における厚生年金保険の加

入記録が無いことが確認できるところ、いずれも同日以前の同社に勤務してい

た期間に厚生年金保険料が給与から控除されていた記憶は無い旨供述してい

る。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4113 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年 12 月１日から 48 年１月１日まで 

年金記録確認の通知が来て加入期間を確認したが、Ａ社に勤務した期間の

うち、Ｂ国での語学研修及び同社のＢ国本社において現地採用の形で勤務し

ていた申立期間が厚生年金保険に未加入となっている。 

申立期間は、Ｂ国で社会保険料を支払っていた。さらに、日本での勤務再

開に当たり、Ａ社と厚生年金保険料の後払い分として給与から差引かれるこ

とに同意した（金額は思い出せない）ことを覚えていることなどから、申立

期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、「申立人が海外での語学研修を行うに当たり、昭和 45年８月１日付

けで休職を発令している。休職の場合は、当社での身分は継続するが、給与支

給が無いことから、給与から厚生年金保険料の控除はできない。」と回答して

いる。 

また、申立人のＡ社の雇用保険の被保険者記録は、昭和 46 年 11 月 30 日に

一度資格を喪失し、48 年１月１日に再取得しており、社会保険事務所の厚生

年金保険被保険者記録と一致している。 

なお、昭和 48 年１月以降、申立人は、Ａ社への復職に当たり、日本での厚

生年金保険料支払いを継続するため、保険料の後払い分を給与から控除するこ

とに同意したと主張するが、同後払い分の厚生年金保険料控除の有無、保険料

の実額は覚えていない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



 

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4115                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年４月１日から同年 11月 30日まで 

② 昭和 22年４月１日から 23年３月 31日まで 

③ 昭和 30年８月 30日から 31年９月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ校に代用

教員として勤務していた申立期間①、Ｂ校に代用教員として勤務していた

申立期間②、Ｃ社又はＤ社に勤務していた申立期間③について、加入記録

が無い旨の回答をもらった。給与明細書など証明できる資料は無いが、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について 

申立人がＡ校及びＢ校に代用教員として勤務したことは、Ｅ市教育委員会

及びＦ市教育委員会から提出された履歴書などによって確認できる。 

しかし、申立期間①及び②期間当時、教育事業は厚生年金保険法の適用事

務所とならない業種であり、社会保険事務所おいても、Ａ校及びＢ校が申立

期間当時、厚生年金保険適用事業所であった記録は無いため、いずれの学校

においても厚生年金保険に加入することはできない。 

２ 申立期間③について 

申立人が申立期間③当時、Ｃ社又はＤ社に勤務していたことは、元同僚２

人及び元従業員５人の供述から推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録により、Ｃ社は昭和 31年４月１日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっている一方、Ｄ社は同年９月１日に

新たに厚生年金保険の適用事業所になっていることが確認できることから、

当該期間のうち、31年４月１日から同年９月１日までは、Ｃ社及びＤ社い



 

ずれでも厚生年金保険に加入できない。 

また、Ｄ社も既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、Ｃ

社及びＤ社の事業主の所在が不明なため、申立人の当該期間に係る事業主に

よる厚生年金保険料控除について確認できない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＣ社及びＤ社の厚生年金保険被保険者

名簿から、Ｃ社からＤ社に移籍した５人（いずれも申立期間の厚生年金保険

の加入記録はない）を抽出し、当該期間当時の保険料控除の有無について照

会したところ、回答のあった３人は「当該期間について、給料から保険料が

控除されていたかどうか憶えていない。」と回答している。 

加えて、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情

も無い。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①、②及び③について厚生年金保険被保険者として、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 4116                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から５年６月 30日まで                        

社会保険事務所の記録では、代表取締役として勤務したＡ社における申立

期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の標準報酬月額より低い金額に

訂正されているので、訂正前の正しい標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の保管している記録により、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

平成５年６月 30 日以降の同年７月 16 日付けで、４年５月から５年５月まで

53万円から 30万円に遡及
そきゅう

して訂正されたことが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿により、標準報酬月額の減額訂正が行わ

れた平成５年７月当時、同社の代表取締役であったことが確認できるとともに、

「経営の悪化により厚生年金保険料を滞納し、社会保険事務所と滞納保険料の

納付について相談した際、代表取締役の標準報酬月額を減額調整して、同社の

滞納保険料に充当する必要がある旨の説明を受けた。」としていることから、

同社の代表取締役として標準報酬月額の減額について関与したものと考える

のが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと

主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4117  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から 12年７月 31日まで                        

社会保険事務所の記録では、代表取締役として勤務したＡ社における申立

期間の厚生年金保険料の標準報酬月額が、実際の標準報酬月額より低い金額

に訂正されているので、正しい標準報酬月額に戻してほしい。 

(注)申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の保管している記録により、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

平成 12年７月 31日以降の同年 10月３日付けで、３年８月から５年４月まで

53万円、同年５月から 12年６月まで 17万円がそれぞれ９万 2,000円に遡及
そきゅう

し

て訂正されたことが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿により、標準報酬月額の減額訂正が行わ

れた平成 12年 10月当時、同社の代表取締役であったことが確認できるととも

に、社会保険事務所が保管していた同社に係る滞納処分票の記録から、同社は

平成 10 年ごろから厚生年金保険料を含む社会保険料の支払に苦慮していたこ

とが確認できる。また同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった当

時の取締役は、申立人が同社における社会保険の事務手続を担当していたとし

ており、このような状況から代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険

事務所において標準報酬月額の訂正処理が行われたとは考え難く、標準報酬月

額の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと



 

主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年ごろから 36年ごろまで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した昭和30年ごろから36年ごろまでの期間の加入記録が無い旨の回

答をもらった。しかし、当該期間に同社へ勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の当時の従業員の供述から、時期・期間は明らかではないが、申立人が

同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 30年９月２日から同年９月 10日まで

の期間、33 年 11 月２日から 34 年９月 10 日までの期間及び 35 年５月１日か

ら 36年６月 28日までの期間については、申立人は、Ａ社とは別の事業所にお

ける厚生年金保険の加入記録があることから、これらの期間において、申立人

がＡ社に勤務していたとは認められない。 

また、Ａ社で経理事務を担当していた者は、同社では、通常２か月間の見習

期間の後に、厚生年金保険に加入させていたが、本人が希望しない場合には厚

生年金保険に加入させないこともあり、加入していない社員の給与から厚生年

金保険料を控除することはなかった旨供述している。 

さらに、申立人は、申立人の兄も申立期間当時にＡ社に勤務していたと供述

しているところ、社会保険事務所の記録では、当該兄は、昭和 39 年６月５日

に同社における厚生年金保険の被保険者資格を取得しており、申立期間におい

ては、当該兄も同社における厚生年金保険の加入記録が無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな



 

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年６月１日から８年８月 31日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生

年金保険の標準報酬月額が、実際の報酬額に見合う標準報酬月額と相違して

いることが判明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、Ａ社は、平成８年 12 月１日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっており、同日より後の９年４月 10 日に、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額は、さかのぼって 26 万円が９万 2,000 円に遡及
そきゅう

訂正され

ていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本並びに申立人及び同社の当時の従業員の供述か

ら、申立人は、申立期間当時、取締役として同社の社会保険事務手続及び経理

事務に一定の責任を有していたと認められる。 

また、申立人は、上記の遡及
そきゅう

訂正処理については記憶が無いとしているもの

の、「Ａ社は、申立期間当時、社会保険料の滞納があった。社会保険事務所へ

の対応は、すべて自分が行っていた。」と供述しており、上記従業員は、「平成

８年８月ごろ、申立人から、社会保険料が払えないので、国民年金に切り替え

るように説明された。」と供述していることから、申立人は当該訂正処理に関

与していたものと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時、社会保険事務手続及び

経理事務の担当取締役であった申立人が、自らの標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理

に関与しながら、その処理が有効なものではないと主張することは信義則上許

されず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂



 

正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4124 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年７月１日から 31年 12月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務してい

たことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立人は、昭和 26 年７月１日にＢ社における厚生

年金保険の被保険者資格を取得し、30年７月１日に資格を喪失しているところ、申

立人は、「Ｂ社からＡ社に名称が変わっただけで、両社は同じ会社であるのに、Ａ

社で勤務していた申立期間の加入記録が無いのはおかしい。」と申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、昭和 30 年７月１日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっており、また、申立人が申立期間に勤務していたとする

Ａ社は、適用事業所としての記録が無く、同社の所在地を管轄する法務局に商業登

記の記録も無い。 

さらに、申立人は、Ａ社の代表者並びにＢ社の上司及び同僚の氏名を記憶してい

るところ、同僚のうちの一人は、「申立人が、Ｂ社で勤務していたことは覚えてい

るが、その後、どこの会社で勤務していたかは知らない。」と供述しており、その

ほかの者は、いずれも死亡・所在不明等により、供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4125 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月ごろから 29年３月ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社Ｂ事業

所に勤務した昭和 26年４月ごろから 29年３月ごろまでの期間について、加

入の記録が無いとの回答があった。同事業所に勤務していたことは間違いな

いので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された退職者名簿により、申立人が、申立期間のうち、昭和

28 年４月３日から 29 年８月 14 日までの期間において、同社Ｂ事業所にアル

バイトとして勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、アルバイトで雇用していた者に係る厚生年金保険

の取扱いについては、当時の資料が残っていないので不明であると回答して

いる。 

また、申立人は、Ａ社Ｂ事業所における複数の同僚を記憶しているものの、

いずれも所在不明・死亡等のため、供述を得ることができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿

から、申立期間当時厚生年金保険に加入していたことが確認できる複数の従

業員に照会したところ、そのうちの一人は、「自分は、昭和 27 年 10 月ごろ

にＡ社Ｂ事業所に臨時工として中途採用され、半年程たってから、本採用に

なった。厚生年金保険には、本採用者以外は加入させていなかったと思う。

臨時工だったときは、給与から保険料が控除されることはなかった。アルバ

イトは本採用ではなく、臨時工のようなところがあった。」と供述している。

そして、このことは、当該従業員の資格取得日が、その入社時期から半年程

度後の日付で記録されていることとも符合する。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4126                          

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 11月１日から５年９月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かったので、申

立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、Ａ社が、厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

った平成５年９月 30 日より後の同年 11月 22日に、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額の記録が、53 万円から８万円にさかのぼって訂正処理されてい

ることが確認できる。 

しかしながら、申立人及び複数の従業員の供述から、申立人は、Ａ社の経理

担当取締役であったと認められるところ、申立人は、「当時、厚生年金保険料

等の滞納があった。社会保険事務所の職員から、さかのぼって標準報酬月額を

引き下げることについて提案され、ほかの債権者のこともあり、応諾せざるを

得なかった。手続上の印鑑は、代表者の承認の上で押した。」としている。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時、Ａ社の経理担当取締役

であった申立人が、申立期間に係る自らの標準報酬月額の減額処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間に係る厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4127 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月１日から９年３月 25日まで 

    Ａ社で代表取締役として勤務した期間のうち、平成７年８月１日から９年

３月 25 日までの期間に係る標準報酬月額が、給与よりも大幅に低い。申立

期間における標準報酬月額を実際に支給されていた給与に見合うように訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、平成９年

３月 25 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同日に、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、さかのぼって 41 万円から９万 2,000 円に減

額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、上記の減額処理について、「社会保険料の滞納があった。

社会保険事務所の職員から、社会保険からの脱退と滞納保険料の整理を提案さ

れ、迷惑をかけられないので、書類に記入し手続を行った。」と回答している

ことから、自らの標準報酬月額の減額に同意していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月１日から６年 11月 30日まで 

 社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同社で

は、代表取締役として勤務していたが、遡及
そきゅう

訂正に関する届出を行った記憶

は無いので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として、同社に在職し、厚生年

金保険の被保険者であったことが、社会保険庁のオンライン記録や同社の登記

簿謄本により確認できる。 

また、Ａ社は、平成６年 11月 30日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ているとともに、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、同年 12

月５日に５年５月から６年10月までさかのぼって34万円が８万円に訂正され

ていることが確認できる。 

一方、申立人は、社会保険の手続について税理士に依頼し、税理士が作成し

た書類に従って、小切手で社会保険事務所へ納付していたとしている。 

しかしながら、申立人は、申立期間当時、社会保険料の支払いを滞納してい

たことを認めており、同社の厚生年金保険の適用事業所でなくなった際の手続

については、社会保険事務所から呼出しを受け、社会保険事務所の職員が提示

した書類に自らが押印したと供述している。当該書類が自身の標準報酬月額の

遡及訂正に係る届出書であったかどうかは記憶に無いとしているが、代表取締

役として自らの標準報酬月額の減額処理に同意したものと考えるのが自然で

ある。 



 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時、Ａ社の代表取締役であ

った申立人が、自らの標準報酬月額の減額に同意しながら、申立期間に係る標

準報酬月額の減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上許され

ず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月 10日から 30年 10月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答があった。申

立期間に同社で勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てているところ、同社の

事業主は、申立期間当時に申立人が同社に勤務していたことを確認できる人事

記録等の資料を保存していないことなどから、申立人が同社に勤務していたこ

とを確認することはできないと回答している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿で、申立期間

当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員及び申立

人が記憶している同僚に申立人の勤務の実態や厚生年金保険の取扱い等につ

いて照会したものの、申立人のことを記憶している従業員等はいなかった。 

さらに、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 26 年８月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、同年４月 10 日から同年

８月１日までは厚生年金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年３月 22日から 44年 12月 31日まで 

② 昭和 46年２月５日から同年３月 28日まで 

③ 昭和 47年４月３日から同年 12月 29日まで 

60 歳の時、年金の受給手続をした際に脱退手当金を受給している記録が

あることを知った。Ａ社及びＢ社会保険事務所では厚生年金保険に加入して

いることを知らなかったし、退職後も仕事は続けるつもりでいたので、厚生

年金保険を脱退することはあり得ない。Ｃ社、Ａ社及びＢ社会保険事務所の

被保険者期間を厚生年金保険の受給期間として回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の申立人に係る厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支

給を意味する表示が記されているとともに、申立期間に係る最終事業所の厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 48年６月 22日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間であ

る３回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立期間後の

被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したため番号が異なって

いるものと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人は申立期間の事業所を退職後、国民年金の強制加入期間があった

にもかかわらず、昭和 61年まで国民年金に加入しておらず、年金に対する意識が高

かったとは考え難く、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月 12日から 40年２月１日まで 

             ② 昭和 40年９月１日から 43年３月 11日まで 

社会保険事務所からＡ社及びＢ社の厚生年金保険については、脱退手当金

が支給済みであるとの回答をもらった。私はＣ社の退職時には脱退手当金を

受給したが、Ｂ社の退職時には受給しないと決め、手続もしていない。調査

をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＢ社に係る被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱退手当金は支給額に計算上

の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月

後の昭和 43 年７月９日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4156 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月１日から７年２月 28日まで 

Ａ社で代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月

額が実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と相違しているので、正しい

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社は、平成７年２月 28 日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっているところ、申立人の標準報酬月額は、同

年３月 22日を処理日として、６年３月１日から７年２月 28日までの期間につ

いて、41万円から 11 万円に遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の法人登記簿謄本によると、申立人は、平成７年３月

22 日の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理日において、同社の代表取締役であるこ

とが確認できる。 

また、申立人は、経理及び社会保険事務は自分が行っていたこと並びに代表

者印は自分が保管しており、自分以外は使えなかったと供述している。さらに、

申立人から提出された、申立期間に係る被保険者標準報酬決定通知書（取消）

等の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理に係る書類において、社会保険事務所の受付

印の年月日が平成７年３月 22 日付けとなっていることから、社会保険庁のオ

ンライン記録どおりの届出が行われたことが確認できる。このことから、申立

人は、Ａ社における厚生年金保険関係事務に関与していたものと認められ、当

該期間に係る標準報酬月額の減額に同意していたものと考えるのが自然であ

る。 

加えて、申立人は、申立てに係る標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理に係る書類を

Ａ社が社会保険事務を委託していた社会保険労務士事務所が作成したのでは



 

ないかと供述しているが、当該社会保険労務士事務所は、申立期間当時は同社

との顧問契約を既に解除しており、当該申立てに係る手続及び書類の作成は行

っていないと回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、Ａ社の代表取締役として厚生年金保険関係事務に関与し、自らの標準

報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではないと主張す

ることは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録

の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4188 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 11月 12日から 55年９月 16日まで 

    ねんきん特別便を見て、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い

ことが分かった。申立期間は、Ａ社のＢ支店に勤務していたので、当該期

間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に勤務していたと申し立てているところ、

雇用保険の加入記録並びに申立期間当時の上司及び複数の同僚の供述により、

申立人が、申立期間においても同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、上述の上司等は、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状

況についてまでは分からないと供述しているほか、同僚の一人は、社会保険関

係の事務手続等については、申立人が最初の長期海外赴任者であったことなど

もあり、当時の社会保険事務担当者が不慣れな状態であるまま手続等を行って

しまったのではないかと供述している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、昭和

54年 12月 18日に、申立人の健康保険証を返納した旨の記載があることから、

事業主は、申立人に係る厚生年金保険の資格喪失日に係る届出を社会保険事務

所に行ったことがうかがえる。 

さらに、上述の被保険者名簿の整理番号に欠番等は見られず、社会保険事務

所の事務処理に不自然さは見当たらない。 

このほか、当時の社会保険事務担当者は、申立期間当時の記憶は無いと供述

しているほか、申立人について申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



 

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4189 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年５月 29日から 23年４月 10日まで 

    社会保険事務所に船員保険の加入期間を照会したところ、申立期間につい

て、船員保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらった。船舶Ａに乗

船していた事実が確認できる船員手帳を提出するので、申立期間について

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された船員手帳及びＢ年鑑から、申立人が申立期間において

船舶Ａに乗船し、同船の船舶所有者（事業主）と雇用関係にあったことが推認

できる。 

しかし、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において海上労働の特殊性を

考慮し、労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り込む前に行政庁が

あらかじめその労働条件の適法性等を確認するために設けている労働契約の

公認制度であり、必ずしも船員保険の加入期間と一致するものではなく、申立

人所持の船員手帳記載の雇入年月日及び雇止年月日をもって、直ちに船員保険

資格の取得及び喪失の根拠とすることはできない。 

また、社会保険事務所の記録から、船舶Ａが申立期間において船員保険の適

用船舶であった事実や同船の船長及び一緒に乗船していたとする同僚が、申立

期間において船員保険の被保険者であった事実は確認できない。 

さらに、申立人の船員手帳の給料欄には、歩合としか記載されておらず、乗

船時には給料が決定されていなかったと考えられ、申立期間に係る船員保険料

が給与から控除されたとは考え難い。 

このほか、申立人について申立期間に係る船員保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4190 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年２月１日から 24年１月６日まで 

② 昭和 24年５月１日から 26年 10月１日まで 

③ 昭和 27年１月７日から 34年５月７日まで 

平成 15年ごろ、市の年金相談で自分の年金記録を調べてもらったときに、

脱退手当金の支給記録があることを初めて知った。 

しかし、申立期間当時は脱退手当金の制度を知らなかったし、脱退手当金

を請求した記憶も受給した記憶も無い上、会社からは脱退手当金に関する説

明は受けていないので、脱退手当金を受け取っていないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の女性被保険者

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 34 年５月の前

後２年以内に資格喪失した者 15 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、

11 名について脱退手当金の支給記録が確認でき、いずれも資格喪失日から４

か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることに加え、当該支給決定の

記録がある者の一人は、事業所がその請求手続をした旨の供述をしており、当

時が通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人の脱退手当金の請

求についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられ

る。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたこ

とが推認される表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給

額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約３か月半後の昭和34年８月27日に支給決定されてい

るなど、脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4194 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月ごろから 39年９月ごろまで 

② 昭和 39年 10月ごろから 43年 10月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の記録が無

いとの回答をもらった。両社には間違いなく勤務していたので、申立期間に

ついて厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、当該期間にＡ社に勤務していたと申し立

てているが、社会保険事務所の記録では、同社は、申立期間①において厚生

年金保険の適用事業所としての記録が無く、同社の所在地を管轄する法務局

には同社の商業登記の記録は無い。 

また、Ａ社における代表取締役等の連絡先が不明であること等から供述が

得られず、申立人の申立期間①における勤務の実態や厚生年金保険料の控除

等について確認できない。 

さらに、申立人はＡ社において一緒に勤務していた同僚等の氏名を６名記

憶しているものの、連絡先が不明であること等から供述が得られず、申立人

の申立期間①当時における勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について

も確認できない 

２ 申立期間②について、申立人は、当該期間にＢ社に勤務していたと申し立

てているが、社会保険事務所の記録では、同社は、昭和 46年７月 27日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の事業主は死亡しているこ

と、及び役員等の連絡先が不明であること等から供述が得られず、申立人の

申立期間②における勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認



 

することができない。 

また、申立人はＢ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚７名

については、そのうち２名は死亡しており、他の３名は社会保険事務所の同

社における厚生年金保険被保険者名簿に記録が無く、連絡の取れた２名はい

ずれも申立人のことは記憶に無いと供述している。 

さらに、Ｂ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により、

申立期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

のうち、連絡の取れた８名はいずれも申立人のことは記憶に無いと供述して

いる。 

加えて、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録は無い。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年８月１日から 11年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間当時は同社の代

表取締役であったが、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在籍し、厚生年金保険の

被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により確認できる。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成

10 年８月から 11 年３月までの期間については 20 万円と記録されていたとこ

ろ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった 11 年４月１日以降

の同年８月５日に、申立人を含む２名の標準報酬月額の記録がさかのぼって訂

正されており、申立人の場合、10年８月から 11年３月までの期間については

９万 8,000円へと減額訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、「自分や取締役で社会保険事務担当である妻は、同社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなる手続きや標準報酬月額変更の届出も行

っていない。」と供述している。 

一方、Ａ社の社会保険の手続きを担当していた社会保険労務士は、「同社の

経営状況が厳しくなり委託解除となったので、平成 11 年４月１日に同社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなる手続きを自分は行っていない。」とし、同

社の従業員は、「同社の取締役である申立人の妻が社会保険関係の事務手続を



 

担当していた。」と供述している。 

また、申立人は、「Ａ社は多額の借入金の返済が経営を圧迫していた。社会

保険の手続きは社会保険労務士に委託していたが、社内では同社取締役であっ

た妻が社会保険の手続きを担当していた。申立期間当時、同社には社会保険料

の滞納があり、平成 11年９月 24日に社会保険事務所へ行き滞納保険料を５万

円か６万円支払った。同時期に社会保険事務所へ３度出向いたが、何をしてき

たかは記憶に無い。」と申立人自身が社会保険事務所へ何度も出向いたことを

供述していることから、同社の代表取締役である申立人が関与せずに社会保険

事務所において標準報酬月額の改定処理がなされたとは考え難く、申立人は、

自身等の標準報酬月額の減額に関与していたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として上記標準

報酬月額の減額に関与しながら、当該減額処理を有効なものではないと主張す

ることは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年８月１日から 11年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間当時は同社の取

締役であったが、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役として在籍し、厚生年金保険の被保

険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本によ

り確認できる。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成

10 年８月から 11 年３月までは 16 万円と記録されていたところ、同社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年４月１日以降の同年８月５日

に、申立人を含む２名の標準報酬月額の記録がさかのぼって訂正されており、

申立人の場合、10年８月から 11年３月まで９万 8,000円へと減額訂正されて

いることが確認できる。 

しかし、申立人は、「代表取締役である夫や自分は同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなる手続きや標準報酬月額変更の届出も行っていない。」と供

述している 

一方、Ａ社の社会保険の手続きを担当していた社会保険労務士は、「同社の

経営状況が厳しくなり委託解除となったので、平成 11 年４月に同社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなる手続きを自分は行っていない。」とし、同社の

従業員は、「申立人が社会保険関係の事務手続を担当していた。」と供述してい

る。 



 

また、申立人は、「Ａ社は多額の借入金の返済が経営を圧迫していた。社会

保険の手続きは社会保険労務士に委託していたが、社内では自分が社会保険の

手続きを担当していた。申立期間当時、社会保険料の滞納額は 36 万円位であ

った。代表取締役である夫が社会保険事務所へ行き延滞金を支払った。当該延

滞金の領収書６枚を保持しており、合計金額は６万 2,800 円である。」と申立

人は、自ら社会保険事務を担当していたと供述していることから、Ａ社の代表

取締役である夫及び取締役である申立人が関与せずに社会保険事務所におい

て標準報酬月額の改定処理がなされたとは考え難く、申立人は、自身等の標準

報酬月額の減額に関与していたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の取締役及び社会保険担当者

として、自身等の記録訂正処理に職務上関与しながら、当該減額処理が有効な

ものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月 15日から 47年２月 25日まで 

              ② 昭和 47年３月 10日から同年 11月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間①及び②の記録が無いとの回答をもらった。申立期

間について、同社には間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、当該期間にＡ社に勤務していたと申

し立てているが、社会保険事務所の記録では、同社は、申立期間①及び②にお

いて厚生年金保険の適用事業所としての記録が無く、同社の所在地を管轄する

法務局には同社の商業登記の記録は無い。 

また、Ａ社における代表取締役等の連絡先が不明であること等から供述が得

られず、申立人の申立期間①及び②当時における勤務の実態や厚生年金保険料

の控除等については確認できない。 

さらに、申立人はＡ社において一緒に勤務していた同僚等の氏名を記憶して

いないこと等から供述が得られず、申立人の申立期間①及び②当時における勤

務の実態や厚生年金保険料の控除等については確認できない。 

加えて、申立人に係るＡ社における雇用保険の加入記録は、申立期間も含め

て無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を



 

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 大正 14年生 

住    所  ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年６月１日から 18年２月１日まで                        

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 17年６月１日から 19年２月１日までの期間のうち、申

立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には間違いなく勤務していた

ので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における同僚の供述により、申立人は、申立期間当時、同社に

勤務していたことを推認することができる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所の記録から平成 15年 12月１日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっていること、当時の事業主は死亡していること、

及び同社の回答では当時の従業員に関する資料等を保管していないとしてい

ること等から、申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について確認す

ることができない。 

また、申立人はＡ社において一緒に勤務していた上司及び同僚を９名記憶し

ているところ、連絡の取れた３名のうち上司である１名は申立人のことは記憶

に無く、同僚のうち１名は、「自分は申立人と同じく昭和 15 年４月に入社し、

16 年４月から工業学校に入学したので、申立人が勤務していたことは記憶し

ているものの、工業学校在学中は厚生年金保険の対象外だったと思うので、申

立人は厚生年金保険に加入していないし、厚生年金保険料の控除もなかったと

思う。」とし、他の１名は、「申立人のことは記憶にあるが、申立人の勤務期間

や厚生年金保険の加入状況については分からない。」と供述している。 

さらに、上記上司及び同僚のうち、申立人は一緒に工業学校に入学した７名

の同僚を記憶しているところ、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿で



 

確認できる当該同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、いずれも申立人

と同日の昭和 18年２月１日であることが確認できる。 

加えて、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿から申立人

と同じく昭和 18 年２月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していること

が確認できる複数の従業員のうち連絡の取れた３名は、「申立人のことは記憶

に無いものの、自分は 15 年４月に入社し、16 年４月から 19 年２月まで工業

学校に在学していた。」と供述している。 

これらのことから、Ａ社においては、従業員の厚生年金保険（申立期間当時

は労働者年金）の被保険者資格取得手続に当たり、採用後一定期間経過後に行

うという取扱いがあったと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月 15日から 53年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社に申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に申立期間も勤務していたと申し立てているが、同社は、申

立期間当時の従業員に関する資料を保管していないことから、申立人の申立期

間における勤務の状況や厚生年金保険料の控除については確認できないと回

答している。 

また、申立人は、当時の上司や同僚等の氏名を記憶しておらず、申立人の勤

務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により、申

立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員 22 名に照

会したところ、14 名から回答があり、そのうち、13 名は申立人のことを記憶

していなかった。残りの１名（後に社会保険事務を担当）は、申立人が申立期

間当時勤務していたことを覚えており、上記被保険者名簿において昭和 52 年

12 月 21 日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できるが、

「自分は、52 年 10 月 17 日に入社した。Ａ社では、申立期間当時、新入社員

については、入社当初は厚生年金保険に加入させておらず、一定期間経過後に

勤務実績等を考慮して同保険に加入させていたものと思われる。」旨供述して

いる。 

このことは、上記回答があった従業員 14 名のうち５名について、その供述

内容及び社会保険事務所の記録により、入社後約２か月から２年２か月経過後

に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが認められることからも



 

裏付けられる。 

加えて、申立期間当時の社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿を確認したところ、整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事務処理に

不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4204 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年５月９日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間は、同社に勤務していたが、厚生年金保険は親会社のＢ社で加入し

ていたはずであるので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の在籍証明書により、申立人が昭和 32 年５月９日以降同社に継続して

勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時における従業員の厚生年金保険の加入状況に

係る資料を保存しておらず、申立人の保険料控除については確認できないとし

ながらも、当時は、入社後数か月間の試用期間が経過してからＢ社において厚

生年金保険に加入させており、この数か月間は保険料を控除していないと回答

している。 

また、Ａ社の資料（昭和 32 年５月９日付け辞令）により、申立人の入社当

初には試用期間があったことが確認できる。そして、同資料により、申立人と

同期入社であると認められる従業員 11 名のうち、所在が判明した８名に照会

したところ、回答があった７名のうち５名は、申立期間に厚生年金保険料は控

除されていなかったと供述している。そのうちの１名は、「Ａ社に入社した後

の研修で給与担当者が、試用期間中は正社員ではないので、厚生年金保険には

加入せず、保険料も控除しないと説明していた。」と供述している上、同人が

保有する申立期間の給与支給明細書によれば、申立期間において厚生年金保険

料が控除されていないことが確認できる。 

さらに、上記従業員 11 名は、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被



 

保険者名簿により、全員が昭和 32 年８月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得していることが確認できることから、申立人も入社後数か月が経過した昭

和 32 年８月１日に厚生年金保険に加入する旨の手続が行われたものと考えら

れる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 30年４月１日から同年８月 25日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間に同社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社では、

申立人の厚生年金保険への加入に関する資料は保存されておらず、申立人の申

立期間における勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により、申立

期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員９名に照会

したところ、５名から回答があり、全員申立人のことは記憶が無いとしている。 

さらに、上記回答があった従業員５名のうち４名について、その供述内容及

び社会保険事務所の記録により、入社後約４か月から７か月経過後に厚生年金

保険の被保険者資格を取得していることが認められる。このため、Ａ社では、

入社後相当期間が経過した後に厚生年金保険に加入させていたものと考えら

れる。 

加えて、申立期間当時の社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿を確認したところ、整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事務処理に

不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4210      

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

                       

第２ 申立の要旨等              

１ 申立人の氏名等            

氏    名 ： 男        

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 10年生    

住 所 ：       

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年５月５日から 39年 10月１日まで 

             ② 昭和 41年 12月 30日から 46年７月 31日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無かった。同社には、

工員として昭和 38年５月５日から 46年７月まで勤務したので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

                               

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、複数の同僚の供述から、期間は明確ではないもの

の、申立人がＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、同社が厚生年金保険の適用事業所に

なったのは、昭和 39年 10月１日であることが確認できる。            

また、Ａ社は、昭和 49 年に既に解散している上、当時の事業主の所在が

不明であり、申立期間①に係る申立人の勤務状況、保険料控除等を確認する

ことができない。                

さらに、申立人の記憶している上司・同僚６名のうち、連絡の取れた１名

は、申立期間の保険料控除について記憶が無く、保険料控除を示す資料も有

していないと供述している。           

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から同社が厚生年金保

険の適用事業所になった昭和39年10月１日に厚生年金保険の被保険者であ

ったことが確認できた従業員のうち、６名と連絡が取れたものの、４名が、

39年 10月以前から勤務していたが、申立期間の保険料控除については記憶

が無く、保険料控除を示す資料も有していないと供述している。     

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与



 

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。        

２ 申立期間②については、同僚の供述から、期間は明確ではないものの、申

立人が、申立期間にＡ社に勤務していたことはうかがえる。 

 しかし、社会保険事務所の記録では、同社は、昭和 42年１月 31日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなったことが確認できる。      

また、Ａ社は、昭和 49 年に既に解散している上、当時の事業主の所在が

不明であり、申立期間②に係る申立人の勤務状況、保険料控除等を確認する

ことができない。          

さらに、申立人の記憶している上司・同僚６名のうち、連絡の取れた１名

は、同人は昭和 41年 10月 30日に退職したと供述しており、申立期間②に

係る申立人の勤務状況、保険料控除等を確認することができない。  

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿では、申

立人が資格喪失した日（昭和 41年 12月 30 日）から同社が適用事業所でな

くなった日（42年１月 31日）までの期間に厚生年金保険の被保険者であっ

た従業員は、事業主のほかに１名しかおらず、当該１名は、申立期間②に係

る申立人の勤務状況、保険料控除については不明であると供述している。そ

のほか、39 年 10 月１日から 41 年８月１日まで同社において厚生年金保険

の加入記録があり、44 年ごろ同社に再入社したと供述する従業員は、再入

社後の保険料控除については記憶が無く、保険料控除を示す資料も有してい

ないと供述している。  

    このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4214 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月ごろから同年 11月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には平成４

年７月ごろから勤務し、申立期間の厚生年金保険料が給与から控除されてい

たはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の「申立人を記憶している」との供述から判断すると、

申立人は、勤務期間の特定はできないが、同社に勤務していたことが推認され

る。 

しかしながら、申立人は、Ａ社の同僚等を記憶しておらず、同社は、申立期

間当時の関係資料を保管していないため、申立人の勤務実態及び申立期間の厚

生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、申立人が厚生年金保険被保険者として勤務してい

たことが確認できなかった。 

また、従業員の一人は、「Ａ社は、給与及び試用期間の取扱いが従業員によ

り不統一であり、申立人のように短期の勤務の場合には厚生年金保険に加入さ

せないこともあった」とし、他の従業員は、「申立人のような事務職は、入社

後、何か月かの研修があり、すぐには厚生年金保険の加入は無いと聞いたこと

がある」と供述している。 

また、申立人の申立期間の雇用保険の加入記録が無い上、申立人は、国民健

康保険の加入記録によると、昭和 46 年６月 20 日に資格を取得し、平成４年



 

12 月２日に資格を喪失しており、申立期間において国民健康保険に加入して

いたことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年９月１日から 39年８月１日まで 

  ② 昭和 39年８月 31日から 40年８月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には昭和 22 年９月から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が

給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の業務内容等に係る申立人の具体的な供述及

び同社の同僚の「申立人は同社に在籍していた」との供述から判断すると、

申立人は、勤務期間の特定はできないが、同社に勤務していたことが推認さ

れる。 

しかしながら、Ａ社の当時の代表者は、既に死亡しているため、同社にお

ける申立人の勤務実態及び申立期間の厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

また、社会保険事務所が保管する申立期間①に係るＡ社の厚生年金保険被

保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 23

年 10月１日であり、当時、同社に在籍していたとされる約 100人の従業員の

うち、７人のみが同年 10 月２日付けで厚生年金保険の資格を取得しており、

その後、26年２月１日付けで３人が、32年５月７日付けで１人が、それぞれ

資格を取得し、39年８月１日付けで申立人及び事業主を含む 90人が資格を取

得していることが確認できる。これについて、同社の元専務取締役は、「当

初、保険料負担を抑えるため、一部の従業員のみしか厚生年金保険に加入さ



 

せておらず、大多数の従業員は未加入であった」旨供述している。 

さらに、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿を調査したが、健康保険及び厚

生年金保険の整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事務処理に不自然さ

は見られない。 

申立期間②については、申立人がＡ社に勤務していたとする昭和 38年２月

11 日付けで、自身の会社であるＢ社を設立していたことが同社の登記簿謄本

及び申立人の供述から確認できる。 

また、申立人は、「Ｂ社の健康保険が適用される前は、しばらくはＡ社の

健康保険を任意継続した」旨供述しているが、当時、申立人は任意継続の要

件を満たしていない上、これを確認する資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



 

東京厚生年金 事案 4216 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月１日から同年 11月 19日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同

社では、代表取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与する立場で

はなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役及び従業員として在職し、厚生年金

保険の被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄

本により確認できる。 

また、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成９年 11 月 19 日の後の 10 年１月７日

付けで、９年６月から同年 10 月までの期間は 59 万円が 30 万円にさかのぼって減

額処理が行われていることが確認できる。 

一方、申立人は、「当時、Ａ社の健康保険及び厚生年金保険の事務手続を申立人

の妻に委任していた」旨供述している上、代表取締役辞任後も一人で同社の経営を

行っていた申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂正処理

がなされたとは考え難く、申立人は標準報酬月額の減額処理に関与していたものと

考えるのが自然である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

は、Ａ社の経営者として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与していながら、当

該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4217 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年５月ごろから 37年５月１日まで 

② 昭和 37年８月ごろから 38年１月ごろまで 

③ 昭和 38年６月 10日から 42年７月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①及び③並びにＢ社に勤務した申立期間②の加入記録

が無い旨の回答をもらった。申立期間中、それぞれの会社に勤務し厚生年金

保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間①については、Ａ社の当時の代表者は所在不明であり、また、申立

人が記憶している同社の同僚一人は既に死亡しているため、同社における申立

人の勤務実態及び当該期間の厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、既に死亡し、又は所在不明であるため、申立人が

申立期間①において厚生年金保険被保険者として勤務していたことを確認す

ることができなかった。 

また、申立人は、「当時、健康保険証を受け取った記憶が無い」と供述して

いる。 

申立期間②については、Ｂ社の当時の代表者は既に死亡しているため、同社

における申立人の勤務実態及び当該期間の厚生年金保険の取扱いについて確

認することができない。 

そこで、申立人が記憶している複数の同僚に照会したが、既に死亡し、又は



 

回答が得られないため、申立人が申立期間②において厚生年金保険被保険者と

して勤務していたことを確認することができなかった。 

また、申立人は、「当時、健康保険証を受け取った記憶が無い」と供述して

いる。 

申立期間③については、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所として確認できる期間は昭和34年２月１日から38年６

月 10 日までの期間であり、申立期間③は厚生年金保険の適用事業所となって

いない。 

また、Ａ社の当時の代表者は所在不明であるため、同社における申立人の勤

務実態及び申立期間③の厚生年金保険の取扱いについて確認することができ

ない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、既に死亡し、又は所在不明であるため、申立人が

申立期間③において厚生年金保険被保険者として勤務していたことを確認す

ることができなかった。 

さらに、申立人は、「当時、健康保険証を受け取った記憶が無い」と供述し

ている。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①、②及び③について、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4218       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 10月１日から 57年１月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された社員カード早見一覧表の記録から、申立人は、申立期間

のうちの一部について同社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、申立人から提出された昭和 56年分所得税の確定申告書(一般

用)により、Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険料は控除されていないことが

確認できる。 

また、Ａ社の社員カード早見一覧表に記録されている従業員 17名について、

社会保険事務所が保管している同社の厚生年金保険被保険者名簿の被保険者

記録を確認したところ、このうち 15 名は、入社日から被保険者資格を取得す

るまでに１か月から４か月の期間を要していることが確認できる。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿を

基に同社の元従業員に照会したところ、５名から回答があり、そのうち２名は

申立人を記憶していたが、申立人の厚生年金保険料の控除については不明との

ことであった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4219      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年７月１日から 42年７月１日まで 

    Ａ社Ｂ事業所に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述により、期間は特定できないものの、申立人が同

社Ｂ事業所に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

当時の事業主の連絡先を把握できず、また、複数の従業員が社会保険事務担当

者として名前を挙げている３名についても、２名は死亡しており、残る１名か

らは回答が得られないことから、これらの者から、申立人の厚生年金保険の取

扱い等について供述を得ることができない。 

また、Ａ社の親会社であるＣ社に照会したところ、申立人が現地採用の従業

員であった可能性があるとの回答があったが、Ｃ社は、これらの者に係る申立

期間当時の資料は保存していないことを理由に、申立人に係る厚生年金保険の

取扱い等については不明と回答している。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿を

基に同社の元従業員に照会し、40名から回答を得たところ、このうち 14名の

照会回答結果から、同社では、入社日から被保険者資格を取得するまでに相当

期間（１か月から７か月程度）を要していることが認められる。なお、上記の

回答者のうちの１名は、「申立人が同社のホテルに勤務していたことを記憶し

ているが、１年間も在籍していなかったのではないか。」と回答している。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立期間に係る「健康保険証の番号」に欠番は無く、社会保険事務所の記



 

録管理に不自然な点はみられない。 

このほか、申立人の申立期間に係る事業主による厚生年金保険料の控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4220           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月 24日から同年 12月 21日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社に厚生年金保険の被保険者として勤務してい

たと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社及び同社の社会保険事務担当者は、同社で保管する被保

険者台帳に申立人の資格取得年月日が昭和 43年 12月 21日と記載されている

のであれば、この日が申立人の入社日であり、厚生年金保険の資格取得日であ

ると考えられるとしており、厚生年金保険の資格取得日より前に当該保険料を

給与から控除していないと供述している。 

また、Ａ社が保管している被保険者台帳に記載の従業員 22 名のうち申立人

を含む 21 名の厚生年金保険の資格取得日は、社会保険庁のオンライン記録と

一致していることが確認できる（残り１名は同月内で３日間相違）。 

さらに、Ａ社が保管している被保険者台帳に記載された複数の従業員に照会

し３名から回答を得たところ、３名全員が入社日と厚生年金保険の資格取得日

は一致しているとしている。 

加えて、申立人が記憶している上司及び同僚に照会したが、申立人の入社時

期及び厚生年金保険料の控除については不明とのことであった。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の事業主に

よる控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4221 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年６月１日から 42年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ協会（勤

務期間当時は任意団体、現在は財団法人Ａ協会）に勤務していた期間のうち、

申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ協会には昭和 41 年６月

１日から 42年４月 28日まで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の

加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から、財団法人Ａ協会から交付を受けたとする「Ｂ」（同協会の常務

理事名で発出された平成 20年７月 25日付けの文書）が提出されており、当該

文書には、申立人が申立期間にＡ協会に勤務していたこと、厚生年金保険料を

給与から控除していたこと、及び厚生年金保険等の届出事務を誤った旨が記載

されている。 

しかしながら、財団法人Ａ協会に申立期間当時の資料の提出を求めたところ、

申立人に係る人事記録、賃金台帳、給与明細書、厚生年金保険加入に係る届書

の控え等の資料は既に処分されているとの回答があり、当該文書の記載内容が、

客観的な資料に基づいて作成されたものであるとは認められない。 

また、財団法人Ａ協会の担当者は、当該文書に記載した内容のうち、申立人

が勤務していたことについては、申立期間当時の事務局長であった同協会の副

会長に、その親族を通じて間接的に確認した旨を供述している。 

一方、当該副会長は、直接聴取を行うことが困難な状況であり、当委員会か

らの文書照会に対して同人の妻は、「確かな記録が手元に無いがそのころだと

思う。」と、申立期間における勤務を肯定する回答をしているものの、当該回

答が、申立人の入社及び退社の日に関する副会長の明確な記憶に基づいて行わ



 

れたものであるのかどうかを判断することができない。 

さらに、財団法人Ａ協会が保管する、当該文書の発行に関する意思決定の経

緯を示す原議書の記載内容から、申立人からの問い合わせに対し当時の書類等

で確認はできないものの、いったんは勤務期間のみについて記載した文書を発

行したが、申立人から新たに保険料の徴収等についても記載してほしい旨の要

望があったことから、改めて申立人の要望を付加した冒頭の文書を作成、発行

することとした経緯が確認できる。 

以上のことから、当該文書の記載内容については信憑
ぴょう

性が乏しいと判断せ

ざるを得ず、これに基づいて申立人が保険料を控除されていたことを認めるこ

とはできない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ協会に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿から、申立期間当時に同協会で厚生年金保険に加入していたことが確

認できる複数の従業員に照会し、そのうち一人から申立人が同協会に在籍して

いたことを記憶している旨の供述が得られたものの、当該供述内容からは申立

人が申立期間を通じて同協会に勤務していたことを確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主よ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 


